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付 記                              

 本報告書では、紙面編集上の理由により、一部の引用スライドにおいてトリミング処理を行

っていますので、ご了承のほどお願いいたします。 

 なお、報告書のために入手したスライド内容と、当日講演者が使用されたスライドが、一部

異なっている場合もあります。また、通訳の言葉は、出来るだけそのまま、書き起こすように

しておりますが、一部、趣旨は変えずに日本語的な表現にしている場合があります。 

  



開会挨拶 

1 

１． 開会挨拶 

李家永（Jiayong LI）／北京師範大学人文社会科学高等研究院副院長 

王香奕（Xiangyi WANG）／中国国際民間組織協力促進会副理事長 

山岡義典（Yoshinori YAMAOKA）／助成財団センター理事長 

南英燦（Young-Chan NAM）／韓国ボランティアフォーラム会長 

司会：馬慶鈺（Qingyu MA）／北京師範大学人文社会科学高等研究所教授 

 

（馬慶鈺）それでは、三カ国から参加されている皆さま方、それぞれ

の言語を選んでいただきたく思います。Zoom の画面の下のほうに地

球儀のマークがあります。そのボタンを押していただきますと、言語

を選ぶことができます。どうぞ皆さま、ご選択ください。 

 本日は、中日韓三カ国の専門家の方々がお集まりいただいておりま

す。今回はオンラインで、この第 12 回東アジア市民社会フォーラム

を開催することとなりました。この国際フォーラムですが、中日韓三

カ国の機構が共同で行っているものであります。2009 年に初めて東

京で開かれ、既に 11 回開催されております。 

 今回のフォーラムは、当番国が中国になりますので、中国側の機構のほうで主催をさせてい

ただいております。また、北京師範大学人文社会科学高等研究所との共同開催となっており、

北京師範大学の健康社会政策研究センターのほうで、開催の準備をしていただきました。 

 また、今回、日韓でソーシャルワークに携わっている方々にも、午後の部のパネルセッショ

ンにご参加いただき、ソーシャルワークの制作と実践について討論いただきます。 

 

 午前の部は、歓迎の言葉、基調講演、そして国別の事例報告の３つでございます。私は、司

会を務めさせていただきます、北京師範大学人文社会科学高等研究所・健康社会政策研究セン

ター教授の馬慶鈺と申します。 

 では、本日１つ目の、開会にあたっての歓迎の挨拶のセッションに入ります。まずは、人文

社会科学高等研究院副院長の李家永先生にお話を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

■ 李家永（Jiayong LI）／北京師範大学人文社会科学高等研究院副院長 

 皆さま、おはようございます。年に１度の東アジア市民社会フォ

ーラムが予定どおり開催となりました。本日は専門家、研究者の皆さ

まがオンライン上で一堂に会し、中日韓各国のソーシャルワークにお

ける市民社会参画の政策とその実践について話し合います。 

 このテーマは三カ国、そしてアジア、世界にとって、理論的、実践

的に大きな価値を有するトピックと思います。ですので、当大学社会

科学高等研究院を代表いたしまして、皆さまに歓迎を申し上げます。 

 世界の事例から分かるとおり、ソーシャルワークは人々の福祉向

上、社会変化・発展の促進、社会の団結友好において、重要な役割を果たしてきました。日本

や韓国では、ソーシャルワークが早くから進み、枠組みも成熟していますが、中国ではスター

トこそ早かったものの、急発展を遂げたのはここ数十年になってからであり、まだ多くの不備、

不均衡を抱えています。 
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 中でも、問題は、民間の公益・慈善活動と、専門的なソーシャルワークとの連携が不足して

いるということです。今、公益・慈善教育と、ソーシャル専門教育の一体化を進めており、先

月には、政界、学術界、経済界の代表や実務関係者による「中国慈善教育専門家ハイレベルフ

ォーラム」が開かれました。 

 僭越ではありますが、この場をお借りして、北京師範大学人文社会科学高等研究院について

ご紹介いたします。 

 当院は、2018 年６月に北京師範大学珠海キャンパスに設立されました。私たちのミッショ

ンは、人文・社会科学における国のニーズにフォーカスし、先端を目指し、独創性や先見性を

有する横断的な研究を行い、そして国際協力の影響、国家戦略への貢献を掲げております。現

在の研究分野は、哲学、歴史学、教育学、言語文学、社会学、人類学、民族学、経済、金融、

マネジメント、法律、芸術、デザイン、メディア、そしてスポーツの 17 分野に及び、30 余り

の研究科を設けております。今回のオンラインフォーラムにおきましては、このうち、健康社

会政策研究センターに尽力をいただいております。 

また、ここでお話ししたいこととして、新型コロナの影響で今回の会議はオンラインでの開

催となりました。しかし、期待しておりますが、全てが終息した暁には、ぜひ三カ国の専門家

の皆さん、アジア随一といわれております、美しい北京師範大学の珠海キャンパスにお越しい

ただき、学術交流、協力を展開できればと思っております。 

 最後になりますが、あらためて皆さまにご歓迎を申し上げるとともに、フォーラム成功を祈

念いたします。 

 

（馬）李家永先生、ありがとうございました。続きまして、中国国際民間組織協力促進会・副

理事長兼事務局長の王香奕さまからも挨拶をいただきます。では、王先生どうぞ。 

■ 王香奕（Xiangyi WANG）／中国国際民間組織協力促進会副理事長兼事務局長 

ありがとうございます。まずは、馬先生に感謝申し上げたいと

思います。この師範大学のほうで、また、当協会でも役職を担わ

せていただいております。今回、２つの主催機関があり、多大な

る尽力をいただいております。この場をお借りして、感謝申し上

げます。 

 本日ご出席の専門家の皆さま、中日韓三カ国の皆さま、私は、

中国国際民間組織協力促進会事務局長の王香奕と申します。主催

側を代表し、皆さまに感謝申し上げます。2021 年度フォーラム主

催者として、オンラインでこのような交流の機会を得て嬉しく思います。 

2020 年に新型コロナの流行が始まりました。これは全人類にとって未曽有の公衆衛生の危

機となっています。だからこそ今、協力こそが唯一の正解であると、課題克服のための正解で

あると思っています。 

 今回は、柔軟な対応によりコロナの中でこのフォーラムを開くことができました。ひとえに

皆さま方の積極的なサポートとご尽力の賜物だと思います。また、北京師範大学の皆さま方、

馬先生、そして、ご列席の皆さま方からのご尽力、そして韓国、日本の関係機関の皆さま方の

ご支持のたまものでもあったかと思います。 

 今まで三カ国は、多くの国際的な民間社会において、多国間、あるいは２国間で話をしてき

ました。そして、中国については、例えば国連等のさまざまな場において、会議に参加してま
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いりました。そして関係分野における意思疎通を図ってまいりました。 

 今回のフォーラムは、既に 12 回目となっております。今回は、発起人の皆さま方にもお越

しいただいております。これまでの理事長経験者にも来ていただいております。今回この場で

経験などをお話しいただき、中日韓三カ国のさまざまな政策、ノウハウなどを共有して、今後

の時代におけるソーシャルワークについての情報交換をしたいと思います。このコロナ禍で、

さまざまな実践の経験があると思いますので、三カ国の民間の友好協力における、特別な役割

を十分に発揮できると思います。 

 また、来年は、できればぜひ、オンラインではなく、リアルでお目にかかれることを期待し

ております。ありがとうございました。 

 

（馬）王副理事長のご挨拶、ありがとうございました。では、続きまして、日本から東アジア

市民社会フォーラム日本実行委員会代表、助成財団センター理事長・山岡義典さまよりご挨拶

を頂戴いたします。 

■ 山岡義典（Yoshinori YAMAOKA）／助成財団センター理事長、 

東アジア市民社会フォーラム日本実行委員会代表 

会場にお集まりの中国の皆さま、そしてオンラインでご覧にな

っておられる韓国と日本の皆さん、今日は第 12 回東アジア市民社

会フォーラムにご参加いただき、誠に有難うございました。 

 私は日本で実行委員会の代表をしております山岡義典と申しま

す。最初に、日本の東京で開催いたしました時以来、ずっと参加

をしてまいりました。この 12 年の間に、３つの国はそれぞれの発

展をしてきたように思います。 

 その中での市民社会、あるいは民間の非営利活動とか、公益活

動といわれるものの役割も、それを支える制度も、大きく変化してきたように思います。その

ような状況の中で、このフォーラムは、それぞれの時代の動きを視野に入れた議論を重ねてま

いりました。 

 今回は「ソーシャルワーク」がテーマでございます。その意味するところは、国によっても

少しずつ違うように思いますけれども、最も広い意味で言いますと、「社会的に困窮している

人の幸せな生き方を支える仕事」と言っていいでしょう。その多くは、地方行政や、あるいは

政府の行政の職員・スタッフが担っておりますけれども、市民社会として民間が担うケースも

だんだんと増えてきております。 

 特にこのフォーラムの立場としては、後者の担い手に関する話題が多くなるのではないかと

思います。日本の基調講演、あるいは事例報告をお願いする方々も、そのような民間の立場で

のソーシャルワークということを重視して選ばせていただきました。 

 お隣の社会の内容を知り、また、社会的実践の一端を知ることは、三カ国の市民社会の発展

にとっての貴重な機会になると確信しております。 

 今日の午前と午後の１日を、それぞれの場所で、刺激に満ちた、また癒しともなるようなひ

と時として過ごして頂ければ幸いでございます。よい１日にいたしましょう。どうもありがと

うございました。 

 

（馬）山岡さま、ありがとうございました。続きまして、韓国ボランティアフォーラムの会長
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であられ、このフォーラムの初期段階から関わってきて、発起人の１人でもあります、南英燦

さま、お願いいたします。南さまは、法務法人の代表弁護士でもあります。では、お願いいた

します。 

■ 南英燦（Young-Chan NAM）／韓国ボランティアフォーラム会長 

皆さま、おはようございます。韓国ボランティアフォーラムの会長南

英燦です。 

中国国際民間組織協力促進会(CANGO)及び、日本公益法人協会

(JACO)、韓国ボランティアフォーラム(KVF)が一緒になって、第 12 回

東アジア市民社会フォーラムを開催でき、非常に嬉しく存じます。中国

の実行委員長王香奕様、日本の実行委員長山岡義典様、JACO 理事長雨

宮孝子様をはじめ、CANGO 及び KVF の関係者の皆さま、フォーラム

の綿密な準備に力を添えてくださった日中韓の専門家の方々に、改めて

深く御礼申し上げます。また、惜しみない支援をしてくださったジョン・ヘチョル韓国行政安

全部長官様、SK グループの関係者の皆様に、重ねて感謝申し上げます。 

今回のフォーラムのテーマは、「日中韓市民社会のソーシャルワークへの参加政策と実行戦

略」です。日中韓三カ国における市民社会のソーシャルワーク参加に関する制度的な体制及び、

促進するための方法について、集中的に議論される予定です。併せて、実例での様々な経験が

共有されます。このような議論や、経験の共有を通して、日中韓、三国の市民社会は、効率的

な活動体制や方式について、より一層アップグレードした模索が可能になります。さらに、市

民社会のソーシャルワーク参画を促進するための様々な方法も一緒に考えていけると思いま

す。 

中国側が主導的に選定したこのテーマは、12 年間続いている日中韓フォーラムの役割を高

め、価値をより引き立たせる素晴らしいアジェンダです。 

東アジア市民社会フォーラムは、2009 年に日本の東京で、初めて開催されました。その後、

日中韓、三国を巡回しながら開催され、市民社会及びボランティアにおける話題を発掘し、ア

ジェンダを示し、三国の実例と経験を共有しながら、市民社会の意味のある変化を先導してき

ました。 

２年近く続いている新型コロナ事態は、日中韓、三国の市民社会の革新的で積極的な活動が

より必要とされていることを感じさせます。今回の国際フォーラムが成功裏に開催されること

と、議論の結果を通じてコロナ禍での市民社会が進むべき方向性を模索する、貴重な時間にな

ることを確信します。 

来年の 2022 年秋には、日本の東京で、顔を合わせて 13 回目のフォーラムを開催できるこ

とを祈ります。ありがとうございます。 

 

（馬）北京師範大学人文社会科学高等研究院副院長の李先生、中国国際民間組織協力促進会の

副理事長の王先生、そして、東アジア市民社会フォーラム実行委員会会長の山岡さま、韓国ボ

ランティアフォーラム会長の南さま、ありがとうございました。 
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２． 基調講演 
 

（馬）それでは、続きまして、基調講演に移りたいと思います。テーマとしては、「中日韓三カ

国におけるソーシャルワークの市民社会参画の政策とその実践」ということで話を進めていき

たいと思います。 

 今回は、お三方にお願いをしております。 

 まず、最初に中国の南開大学ソーシャルワーク社会政策学部教授の関信平先生から、そして

お二方目は、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科の堀田教授から、そしてお三方目は、

京仁（キョンイン）放送会長でソウル大学校の名誉教授でいらっしゃいます趙先生からお願い

いたします。 

 まずは、中国の関先生からお願いしたいと思います。どうぞ。 

 

 

 中国における専門的ソーシャルワーク制度の構築 

関 信平（Xinping GUAN）／南開大学ソーシャルワーク・社会政策学部教授 

 皆さまこんにちは。本日、この機会に中国における専門的ソーシャルワーク制度について、

その進展、問題、展望をテーマにお話しする機会を頂き、ありがとうございます。 

 今回のテーマはいくつかございます。まずは、改革開放以降の専門的ソーシャルワークの再

生の背景と早期段階についてです。２番目は、21 世紀以降の中国のソーシャルワークの人材

育成の加速、３番目は、ソーシャルワークの制度づくりと政策の整理、４つ目は、中国におけ

るソーシャルワークの制度づくりの問題点、５番目は、中国におけるソーシャルワークの制度

づくりのさらなる強化に向けて、と題して話を進めたいと思います。 

 まず１つ目です。改革開放以降の、専門的な

ソーシャルワークの再生の背景、そして早期

段階について、つまり、1980 年代、1990 年代

についてのお話になります。 

 改革開放といいますのは、現代の中国にお

いて大きな動きでありました。1970 年代の後

半から始まった動きであります。改革開放の

初期の頃には、大きな活力が注入されました。

これによって経済発展が実現し、また、社会体

制にも大きな変化がもたらされました。 
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 これまでは計画経済でしたので、経済と社会の体制が密接に関わっていました。しかし、改

革開放以降は、社会体制についても、さまざまな改革が必要になってきました。と言いますの

は、ひずみが出てきたからです。 

 例えば、単位制度というものがありました。この単位の中で、経済活動であるとか社会サー

ビスなど、全てを解決していたんですが、これを改革するという必要が出てきました。 

 当時、政府の民政部門がありまして、末端の社会サービスを担っていました。そしてこの民

政につきましても、スタッフの、例えば行政サービス、あるいはサービススタッフ、行政サー

ビスの人々、こういったスタッフたちの能力の向上が必要になってきました。人材の育成が必

要になったわけです。 

 ということで、さまざまな研修、教育を行いました。そして、研究や考察の結果、こういっ

たソーシャルワークに携わる方々の専門性が必要だということで認識されたわけです。そして、

民政部が率先して、それに教育部、大学なども参加しながら、このソーシャルワークにおける

積極的な取り組みをしてきました。 

 改革開放以降ですが、中国のソーシャルワ

ークは、早期段階ではどのような状況だった

かといいますと、まず 80 年代です。先ほど、

背景をお話しいたしましたが、民政部門が、

こういった専門家の育成を始めました。大学

の中で行われました。重要な大学と、教育部、

当時は教育委員会でしたが、そういったところとの連携によりまして、北京大学などにこうい

った専攻が設けられました。 

 1987 年に、民政部と教育部の関係者が参加して、また社会学関係の研究者も参加しまして、

北京の馬甸というところがありますが、そこで会議を開きました。中国において、こういった

ソーシャルワークに関するような専門をつくろうということを話し合いました。この馬甸会議

が、ソーシャルワークの人材育成についての非常に重要な意義ある会議となりました。 

 ということで、さまざまな大学でソーシャルワークに関する、管理に関する、専攻が設けら

れました。そして、それがどんどん増えていきました。ソーシャルワークの専門家育成に向け

た一つの先駆けと言えると思います。 

 1990 年代以降ですが、もちろん取組みは進んでいましたが、しかし、その歩みはゆっくり

としておりました。やはり、経済に重きが置かれていた時代であります。ですので、社会構築

については、少し後回しにされていた部分もあります。しかし、90 年代の後半になりますと、

経済の高度成長によって、さまざまなひずみが生まれてきました。例えばレイオフの問題、農

村問題などです。政府にとっても社会にとっても、経済が社会とバランスを取っていく、調和

を取っていくということが大事だという認識が生まれたわけです。ですので、大学において、

90 年代の後半から 2000 年ごろにかけて、ソーシャルワークの専攻を設けるという動きが、ブ

ームの第２波という形で現れました。ですので、ほとんど毎年のように、このような新たなソ

ーシャルワーク専攻が新設されていきました。これが教育の発展につながっていったわけです。 

 では、２番目に入りましょう。21 世紀に入

って以降のソーシャルワーク専門人材育成の

加速についてです。 
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 21 世紀になりますと、中国ではさまざまな

経済発展の成果が出て来ました。ただ、その

一方で、ひずみとして社会問題が現れてきま

した。もちろん、経済のほうは高度成長を遂

げておりました。しかし、その一面、例えば

貧富の格差の拡大でありますとか、さまざまなグループ間の矛盾が生まれたり、あとは、一般

の方々の間で、一部の方ですが、生活苦の問題が深刻になってきたりしました。ですので、中

国の指導者が交代した後に、どの方向に進むべきかということで、そして世界に対してどのよ

うなモデルを見せていけばいいのかということが検討されました。つまり、発展の果実をより

多く、一般社会にどのように還元していくかということが検討されたわけです。 

 例えば、生活の中で安全を感じられるか、満足度があるか、そして、最終的には世界の発展

にどのように貢献していくかということが課題になりました。中央のほうでは、科学的発展感、

あるいは、調和の取れた社会、といった新しい用語が生まれてきました。ですので、さまざま

な政府部門において、民政の保障でありますとか、社会管理といったことを進めるようになり

ました。 

 この中で大学では、定員が拡大されていた時期でした。つまり、大学に入る人が多くなった

わけですね。定員が多くなりました。そうなりますと、さまざまな専攻が新設されるようにな

りました。ですので、大学の中でソーシャルワークの専攻科が増えていったということ、そう

いった動きがあったわけです。すなわち、ソーシャルワークがますます発展するという流れと

なりました。 

 一つの重要な転換点がありました。これは

2006 年のことです。第 16 期六中全会が行わ

れました。この中で大量のソーシャルワーカ

ーを育成しようという掛け声が出て来ました。

もちろん調和の取れた社会をつくるためには、

さまざまな制度、資金、そして人が必要です。

人材がなければこういった事業は進めていく

ことができません。そして、普通の人ではな

く、専門性とか、知識とか、技術とか、そういったものを持った専門的な人が必要だというこ

とになりました。専門的な素養を持った方々ですね。そういった方々にソーシャルワークに携

わっていただくということが必要になりました。 

 ですので、中央としましては、人材を大量に育成していこうということになりました。すな

わち、全国におけるソーシャルワーカーの育成に大きな後押しが生まれたわけです。また、こ

ういった中央の呼びかけがありましたので、人材育成が進みました。 

 まずは、人材育成計画として、６大人材育成分野の中にソーシャルワーク部門が入りました。

18 部門の共同文書が出されました。これは 2011 年です。そして 2012 年には、19 部門の共同

による中長期計画の中で、人材育成のプランが出されました。 

 こういった中央の動きに対しまして、地方政府も積極的に対応しました。基本的な枠組みを

つくったり、あるいは多くのリソースを投入したりしました。 

 まず、最初に行われた取り組みとして、深圳市の取り組みがあります。民間の機構と政府の

調達を組み合わせた一つのシステムづくりが行われました。また、大学での教育もさらに進み

ました。そして、４年制大学における専攻科も増えましたし、さらには４年制だけではなく、
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学部に加えて、修士課程にも置かれるようになりました。ですので、４年制から修士まで受け

られるようになったわけです。 

 これが実践の活動においても大きな役割、

そして効果をもたらしました。目標としまし

ては、2020 年までに 145 万人を育成すると

いう目標があったのですが、実際、2019 年の

時点で 157.3 万人となりました。有資格者が

66 万人に達しています。また、同時にソーシ

ャルワークにおけるさまざまな分野も広範に

なってきました。 

 例えば、コミュニティにおけるソーシャルワークでありますとか、若者向けの活動、または

災害復旧活動、支援活動、この他にも、例えば犯罪者の更生活動などにも及んでいきました。

そして、さまざまな政策が出されて、この事業が進められていったわけです。それと同時に、

ソーシャルワークに関する教育体系も充実していきました。専攻を置くだけではなく、教材の

充実、実習のシステムなども改善されていきました。 

 また、ソーシャルワークに関する評価の仕組みです。もともとこういった人材は、大学の学

部、修士課程などで育成していきます。そして、資格試験、レベル試験などを受けるわけです

ね。2006 年にソーシャルワーカーの職業レベル評価試験というものが創設されました。これ

で能力を担保して、こういった資格を持った方々が実務に就けるようにしていったわけです。 

 また、このレベル試験なんですが、さまざまなレベルが設けられていくようになりました。

例えば、上級ソーシャルワーカーの試験なども創設されていきました。また試験の内容につい

ても充実が図られました。つまり、実際に受験される方の実務能力を問うようになっていきま

した。また、受験者の人数も増加していきました。特に近年、だんだんと増えてきております

ので、社会としてこの事業を重視しているということが分かってきました。 

 ３番目の内容になりますけれども、ソーシ

ャルワークの制度づくり、そして関連政策に

ついてです。 

 人材育成だけではなく、制度づくり、これ

も重要になってきます。この事業には安定的

に制度化されたシステムが必要だということ

です。すなわち、このシステムが安定的に、

長期的に社会の中で運営されていく。そのた

めには制度が必要になってきます。 

いくつかあります。例えば、人材、人事に関する制度です。育成、雇用、評価、インセンテ

ィブなどの制度が必要になります。どのようにして人を育てていくか、雇用していくかといっ

たことを取り決めたわけです。 

そして、サービスを提供する組織のほうの制度ですね。例えば、そのサービスを提供する組

織があります。これを効果的に、しかも、長期的、安定的に運営していくためには、そして人々

がこの中で役割を発揮していくためには、組織の面でも、やはりしっかりとした制度がなけれ

ばなりません。ですので、こういった制度づくりをしました。組織の設立、運営、発展のため

の制度です。 

そして３つ目としましては、財政関係ですね。やはり事業を進めるためには、資金が必要で
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すが、この資金をどのように調達し、投入し、そして使っていくかです。これはやはり規範化

する必要がありますので、制度が必要になってきます。具体的には、さまざまなこのための制

度がつくられました。 

 そして、このソーシャルワーカーの制度に

ついてですが、まずは、人材の位置付けです。 

 中国では、この人材というのは、特別な意

味があります。この人材というものがかなり

厳格に規定されているのです。そしてこうい

った人材をどこに使うかといったところでも、

かなり厳格な規定があります。一定の科学的

な知識を持って、専門的な技能を持っている

方々のことを人材と呼ぶわけです。 

 2006 年に 16 期六中全会の中で、先ほども申し上げましたが、ソーシャルワーカーの大量育

成を行うと打ち出されました。ということで、主な方向性がこのときに定められたわけです。

そして、共産党の中央と国務院は、2010 年６月に人材発展計画の綱要を出しました。つまり、

ソーシャルワーカーというものを、中国の６大人材育成分野の一つに位置付けたわけです。 

 2011 年 11 月には、中央組織部、民政部など、中央や国の 18 部門が共同でソーシャルワー

カーの育成強化に関する意見を出しました。この中で初めて、この育成、雇用、評価などの制

度づくりが打ち出されたわけです。そして、党や委員会の指導、政府の推進、社会の参画、重

点目標を明らかにして、中国の特色を持たせるという原則が打ち出されました。 

 2012 年４月には、19 部門が共同で、中長期計画人材育成プランを出しました。2015 年に

は、人材を 50 万人に、2020 年には 145 万人に人材を充実させていくということで、この目標

に関しまして、さまざまな指示が出されました。 

 ２つ目としましては、ソーシャルワークに

関する教育・研修制度です。まずは、その学

科の整理になります。学位委員会と教育部で、

ソーシャルワーク修士号を設けるとしました。

また、社会学の中にソーシャルワークのコー

スを作り、そして、学術研究のための、研究

者育成のための修士課程を設けることにしま

した。 

 ３つ目としましては、このソーシャルワーカー、またはソーシャルワーカー助手に関して、

職業レベルの評価をするということです。2006 年の７月に人事部・民政部共同で、この技能

評価に関する暫定基準を出しました。またソーシャルワーカーのレベル試験の実施方法などに

ついても制定されました。このような技能と評価の仕組みができたわけです。 

 また、インセンティブの制度もつくられました。例えば、待遇、昇進、キャリアアップとい

った制度がつくられました。 

 また、サービスを提供する機関に関する制

度については、次のような取り組みがありま

した。 

 まず１つ、民営の組織の設立を奨励しまし

た。もともと最初は、人材不足という背景が
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ありました。ソーシャルワークの体制が再生された後に、まずは大学の先生にリーダーシップ

を取っていただきました。大学の中でこのための教学活動をしていただきました。専門的な、

例えば基本的な技能、実務などについて、過渡的な政策として大学の先生に役割を担っていた

だいたわけです。 

 そして２つ目としまして、ソーシャルワークに関する人員配置に関する制度がつくられまし

た。2012 年ですが、先ほどの 18 部門の部署の中で、人材配置に対する政策措置を検討すべき

だと主張されました。 

 ３つ目です。政府の支援に関する制度です。

例えば、政府の調達です。サービスを政府で

調達するという仕組みです。2012 年 11 月、

民政部、財政部が共同でこのソーシャルワー

クの調達に関する意見を出しました。そして、

基本的な制度の枠組みができました。 

 2013 年９月には国務院の辨公庁のほうで、民間からの調達についての意見が出されました。

これはソーシャルワークだけではなく、さまざまな分野に関しての意見ですが、ソーシャルワ

ークもこの中に含まれているということです。政府でこういった調達をすることで、事業を支

援しようという動きであります。 

 また、12 年９月ですが、中央組織部、民政部などによって、辺境地域、貧困地域、旧革命根

拠地を対象としました支援プランが出されました。ソーシャルワークの人材を育成するための

特別計画ということで、このプランが出されました。三区計画といわれています。 

 また、このソーシャルワークに関係する分

野は多岐に渡っています。さまざまな複数の

管轄部門がありますので、共同文書の形でさ

まざまな施策が出されてきました。これによ

って、ソーシャルワークの事業が進められて

きました。 

 例えば､2013 年には民政部のほうで、この

ソーシャルワークのサービスを加速するための意見といった文章が出されました。2013 年に

は、民政部のほうで、災害支援・ソーシャルワークに関する分野での指導意見、ガイダンスが

出されました。 

 2014 年ですが、こちらも多部門の共同文書としまして、若者の事業におけるソーシャルワ

ーク人材の育成に関しても文書が出されました。 

 2015 年には、民政部その他の部門の共同によりまして、社会救済の分野におけるソーシャ

ルワークに関して、その事業加速に関する意見が出されました。 

 2017 年には、貧困扶助に関しても似たようなソーシャルワークのガイダンスが出されまし

た。また同じ年の 2017 年には、健康なまちづくり事業分野における、若者のソーシャルワー

カーあるいは青年ボランティアとしての役割発揮に関して文書が出されました。これらの文書

ですが、いずれも中央の部門から出されました。ですので、全国的に影響力を持ったわけです。 

 次の内容ですが、ソーシャルワーク制度づ

くりの特徴についてお話しをしたいと思いま

す。 

 以前は、人材の育成に力点が置かれていま
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したが、今は制度化、制度づくりのほうに力点が置かれています。これは政府として、認識が

深まっていることを示していると思います。また、全国的な制度と、地方的な制度が同時に連

携しながら進んだということが特徴といえます。 

 まずは、それぞれの地方で実績を重ねてノウハウを蓄積しまして、それを吸い上げて、国か

ら全国へ普及させ、進めていったという形で行われました。こういった取り組みが行われたわ

けです。 

 では、４番目の内容に入ります。現在の中

国のソーシャルワークの制度化における問題

点についてです。 

 まずは、法律制度です。立法がまだ遅れて

いるということです。現在、国としての法律

はありません。例えば、ソーシャルワーク法

といった法律はありません。また、行政など

から出されているような行政法規というもの

もまだありません。この辺りが、まだ不備と

なっております。例えば、慈善活動やボランティアサービスについて条例はありますが、ソー

シャルワークに関してはまだ設けられていないということです。また、国から文書が出されて

いても、強制力が少ないということがあります。 

 一番重要な文書としましても、18 部門の共同発表の文書です。ただ、国民のレベルとか、党

の中央とか、そういったレベルから発表された文書はまだないということです。ですので、ま

だ強化が必要であります。 

 また、さまざまな政策文書はありますが、強制力が少ないです。つまり、ガイダンスとか、

ガイドラインとかそういったレベルの文書だということです。 

 また、ソーシャルワークのプランニングの面についてもまだ後れがあります。あるいは、計

画はあっても、実行段階に至っていないといった状況もあります。ですので、なかなかスピー

ディーには進んでいない、あまり重視されていないということがあります。 

 また、地方のソーシャルワークについては、ばらつきがあります。地方によっては進んでい

るところもありますし、後れているところもあるわけです。 

 ソーシャルワークの組織、人員配置につい

ては、さらなる規範化が必要になっています。

まずは、ニーズを踏まえることが必要です。

そして、一般の方々にどのような、どういっ

た面で、どういった基本的なニーズがあるか、

エッセンシャルなニーズがあるかということを踏まえて、社会サービスを計画する必要があり

ます。 

 そして、この計画に基づいて、例えば、人員の配置とか、予算の配分などを決めていく必要

があります。この中でバランスを取る必要もあります。そして、長期的な、安定的な制度をつ

くっていくという必要がありますが、ただ、この面についてはまだ後れがあります。 

 とりわけ、人員の配置なんですが、これはニーズに基づくべきだと思っています。また、組

織におきましても、ニーズに合わせて人員を配置するということが必要です。これにより、有

効に、そして長期的に運営することができると思います。安定性、長期性ですね。 

 また標準化の面でもまだ後れがあります。もちろん進展や成果もありますが、まだ大ざっぱ
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な状況です。ですので、他の分野ほどは、まだうまくいっていないというのが現状です。 

 また、政府の調達なんですが、この制度についてもまだ改善が必要です。やはり民間のニー

ズに基づいて、プランニングをする。そして、このプランによって、人員の配置をする。ある

いは、サービスの事業を立案していく。そして、調達をする。調達をした後は、バランスを取

っていく。または安定性を担保していく。来年あるか、分からないような事業であったら困る

わけですので、持続性がある一つの取り組みとして進めていく必要があるわけです。 

 ５番目としまして、中国のソーシャルワー

クをいかにして制度化していくか。私からの

提案をお話ししたいと思っています。 

 まずは、法整備です。基本となる基本法で

す。例えば、ソーシャルワークサービス法と

か、ソーシャルワーカー法とか、そういった

法整備が必要になると思います。 

 また、ソーシャルワークに関するプランニ

ングが必要だと思います。このプランニングは、経済、社会的な取り組みにおいて非常に重要

になります。 

 政府、あるいは、政府の部門のアクション、すなわち、どのような行動を取るかということ

は、このプランによって決まります。そして、有効なリソース配分をこのプランに基づいてす

るわけですね。ですので、このプランニングがしっかりと行われていなければ、安定性を担保

することはできません。つまり、余裕があるときはできるけれども、財政に余裕がなければで

きない、あるいは、リーダーがあまり重視していなければ、進められないとか、そういった不

安定な状況であってはいけないわけです。これはよくありません。ですので、やはりプランニ

ングにのっとって、計画的に進めていくということが必要となります。 

 また、組織や人員の配置に関する制度づくりも必要です。さらに改善する必要があります。

現在、民政部が全国で町レベルのソーシャルワークステーションの設置を進めています。この

取り組みは、やはり制度化し、規範化していく必要があります。現在は、民政部のプランニン

グの中に盛り込まれたようです。どのようにして、具体的に人材を配置していくかですね。こ

ういったところで、今後規範化が進められていくと思います。 

 また、このソーシャルワークステーションだけでなく、先ほどは町レベルと申しましたが、

この他にも、例えば民営の形、あるいは、新たな組織体系なども模索していく必要があります。

システムづくりも新しく進めていく必要があります。 

 また、企業におけるソーシャルワーク、あるいは、ボランティア活動など、関連の分野につ

いても制度が必要になってきます。そして、どのようなサービスを提供するかという基準も必

要です。 

 この中には、これに従事される人々の資格や、あるいは実際の業務における行動の規範など

も必要になってきます。これがうまく回るようになってきますと、より規範的に、より効果的

に、事業を進めて、より大きな効果を挙げることができると思います。 

 では、次ですが、中国の国情に見合ったソ

ーシャルワーク体制づくりです。 

 私たちの考えるところ、事業単位制を採る

のがいいと思います。今多いのは、民営の組

織です。民営の組織、社会組織などで行われ
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ています。そして、それを政府が調達するということなんですが、これには優位性もあります

が、欠点もあります。アンバランスで、安定性がないということが欠点になっています。 

 例えば、現在、ソーシャルワークステーションの設置を進めておりますが、できれば、国営

の事業単位制度で設立するのが望ましいと思います。国営ですので、これは安定的な一つの制

度になります。従って、事業は安定的に進められます。ただ、人員については、認容制を採る

ことができます。つまり、以前は国営の企業の中で効率が上がらないという問題があったわけ

です。この問題を避けなければなりません。ですので、効率を確保しながら安定性やバランス

を担保していく。このためには、組織は国がつくるということです。これが必要だと思います。

そして、人員に関しましては流動が可能だということですね。これについて検討が必要だと思

っています。 

 ２番目としましては、民営による特色のあるサービス、これもまた発展をさせていく必要が

あります。民営には民営の良さがあるわけです。とりわけ、イノベーションですね。これにつ

いては、素晴らしい取り組みがあります。特色のあるサービス、これは民営ならではのサービ

スです。得意分野を持った組織ですね。先ほどは、国のほうで進めていくのはバランスを取る

ためと言いましたが、民間のほうでは、特色のあるサービスを掘り起こしていくということが

可能だと思います。 

 さまざまなニーズがありますので、基本的なサービスとしては、バランスを取っていく必要

があります。ただ、民営には、それぞれの民営ならではの特色のある、イノベーティブなサー

ビスをつくっていただくという形ですね。例えば、理論のイノベーションでありますとか、あ

るいは、実務のイノベーション、特色の発揮とか、そういったところで民間の方々にも、民営

の方々にも頑張っていただいて、レベルアップをしていただくということになります。そうな

りますと、全体としてよりよい発展ができると思います。 

 次にご紹介するのは、三社二業連携ですが、三社というのはコミュニティとソーシャルワー

カー、そして社会組織です。この中で、コミュニティがプラットフォームの役割を果たします。

このプラットフォームの上でソーシャルワーカー団体や、社会組織などが活躍をしていただく、

役割を発揮していただくということです。この組織の運営においても、ソーシャルワーカーの

活動においても、やはりプラットフォームが必要になります。これをコミュニティが果たすわ

けです。 

 そして、二業というものは、企業と事業単位ということになります。そして、それぞれの中

に部門を置きます。そして、民間に対して、さまざまな形でサービスを提供していきます。 

 また、全科式と専科式とありますけれども、総合的な人材と、専門的な人材との住み分けと

いうことになります。そして、協力していただくということです。もちろん、ソーシャルワー

クの実際の実務分野には、さまざまな分野があります。実際に第一線で直接、さまざまな方々

と関わる方については、一つのコミュニティにあまりにも多くの分野の専門家を置くというこ

とはできないですね。ですので、第一線で人々と関わっていただく方については、総合的な人

材であっていただきたい。どの分野でもつなぐことのできる方であってほしい。つまり、かか

り付け医さんみたいな役割を果たしていただきたいですね。一方、専門的な人材に関しては、

専門医としての役割を果たしていただきたい。専門性を持って困難な課題を解決していただく

というわけです。 
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 では次に、運営体制の改善です。効率化の

ためには、やはり市場メカニズムを適度に導

入していくということが必要になります。そ

して２番目としましては、政府による調達に

関して仕組みをつくっていく必要があります。

また、手当てやインセンティブですね。現在は、ソーシャルワーカーの方々の待遇が低いです。

また、昇進のチャンスも少ないです。ですので、離職が多いです。将来的には、この部分につ

いては、改革が必要です。より多くの優秀な方々に来ていただく必要があります。ですので、

長期的、安定的にこの分野で働いていただくための仕組みが必要です。 

 専門的な仕事をするためには、やはり長期的・安定的に、役割や能力を発揮していただくよ

うな仕組みが必要です。 

 続きましては、さらなる人材の強化です。

まずは、大学での育成です。より幅広く、専

門性を高めて、そして数も、質も高めるとい

うことです。 

 ２つ目としましては、人材の評価制度です。

例えば、さまざまな試験制度があります。そ

の試験の評価が実務に役立つということが大

事になります。また、こういった専門の人材に関しましても、昇進の機会を設けていくという

ことがあります。そして、専門を持った方に、その専門に合った仕事をしていただくという仕

組みも必要です。実は、この自分の専門と合った仕事を実際にできている方が少ないわけです

ね。ですので、もともと専攻した分野に関するような仕事に就けるような仕事が必要です。 

 また、ソーシャルワーカーの継続教育も必要ですし、直接、このソーシャルワークには従事

しないコミュニティの担当者、あるいは上司の方々にも、ソーシャルワークの基本的な知識を

持っていただくということも大事であります。とりわけ、上司の方ですね。実際にソーシャル

ワーカーがどんなことをしているかということを知っていただく必要があると思います。 

 本日の内容は以上です。ありがとうございました。 

 

（馬）関教授、ありがとうございました。 

ただいま、関先生に中国のソーシャルワーク制度について、体系的、全体的なご紹介をいた

だきました。とりわけ、韓国、日本の先生方におかれましては、80 年代以降の 40 年ほどの間

に中国でソーシャルワークに関しまして、どのような制度、政策が整備されたか、そして、サ

ービスの体制づくり、あるいは、その財政制度、サービスの制度などについて、全貌を見てい

ただいたかと思います。 

 また、関先生ですが、現在、さまざまな、まだ解決されていない問題についてもまとめてい

ただきました。今後どういったところで改善が必要か、進歩が必要かということについてご提

案もいただきました。構想もいただきました。関先生、どうもありがとうございました。中国

のソーシャルワークについて、全貌をご紹介いただきました。 

 では、続きまして、慶應義塾大学大学院教授の堀田聰子先生より、「地域共生とは何か―政

策的潮流と支援のかたち」ということについて、ご講演いただきます。堀田先生お願いいたし

ます。  
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 地域共生とは何か―政策的潮流と支援のかたち 

堀田 聰子（Satoko HOTTA）／慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授 

 

こんにちは。今日本では、目指すべき世界の姿として、地域共生社

会ということがうたわれています。なぜ、そんなことがいわれるよう

になってきたのか。そして、政策的な潮流、後半には、地域から入っ

てきた支援の特徴をご紹介させていただければと思っています。 

 

 

  

 まず、こちらは日本の総人口の長期的な推移、700 年以降のものをご覧いただいています。

ピークが 2008 年にもう過ぎているということで、今後 100 年間で、100 年前の水準に戻って

いく、人口減少の社会に突入します。 
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 これを年齢区分別に見ますと、生産年齢人口と年少人口は既に減少に転じているわけですけ

れども、老年人口については 2040 年ぐらいまで増加するということが分かっています。 

 

 そして、もう一つの社会の変化、特に、ポストコロナというところでは、あらためてクロー

ズアップされていますけれども、社会的孤立の状況です。こちらは、2005 年の OECD の調査で

すけれども、日本は、トップにおります。何がトップかといいますと、友人、同僚、その他社
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会的グループの人と、全くあるいはめったに付き合わないと答えた人の割合が最も多いという

ことになります。 

 

 それは何を意味するかですが、こちらは、健康の社会的決定要因を図にしたものです。ご覧

いただいていますように、個人レベル、あるいは地域レベルでのつながりということが、個人、

あるいは地域全体の健康にも影響するということがいわれています。 

 

 この図は、生活困窮者自立支援制度の新規相談者の抱える課題を整理したものです。心身の

不調、職場のこと、学校のこと、家族のこと、住まいのこと、そしてお金のこと。約６割の方々

が複数の課題を抱えておられ、５つ以上の課題を訴える方も 16％に上っています。 

 ご覧のようにさまざまな課題、複雑化する課題を抱えていらっしゃるということで、これま

でも、時に公的な機関や、医療、介護、福祉に関わる窓口を訪ねていらっしゃるけれども、な
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かなかうまく受け止めてもらえなかった。その積み重ねが諦めを生んで、そして孤立につなが

っていってしまっている。そんなこともいわれているというところになります。 

因果関係は、明確ではありませんが、残念ながらコロナ禍で自殺なさる方々の数も増えてい

ます。 

 

こちらは以前、ご遺族に対する調査から明らかにされたことですが、自殺で亡くなった方、

その危機要因となり得るものを、平均 3.9 個抱えていたということが分かっています。個人、

あるいは世帯全体で抱える課題が、複合化、複雑化、そして多様化してくる。これが本当に命

の差し迫った問題になってきているということになります。 
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 命と暮らしを支える基盤は整っているのか。この図は、戦後直後に日本が築いてきた社会保

障制度の枠組みを示したものです。生まれてから死ぬまで、年代ごとに想定される典型的なリ

スクにどのように備えるのか。ある意味、対象別、属性別に制度が設計され、事業化されてき

たという特徴があります。 

  しかし、今や生きづらさに関わるリスク、これは普遍化しつつあります。さらにこの社会

保障制度の基礎として想定されていた家族像、フルタイムで定年まで働くお父さんと、専業主

婦のお母さん、そして２人の子ども、そんな家族のつながりと、その家族が暮らしている地域

のつながり。そんなお父さんが勤めている会社のつながり、血縁、地縁、社縁などといわれま

すけれども、こういった共同体の機能が脆弱化してきています。そうした中で、もう一度、生

活保障の仕組みを問い直さなければならないのではないだろうか。そんな問いが生まれてきて

いました。 

 

 他方で、年齢を基本にした制度設計、あるいは、対象別に専門分化した事業のあり方は、さ

まざまな持ち腐れを生んでいます。 例えば、人の力に着目したとして、60 年代で定年を迎え

る。引退を、といっても、まだまだお元気。何らかの支援を必要として、あるいは、何らかの

疾患、認知症の診断を受けたとなっても、

支援を受けながらも働きたい、誰かの役に

立ちたいというふうに思っている方々、そ

して、その思いを実現している方々も多く

おられます。 

対象別、目的別に資源を貼り付け、ラベ

ルを貼ってきたことというのは、人だけで

はなくて、場所、移動手段、そしてお金、

さまざまなものの持つ可能性というもの

を閉じ込めてきたと言うこともできます。
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その持ち腐れをどうやって開いていくのか。そのことも地域共生をうたうようになってきた大

事な背景の一つと考えています。 

  

そうした中で、最初にお話しした人口減少、そして高齢化の進展の下、地域包括ケアシステ

ム、高齢者を入り口にしながら地域を丸ごと支える仕組みをつくろうということが、国策で続

けられてきたわけですが、さらにつながりということをキーワードにしながら、その向かって

行くべき社会の姿として、地域共生社会ということがいわれるようになってきました。 

 

 地域共生社会、ひとまずの定義をご紹介します。制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」、

「受け手」という環境を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと
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生きがい、地域をともに創っていく社会。 

こうした社会の実現に向けて、あらためて何ができるのか、改革の骨格も示されて、実現に

向けてさまざまな議論が重ねられてきているところです。 

 

 各地で学ばせていただきながら議論を重ねるうちに、言われるようになってきたことの一つ

が、いかに画一的な基準を設けずに、それぞれの地域で暮らす人たち、それぞれが出会う中で、

お互いの気づき、こんなことをなんとかしたい、あるいは、こんなことをやってみたいという、

それぞれの創意工夫が最大限生かされるような、逆に言うと、そんな、いろんな方々が出会え

る場、プラットフォームにどうやって持っていくことができるか。そんなことが結構重要なの

ではないかというようなことが言われるようになってきました。 
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 プラットフォームというときには、一人ひとりの困り事をどうやって解決するのかという、

福祉サイドからのアプローチだけではなくて、こんなことをやってみたい、地域をこんな風景

にしていきたいというような自己実現とか、地域活性化に向けた願い、ある意味、願いをつな

がりとする、第４の縁ともいわれますけれども、そんなまちづくりのアプローチ。そんなアプ

ローチにも、人、あるいは暮らしを中心に据えていくと、お互いに学び合って、お互いの視点

を知って、そして新しい化学反応につなげていくこともあり得るんじゃないか、そんなことも

語られたところでした。 

  

こういった検討を経て、昨年 2020 年に法改正が行われました。その中で地域住民の複雑化、

複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援ということが盛り

込まれました。 
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この社会福祉法に基づいて、今年から重層的支援体制整備事業という呼び方で、市町村の中

で、今までの取り組みを生かしながら、全ての人たちを対象として、相談の支援、参加の支援、

地域づくりに向けた支援を一体的に行うということができるように、市町村の手挙げに基づく

任意事業として交付金を交付するということが始まっています。 

 ここからは、地域共生とその支援の形、特徴を考えてみたいということで、2019 年から 2020

年度にかけて、厚生労働省の研究の一環で進めてきたこと、その一端をご紹介したいと思いま

す。 

 

 研究の目的は、先ほどご紹介した社会福祉法の下で、市町村が、この地域共生社会の推進を

進めていこうということになっているわけですが、これを推進できるためにということを上位

に置きながら、伴走型支援、地域づくりとその循環に関わる取り組みの見える化と、持続可能

性の担保、地域マネジメントにおける活用について、「主体形成」と「つながり」に焦点をおい

て、具体的な提言を行うということ、これを目的としていました。 

 方法ですけれども、まず、「人と人とのつながりを再構築し、誰もが参加でき、多様な人々が

支え合う伴走型支援・地域づくりとその循環」を住民主体の共生型地域づくりとみなしていま

す。 

 そして、個別支援と地域づくりのそれぞれに焦点をおく日本国内 13 の活動・地域を分析対

象として、学際的な研究者、コミュニティづくりや中間支援に取り組む協力者が、各フィール

ドで起きていることを観察して、質的に分析・記述する。そこから評価の視点や項目を棚卸し

する。フィールドの現場の関係者の方々と対話を繰り返す。これによって、質的なデータを構

造化する。このような帰納的なアプローチを取りました。 

 並行して「主体形成」「つながり」について、先行研究のレビューから理論的に考察して、介

護保険・地域包括ケア、医療技術評価、交通経済学や都市経済学分野で評価対象となる施策、

参加型評価、社会的インパクト評価において標準化された指標などから、住民主体の共生型地

域づくりの評価指標や、指標づくりに参考になる部分の抽出を行いました。 
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こちらの研究班は、私が代表を務めさせていただきまして、様々な背景の研究者や中間支援

の方々など、ご協力いただきましたが、特に右側、13 のフィールドというのは、入り口個別支

援、そして地域づくり、両方循環していますけれども、地域も多様、そして主たる支援の対象

となる方々が高齢者や障害のある方、子ども、若者、困窮者ということで、本当にさまざまな

視点から地域共生に取り組んでいる方々に教えていただきました。 

 

 まず、地域共生社会における「つながり」と「主体形成」についてですが、こちらは室田先

生が中心にレビューをしてくださいましたが、私も今回の研究では、「つながり」については、

ご覧いただいているようなキーワード、そして「主体形成」については、エージェンシー、意

識化、リーダーシップ、オーナーシップ、そして住民主体といったキーワードについてのレビ

ューを行いました。 

 では、これに基づいて、つながりを通した市民性の形成という観点が、「主体形成」と「つな
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がり」という２つの概念を橋渡しする上で有効であるということや、主体形成の過程というも

のは、課題を抱えた当事者が自分の課題に向き合って、その向き合う課程を通じて、当事者と

しての覚悟が生み出されて、自分の周りの環境に働きかける行動に結び付くということが重要

であると分かりました。 

 これは、要は、内発的なプロセスなわけですけれども、一方で社会的なつながりにおける先

行研究では、青年期における地域住民との交流があることによって、市民性が獲得されるとい

う結論が示していたように、地域とのつながりを通して、この前半の内発的なプロセスが誘発

されるというふうに考えることができるわけです。 

 ですので、一見、独立した概念と思われがちな「つながり」と「主体形成」ということは、

つながりの結果として主体性が育まれる。また、主体形成をつながり作りの過程を通して促進

されるという側面に注目すると、一体的に捉えるということが、地域共生社会の構築において

有効なのではないかということが分かってきました。 

 

 この文献レビューを頭において、各地に学ばせていただきにあがったのですが、ここからは

そのアウトプットとしての、「住民主体の共生型地域づくり普及支援ガイド」第一版作成のプ

ロセスと趣旨をまずご紹介したいと思います。 

このガイドの目的ですが、自治体やさまざまな活動団体、事業所の方々が、それぞれのケー

ス、あるいは、団体、自治体におけるさまざまな事業の成果やプロセスを振り返る、そして、

そこからの気づきや学びをさらなる事業の改善や、よりよい実践に役立てるということにして

います。 

 ガイドの概要ですけれども、国内 13 の活動地域で起きていることに基づく評価モデルを３

つのステップで紹介するということで、ここでは、基本的なロジックモデル、次にご紹介しま

すが、そして活動のポイントと、これは暫定的なものですけれども、評価指標と測定方法から

構成されています。 

 評価モデル作成の手順ですが、まずは、13 のフィールドの観察に基づく分析、記述、何が起

きていたのか、個が動き始めるきっかけや要因、個から面、面同士のつながりのきっかけや要

因、地域のアウトカム、地域に起こったインパクトといったこと、さらに、ドナベディアンモ

デルを採用して、評価の視点や項目の棚卸しを行いました。 
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 その上で、ひとまず個別支援の地域づくりの２類型で標準的な評価モデルを作って、各地域・

活動における個別の評価モデルを検討して、個別評価モデルを統合した評価モデル案を検討し

ていきました。 

 フィールドにおける統合評価モデルを巡る対話と検証を経て、この後にご紹介する形になり

ました。 

 最後に「つながり」と「主体形成」に関する先ほどの先行研究に立ち返った演繹的な説明も

試みたというプロセスになっています。 

 

 こちらが少し小さいのですけれども、基本的なロジックモデルということになります。成果

や変化が起こる対象を大きく、上の個人と地域コミュニティに分けて整理をしています。番号

を付けていますけれども、まず、基本的なロジックモデルでは、活動の結果として起こる変化

が、個人の内面から始まるということを想定して作られています。 

 その変化の起点は、個人の周辺や地域コミュニティに、誰か一人でも、自分のことを気にか

けてくれる存在との出会いによる「存在の承認」というものがあること。顔の見える、かつ、

異質、多様な当事者の関係性の増加というふうにしています。 

 １番を起点に自立度の向上や、当事者性の醸成、４や５を含む個人の内面変化が起こるとい

うことになるわけです。また、４、５の変化のつながりより、繊細な、微細な内面変化として、

２のように他者に自分を語ったり、他者を鏡にしたりすることで、自分の思いにつながってい

くといったようなこともいわれたところでした。さらに、他者との向き合い方にも変化が起き

ているということも、ここで指摘されたところです。 

 ６番は、社会資源とつながるということになるわけなんですが、１から５の個人の内面変化

を通じて、課題解決や自己実現に必要な社会資源とのつながり、社会的な孤立状態から回復し

ていくということになります。 

 ４番の自立度の向上と、５番の当事者性の醸成、そして先ほどの６番、社会資源とつながる

ことを通じて、個人の諸課題の解決と、社会的孤立状態の解消、自己実現につながるというこ
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とです。 

 でも、活動によっては、明確な課題解決とか、自己実現を明確にしない場合もあって、この

７のアウトカムというもの自体が、目指さない、派生しないということもあります。そもそも、

このロジックモデル自体が、全ての活動でこれが起きている、あるいは起きるとよいという位

置付けではなくて、それぞれ、あくまでも基本的な 13 のフィールドからの学びを集約した形

で、一つひとつのフィールドでは、あったり、なかったり、順番が違ったりすることもあった

ことを、途中ですが、申し添えさせていただきます。 

 そして８番、地域・コミュニティの担い手になるというところです。基本的なロジックモデ

ルで想定している活動の大きな目的の一つとして、先ほどの７番の他に、個人が自分以外の他

者を支援する立場に変わっていく、あるいは、地域・コミュニティ課題解決や、目指したい地

域・コミュニティ像の実現の担い手に変化していって、誰もが地域の資源として起動していく、

というような変化を置いています。 

 そして、下のほうに少し目を向けていただきますと、10 番のところ、個人の内面変化やその

起点が起こる過程、またはそのような変化を誘発するための地域・コミュニティ側の変化とし

て、地域・コミュニティの小さな話し合いの重ね合いができる場や、チャレンジができる場が

増える変化ということも必要というふうにいわれています。 

 それぞれ、全てを追っていくことは、時間の都合上断念いたしますが、このようなことによ

り個人の幸福度の向上、そして地域の課題の解決や、目指したい地域コミュニケーションの実

現、地域・コミュニティの持続可能性の向上と包摂的な社会の実現ということが起きているの

ではないか、そんなふうにまとめています。 

  

さらに、活動のポイント、コツについては、個別支援、地域づくり、それぞれに特徴的なも

のをストラクチャ、プロセスの視点からご覧いただいているようにリスト化して、事例に加え

ているということになっています。 

 今日は豆粒になっていて、一つひとつはご紹介いたしませんが、ここで一つ取り上げさせて

いただきたいのが、個別支援においても、そして地域づくりにおいても、指摘された AAR 循環
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というところです。 

  

豆粒で恐縮ですが、地域づくりに特徴的なものとしても、下のほうにいくつかございますが、

実践的な AAR の場へ移行させる仕掛け、AAR 循環が発生する仕掛けとか、その継続的な循環運

動といったことがございます。 

  

皆さん、AAR って聞いたことおありでしょうか。こちらは、東京大学の社会教育をご専門

とされている牧野篤先生が作ってくださったスライドです。上は見慣れた PDCA（Plan Do 

Check Action）ですけれども、下の左側を見ていただきますと、AAR というのは、Anticipation、

予期とか予測、Action は行動する、そして振り返るの Reflection という、この循環というこ

とになります。 

 まずは何か楽しいことを考えてウキウキする。で、やってみる。そして評価しない。振り返
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って、どんどんワクワクしてくる、どんどん多様になっていく。結果的に、この右側、AAR の

ほうは、楽しさに駆動されて、どんどん開放系、広がっていく。逆に、上の PDCA を考えてい

くと、どんどん小さくなっていってしまっているのではないでしょうか。 

  

AAR 循環運動について、もう一枚見ていただこうと思います。こちらは小田切先生の農山

村の再生論を参照しながらの牧野先生の編集なのですが、ご覧いただいている中に、分岐点、

臨界点、逆臨界点というポイントがあると思います。この逆臨界点をグッと上がっていった後

は、PDCA でいいかもしれない。でも、じわじわ、どうしても元気がなくなりがちになってい

るところ、あるいは、停滞しがちなところで、PDCA をやってしまっては、グッと下がって、

もう浮かび上がらないようなところになっていくかもしれない。 

 そのときに、楽しいことを考えて、やってみて振り返る。上がったり、下がったり、細かで

複数のレジリエント・ポイントというものがあるわけなんですけれども、そんなことをいろい

ろやっているうちに、By All、相互承認というふうに書かれていますが、お互いにやってみて、

相手を時に鏡にしながら、そして、気が付いたり、学んだり、またやってみたいということを

通じて、自分やお互いを承認し合っていく。また、楽しいということをやろうという元気が湧

いてくるというような、揺れ動く中でプロセスを繰り返すということ、それには、これに寄り

添う第三者の役割ということも重要になってくるんだということを示しています。 

 ここまでで、支援の形の後半の少しまとまった２年間の研究の一部のご紹介をそろそろ終わ

ろうと思っているのですが、まとめますと、この研究について、現場で起きていることを観察、

分析、記述して、これに基づく対話とか、検証を繰り返すことによって、個別支援と地域づく

りの循環を包含する住民主体の共生型地域づくりの統合評価モデル、その活用の手引きの第一

版というものが作成されていって、その基本的なロジックモデル、ご紹介したものの多くの項

目は、「つながり」とか「主体形成」に関連する先行研究で検討された概念によっても、説明可

能ということが示唆されています。 

 まだまだ、途中のものですが、実際には、このガイドを活用したフィードバックによって、

作成したときには見いだせていなかったような成果とか、活動のポイントを加えて構造化する、

それによって、より現場で使いやすいものにしていくために、今年度も小さなプロジェクトを
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続けています。さらに評価モデルの実証も必要で、そのことによって、信頼性・妥当性の向上

が期待されると思っています。 

 併せて、途中でご紹介した重層的支援体制整備事業における運用を想定すると、地域行政に

関連付けることができるさまざまな施策について、ヘルス、ソーシャルケアの領域、および他

の領域における政策評価の考え方とか、枠組みも概観しながら、指標の提案や妥当性の検証、

個人の社会経済的属性別のアウトカム指標と合わせた、具体的な活用法の提案を行うというこ

とも求められるんではないかと思っています。 

 その際に、若年層におけるエビデンス、健康以外とか目の影響について、さらなるエビデン

スの蓄積を図るとともに、定量的な評価と定性的な評価の組み合わせについても整理する必要

があると考えています。 

 最後のところですが、AAR について、少し時間を取ってご紹介させていただきましたが、

運用に当たっては、課題解決のための単一目的の実践というものは、なかなか有効に機能しな

いこと、住民の生活が豊かな関係性によって支えられるようになる変化が生まれることで、そ

の問題が起こらなくなるという動きを見せることが多いこと、AAR の好循環に入るまでには、

時に複数年に渡る期間と、その間の息の長い寄り添いが必要になるということ、に留意するこ

とが必須になるということもまとめています。 

 ですので、時に「３カ月とか１年とかという単位で成果を出せ」とかいうことが、この逆臨

界点を超えさせなくさせてしまうということになるかもしれないということも認識していな

ければいけません。さらに、この AAR の継起的な循環運動としての学び、ここで言う学びと

いうのは、自分を他者との間で生成して、主体として意識せざる形で、他者と共に思いを重ね

ながら、地域・コミュニティを担う関係をつくり出していく。その関係性がさらに自分を駆動

して、地域・コミュニティを新たな活動関係へとつくり出していく。そのことの可視化によっ

て、新しい主体形成のあり方ということを、地域社会に実装できるのではないかということも

期待したところでした。 

 ここで、ほぼ、本編を終わりにさせていただきたいのですが、最後に日本語によるサイトで

恐縮なんですけれども、コロナ禍で仲間たちと、一人ひとりの思い、そして介護福祉現場と地

域における取り組み、互いに学び合ったものを WEB サイトで公表させていただいております。

よろしければ、アクセスしてみていただければと思います。今日はありがとうございました。 

 

 

（馬）ありがとうございました。慶應義塾大学健康マネジメント研究科の堀田先生のお話でし

た。 

 堀田先生は、新しい研究に取り組んでいるというふうに私は思っております。共生社会とい

う概念の下で、どのような考え方、そしてどのように活動を広げていくのか。日本の高齢化社

  



基調講演 

31 

会という特徴と、高齢者の問題に対しての事例研究、フィールドワークなどから始めて、どの

ように地域の回復、レジリエンスと、向上につなげるのかということについて研究しました。 

 共生社会という言葉は、恐らく皆さんもお聞きになった言葉かと思います。これには、ドイ

ツ、そしてシカゴの社会学、そして、日本の学者では井上先生という方を、私は比較的よく知

っているんですが、そして中国には、オウシュクンという方も共生社会について研究しており、

もちろん韓国もそうです。皆さん、共生、そして共生社会について、さまざまな研究に取り組

んで来ました。 

 本日、堀田先生のお話の中で、私は、どのように人と人とのつながりを強めるのかというこ

とだと思いました。そして、つながりを強めることで、住民の主体性を向上させる。住民が自

ら動けるようにする。そうすることで、彼らが自分のことを課題にして、この課題を解決し、

そして、引いては、この課題を解決するための組織づくり、それが共生社会であると、そうい

ったことについての研究であり、その分野で、堀田先生のお考えを披露してくださいました。

非常に、この共生社会に対する認識を深め、そして共生社会ということの広がりを持たせたも

のかと思います。 

 

 では、続きまして、韓国ソウル大学産業政策研究院名誉教授、また京仁放送の趙東成会長か

ら、「ESG は CSC へ変化・発展すべきである」というテーマでのご講演です。お願いいたし

ます。 
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 ESG は CSC へ変化・発展すべきである 

趙 東成（Don-Sung CHO）／京仁放送会長 

 

（動画）世界のコロナ感染者数、世界のコロナの死亡者数、世界のコロナによる推定被害額

が大きくても、生きている限り、私たちには希望があります。分かち合いとケアで、

温かいネットワークをつくっていけます。私たちにとって希望という名のワクチン

は、あなたであり、ボランティアなのです。ポストコロナ時代における市民社会と

ボランティアの道を探ります。 

 

皆さんこんにちは。第 12 回東アジア市民社会フォーラムにご参加い

ただきました皆さま、歓迎いたします。「ESG は CSC へ変化・発展す

べきである」をテーマにお話しいたします。趙東成と申します。 

 この CSC というのは、今回のフォーラムのために私が造りました言

葉です。Civil Society Choice、市民社会の選択という意味です。今、広

く認知されている ESG は、今後３年から５年後には CSC に取って代

わられると思います。なぜ代わり、どのように変わるのかについてお話

しいたします。 

 私はソウル大学で、36 年間、経営大学院の教授をしていました。14 年から 16 年には、北京

にある大学で教授を、16 年から 20 年には、仁川国立大学の学長、また、昨年からは産業政策

研究院の理事長、そして今年から京仁（キョンイン）放送の会長を務めさせていただいており

ます趙と申します。それでは、始めさせていただきます。 

 ご覧いただいている画面では、Ｘ軸とＹ軸

に企業が追求する目的を設定しておきました。 

 Ｘ軸は、企業の固有の目的です。つまりお

金を稼ぎ、事業を拡大して、構成員の幸せを

追求する企業の具体的な目的というものがあ

ると思います。 

 一方Ｙ軸は、企業は、社会の構成員の一つ

でありますので、属している社会、環境が良

い方向に向かうように努力をしなくてはなり

ません。 

 企業は、発展する過程において、この左下から右上へと変化・成長していきます。 

 この段階を４段階に分けて、最も初期段階においては、慈善活動、つまり企業が事業を行っ

て売り上げをあげ、利益を出して、その一部を非営利団体に寄附をします。これは第１段階で

すね。 

 第２段階になりますと、その企業がより多くの寄附をして、社会的目的、環境的な目的を達

成する過程において、内部にチームをつくり、そのチームが環境保全活動や社会奉仕をしなが

ら、内部で具体的な社会奉仕、環境保全活動をするようになります。これが第２段階ですね。 

 その次の第３段階になりますと、BOP 戦略という言葉を使いますが、BOP は、Bottom Of 

the Pyramid、ピラミッドの底辺です。ピラミッドの一番下の、社会的・経済的に厳しい人々

のために、ただ単に利益をもって保険するだけではなくて、社会的・経済的に厳しい彼らが負



基調講演 

33 

担できる最小限の経済的なリソースをもって、よりコスパの高い製品やサービスを提供するよ

うにすることで、さまざまなレベルを高められるということになります。これが BOP という

段階です。 

 最後に第４段階になりますと、持続経営企業、企業が金を稼ぐだけではなくて、社会から尊

敬を受け、愛され、長寿ができる、そのような企業にならなければいけないという話をこの表

が示しています。 

 最初の２つの段階を CSR といいますが、CSR は Corporate Social Responsibility、企業の

社会的責任ですね。３、４段階を CSV といいます。これは Creative Shared Value、共有価値

の創出です。CS が共通していますが、単語は違います。左側の CS は、Corporate Social、企

業の社会的責任で、右側の CS は Creative Shared、共有価値の創出です。CSV はマイケル・

ポーターというハーバード大学の教授が提唱しましたけれども、これは後ほど説明いたします。 

 この第３段階をクオーターのプロジェクト CSV、第４段階は私がつくりましたので、趙東

成のプロセス CSV という言い方をしたいと思います。ここまでが過去 50 年代から進められ

たものです。2021 年の今年からは新たな方向に向かっているというのが大方の人々の意見で

すし、また、本日のこのフォーラムで取り扱うテーマでもあります。 

 それでは、未来はどのように展開をされるのでしょうか。 

 こちらは、ここ 70 年間の企業での社会的

役割を果たしたものであるとすれば、今後未

来に向かって新たな姿が現れると思います。 

 これからは、企業だけではなくて、環境、

そして３つ目の軸として投資家、企業に投資

を行う株主ですとか、または企業がお金だけ

を投資するのではなくて、努力でしたり、情

熱といったもの、さまざまなものを投資をす

る人も投資家だとすれば、企業を取り巻く市

民社会までを含める考え方です。その企業を

取り巻く人々が、どのような目的を、企業を通じて得られるのかというのが３つ目の軸になり

ます。 

 ここで ESG という考え方が出てきます。これは投資家の選択とも言いますが、企業の株主

をはじめとする利害関係者が、特に、投資家が、お金を出す人々が、企業の内部の目的や環境、

社会という目的だけではなくて、投資家のためにも、より頑張ってほしいという意味で ESG

という言葉が登場しています。 

 しかし、究極的には、３年、５年後には、投資家だけではなくて、全ての利害関係者を含め

た市民社会、Civil Society ですね、この市民社会が期待する目的を、企業が、企業の内部の目

的と環境社会への目的とともに、３つ目の軸を通じて、企業がそれなりの役割を果たさなけれ

ばならないという、そういった姿を、この絵が示しています。 

 私は、企業は CSR から CSV まで来ており、今は ESG に向かっていますが、今後は CSC、

Civil Society Choice ですね。そういった方向に進むだろうと考えています。 

 それでは、最初の２つが CSR、次の２つが CSV だとすれば、現在から未来に向かっては、

CSC、Civil Society Choice ですね、市民社会の選択という考え方を提案したいと思います。 

 このような変化は、どのような状況において起きているのでしょうか。その背景を見てみま

すと、今、21 世紀も 21 年が過ぎています。これまでの 20 世紀と比べて、すさまじい変化が
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起きています。この課程において、Good Company 良い企業という言葉がはやっています。

その具体的な内容として、CSV、私は第１段階、第２段階と分けていますが、プロジェクト CSV、

プロセス CSV、その次が ESG、最後が CSC です。市民社会と企業が調和をなす、その過程を

通じて、結果的に企業が長寿をする。そんな姿を究極的な姿として位置付けてみました。 

 21 世紀のいう環境では、20 世紀には快進

撃を続けていた企業が、21 世紀に入って消え

てしまったり、破綻してしまったりする現象

が起きています。2001 年にアメリカで、売り

上げで６位であったエンロンというエネルギ

ー会社が、突然跡形もなく消えてしまいまし

た。2008 年、2009 年には、アメリカの金融

危機の中で、リーマンブラザーズやメリルリ

ンチのような屈指の金融会社も破綻をしてし

まいました。20 世紀には見られなかった現象です。なぜだったのでしょうか。  

 私は、その理由が、その企業の目的、企業が追求する方向性が大きく変化したことにあると

思います。私も 1973 年から博士課程に進み

まして、20 世紀の大手企業について研究しま

した。 

 『FORTUNE』という雑誌の 500 の企業が、

どのような経営をしているのか。それが望ま

しい経営だと考えて、その知識を他の企業に

提供するといった経営学理論を作りだしまし

た。 

 しかし、「FORTUNE 500」というのは売上

高が多い企業、大きな企業が良いという前提の下で経営理論を作っていたわけです。しかしな

がら、これまで、大きな企業の利益が、必ずしも望ましい経営によって出されたものではなく、

手段と方法を選ばず達成した企業が多かったのです。 

 21 世紀に入って、本当に良い企業とそうでない企業がはっきりしてきました。目的だけで

はなくて、その方法、手段も評価する時代になりました。その過程において社会的に尊敬を受

ける、愛される。そういった良い企業が定着をする時代になりました。 

20 世紀の経営理論がＡ理論だとすれば、大きな企業がＡ理論、良い企業をつくるための理

論はＢ理論。こういった良い企業をつくるためのＢ理論が出ていますので、その次は、弁証法

的に「正」「反」「合」によって、これからは大きい企業でありながら、Good Company という

Ｃ理論というものが出てくると思います。今はまだＣ理論ではなくて、Ｂ理論として、Good 企

業をつくるための研究が始まっている段階と言えます。 

 こういった意味から良い企業という言葉が

テーマになっていますが、良い企業というの

は、社会から尊敬されたり、愛されたりする

企業ですね。 

 ある企業は、尊敬されるものの愛されない、

反対に愛されている企業でありながら、尊敬

を受けないという企業もあります。尊敬は大
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規模だったり、経済に大きな役割を果たした企業、愛というのは、こういった過程において規

模というよりも、その活動が人々の心や消費者に対して温かいまなざしを持って大切にする、

そのような企業が、愛される企業になると思います。 

 この２つの役割は、社会的な責任と言えます。これは、利益も創出しなければなりませんが、

その株主だけに回るものではなく、これによって社会により大きな貢献をする、そういった目

的を同時に追求するということです。社会的な責任は、利益創出だけではなく、社会奉仕を同

時に行う企業であると考えています。 

 ここで人々は、これに対して、利益創出だけでいいんじゃないか、社会奉仕は税金を多く払

って、雇用創出をすれば、その税金をもって政府、もしくはお金を稼いだ人々がやればいいん

じゃないか。企業が直接しなくてもいいという反対意見を提起する人もいます。企業は、利益

を創出すれば、社会的な責任を果たすことになる。これは、ノーベル経済学賞受賞者のミルト

ン・フリードマンの言葉です。これを信じる人もいます。社会の Value Chain という言葉をつ

くりましたけれども・・。 

 この人間という言葉ですが、人間には２種

類あります。 

 まずは、人、自然人です。命を持った人で

す。もう１つは、人ではない人間、つまり法

人といわれる企業です。企業も人間です。法

人、法によってつくられた人間という意味で

すね。人間は自然人である人と法人とで構成

されます。 

 人と企業には共通点があります。人間とし

ての権利を持っているということ。憲法によ

って、居住移転の自由でしたり、表現の自由というものを持っています。企業も、気付いてい

ないかもしれませんが、法人も憲法によって人間としての権利を持っています。人々が持って

いる居住移転の自由でしたり、表現の自由を持っています。 

 韓国では、憲法裁判所において、これに関する判決は出されていませんが、アメリカにおい

ては、法人も人と同じように人に準じる憲法上の基本権を持っているといった判例が出されて

います。 

 しかし、相違点があります。それは、その権利の源、ルーツが違うということです。人間と

しての権利が、人は自然から生じるもの、企業は法から生じるもの、この違いです。 

 自然人が権利を持っているものは、天から

の授かりものであると。これが自然人と言え

ますね。民主主義社会においての、人の権利

を天賦人権、天から与えられた権利といって

います。 

 人が生きていると、自然というものは険し

く、厳しいものですので、社会という保護す

る安全装置をつくって、この中で平穏に生き

ようとします。しかし、社会という狭い地域

に集まって生きていると、すれ違いざまに肩がぶつかったり、相手に被害を与えたりすること

もあります。 
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 ですので、共に生きていくために、社会の中でそれなりにルールを作りました。そのルール

が法律です。法律には、憲法をはじめ、民法、刑法、さまざまな商法もあります。商行為に関

連する法律が商法ですね。その中には企業法があります。企業というのは、商法に基づいてつ

くられたものです。商法という法律によって、法人がつくられたので法人といいます。 

 では、ここで人間が持つ権利を天に対して責任を持たなければなりません。天から授けられ

たので、自然と環境に責任があるわけです。ところが、社会に対する責任はあるでしょうか。

もしあるとしたら、社会に対して何か役割ができない人はどうなるでしょう。淘汰されるので

しょうか。 

 例えば、適切な表現かどうかは分かりませんけれども、何か障害があって、社会で役割が果

たせない、そうなると、その人はどうなるでしょうか。われわれがその人を隔離することはい

けないことですよね。つまり、何かいろいろな問題があって、肯定的な役割が果たせないとし

ても、天賦人権、生まれながらにして授かった権限を持っているのですから、その権限を、そ

の社会が役割を果たしていないということを理由に、天賦人権を否定することはできないわけ

です。人の社会的責任はありません。社会は、人に責任はありますが。 

 では、一方で、企業はどうでしょうか。企業は、社会的責任はあるでしょうか。もし、ない

とすれば、その企業が持った人権はどこから来たのでしょうか。社会が法を通じて権限を与え

たのに、その権限に対する責任を取らないとなると、権限と責任が一致しません。社会的責任

を守らない企業は、存続する資格がないとなります。 

 ですので、われわれは企業の社会的責任と呼んでいるわけです。人間が天、自然に対して責

任を取るように、企業は社会に責任を取る。社会がうまく回るように肯定的な役割を果たさな

ければならない。これが人との違いです。 

 ロボットに関して、今も、過去も、これからもさまざまな話がありますが、ロボットが社会

的な役割を果たさない状況で、例えば、ロボットに突然知覚が生まれて、これから人間社会か

ら独立する。もう放っておいてくれ、そうじゃないと、社会に対して攻撃をするぞ。もし、こ

ういったロボットが出てきたらどうなるでしょうか。そういったロボットは、私たちには必要

ありませんので、最初から造ってはいけませんし、もし造ってしまったとすれば、無くすのが

正解です。私は、企業とロボットは同じだと思います。 

 そういった意味で、社会的責任というもの

が究極的な目標になります。そして、いい企

業というものは、企業目的と環境社会のため

に、公益目的を同時に追求しなければいけま

せん。 

 ですので、先ほど申し上げましたとおり、

CSR、CSV、そして利害関係者、公的な市民社

会のためという役割を企業が果たさねばなり

ません。企業が何をすべきかについての究極

的な選択は、Civil Society、CS がチョイス、

選択をしなければいけないということで、

CSC を私は、ESG と CSV を合わせて、一つ

カテゴリーを作ってみました。 
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 では、具体的に CSV の１と２を見ていき

ます。１は、マイケル・ポーター氏が提示し

たものです。そして、CSV2 にいきます。ユ・

イルハン博士という方が、CSV を最も早く企

業レベルとして追求した人です。 

 この方は、いい製品を作って、株主の利益

を最大化するのではなく、国家と同胞に助け

の手を差し伸べようという、創立理念の方で

す。企業で得られた利益は、企業を育てた社

会に還元するべき、これがまさに CSV の正し

い表現だと思いますし、韓国は、このユ・イ

ルハンという製薬会社の創立者、CSV の最も

先駆者を生んだ国でもあります。アンティプラミンという軟膏薬が有名な会社です。 

 次は、このような CSV 価値を創造する、そ

れを共有しようという話です。企業と社会で

共有をする、２カ所で一緒に共有する、これ

が共有価値の創造です。画面に出ていますよ

うに、企業の活動の中には、別々にあること

もありますけれども、社会的価値と企業価値

が同時に起こる、Shared Value の領域、ここ

でビジネスを行えば共有価値の創造が起こる

ということです。 

 では、少し踏み込みまして、CSV が起こる

のはどういうときかを見てみます。 

 特定のプロジェクトだけに適用するのでは

なく、企業のあらゆる意思決定のプロセス、

特に投資を行うプロセスで、２つを同時に追

求する方法を選ぶのがよいのではないかと思

います。 

 雇用を生み出し、社会文化をどれだけ育て、

どれだけ環境を保護し、それ以外にも社会、

環境的な価値評価が何かを、プロジェクト一

つひとつについて、審査・評価を行い、総合

得点が高いプロジェクトに予算を与えれば、

その企業の全ての予算というものは、企業の

内部価値と、社会的・環境的価値の両方を追い求めることになるはずです。 

 私は、仁川大学で総長をしておりましたが、仁川大学の予算を学校が追求する教育・研究の

みならず、仁川大学が所属する仁川市、韓国、また世界のために、仁川大学の予算がどう使わ

れるべきかについて、CSV プロセスで試みてみたことがあります。 

 さまざまな活動を研究業績、教育業績だけではなくて、社会的な価値も同時に追求してみま

した。 
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 結果としまして、仁川市が主管しているさまざまなプロジェクトを総合得点で評価すること

によって、一つひとつのプロジェクトが何か成果を出す際に、教育・研究のみならず、社会的

な活動、環境保護、そういったことも同時に追求する成果を出せるプロセスですね、それを導

入しました。 

 具体的には、仁川大学でそれぞれのプロジェクトごとに、どのような目標を追求して達成し

ていったかを、ご覧のとおりレポートでまとめました。 

 

 話は変わりまして、私は、マイケル・ポーター教授に連絡を取りまして、この CSV の賞を

与えようではないかと、８年前に Michael Porter Prize for Excellence in CSV という賞をつ

くりました。 

主に韓国企業を対象にしまして、今後は中国

やその他の企業も含めますが、年末に授賞式

を行っています。 

 第１回は CJ キョゴ生命保険プルムウォン

に与え、その後、２回、３回、４回、５回、６

回、７回、昨年ですね、そして、今年は第８

回となります。 

 年末に 10 ほどの企業を選定しまして、審

査、評価の後に授賞式を行う予定です。 
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 では次に ESG です。ESG は昨今、かなり

多く語られておりますので、皆さまご存じだ

と思いますが、簡単に説明をしてみたいと思

います。 

 世界で一番お金持ちの国はどこでしょうか。

アメリカです。アメリカは今 21 兆ドル、そし

て中国が 16 兆ドルで第２位となっています。 

 その次、アメリカで最もお金持ちの産業はどこでしょうか。それは金融です。お金を扱うか

らです。では、金融産業の中で、最もお金をたくさん、利益を挙げている企業はといいますと、

ブラックロックという資産運用会社です。７兆ドルです。ここは投資家からお金を集めて、企

業の株主に投資をし、そして収益を上げて、それをまた再び株主に分配する。この運営資産が

７兆ドルです。 
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 先ほど申し上げました通り、アメリカが 21 兆ドル、中国が 16 兆ドル、日本が５兆ドル、韓

国が 1.7 兆ドルです。つまり、日本よりは大きく、韓国の GDP の４倍、そういったお金をブ

ラックロックという一つの企業が運営しているわけです。世界で最も強い企業であり、シーク

レットパワー、秘密の力を持っている企業ということです。 

 この企業の CEO は、ラリー・フィンクと

いう方です。この方です。この人が何か一言

言いますと、投資家たちは皆、戦々恐々とし

ます。なぜなら、彼が投資先からお金を引い

たら、その企業がつぶれるからです。Apple で

も、Amazon でも、テスラーでも、この企業

が５％から 10％の株を保有しています。 

 このラリー・フィンクという方が、昨年か

ら今年にかけて ESG を強調しだしました。

「情報公開をしないと、資金をもう回収する

ぞ」と。  

ということで、去年から突然、ESG がキー

ワードになりました。突然、環境、社会、支

配構造、ガバナンス、こういったものが単な

る関心事ではなく、全ての企業にとっての課題になったのです。 

 では、なぜ今、ラリー・フィンクがこういったことを強調したのでしょうか。 

 彼の語録を見ますと、これまでそれほど環

境に関心を持っているように見えませんでし

たが、これが突然、去年になって話をしだし

たのです。なぜでしょうか。 

 私は、投資家に対して何か信頼が置けない

部分があるというふうに感じています。つま

り、どういうことかというと、彼らはガバナ

ンスに関心があるんです。それが普段関心を持っていなかった環境保護などに、なぜ突然関心

を持ったのか。 

 これは、ガバナンスに関心があるんですよね、内部に。経営者がどういったところにお金を

使っているのか、どこに投資をするのか、利益はどうなっているのか、報酬がどうなっている

のか、株主についてどこまで考えているのか。これがガバナンスですけれども、ここに関心が

ある人たちであって、環境保護や社会貢献には、それほど関心がある人ではありませんでした。 

 つまり、環境保護や社会貢献を目隠しにして、実際はＧ、ガバナンス、Ｇから情報を得よう

としているのではないか。むしろ真実を隠すためにガバナンスを打ち出して、GES とは呼ばず

に、順番を変えて、後ろに持っていって ESG としているのではないか。つまり、ES を目隠し

にして、G を追求しているのではないかと疑いの目を持っています。 

 そして、投資家にはそれが重要なことでもありますが・・・。そして、投資家は、一般の個

人の投資家よりも、いち早く情報を得て、株主市場で有利な取引ができます。ですので、そう

いった投資家は、一般人よりもはるかに平均で高い利益率を挙げています。 
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 では、投資家にそういった下心があったと

しても、ESG というのは最高経営者、構成員、

投資家の全てが利益になる Win-Win のゲー

ムだと考えます。目隠しにはしたけれども、

でも、企業はそれを守らなければならないの

で、環境と社会は ESG を追求すればするほ

どよくなると思います。 

 そして、投資者の立場から見ても、情報を

提供する際には、個人の投資家へよりも公開はしていますよね。解釈力は弱くなりますが、そ

のプロセスの中で、企業が 10％ほど利益を得て、環境・社会が 20％利益を得て、投資家が 70％

利益を得る、そんなゲームではないかと思います。ESG は今後４～５年の間、社会に大きな影

響を及ぼすと見ています。 

 では、次に何が来るか。ちょっと予測をし

てみました。今後、環境について。 

 全世界で環境変化が非常に著しく起こり、

環境をはじめとした全てを代弁する市民社会

こそが究極的に企業を評価するものになるの

ではないかと考えています。 

 ですので、最後に CSV について申し上げま

すし、SC について申し上げます。 

 企業は共有価値を求め、経営手法も手腕が

問われますが、経営方法の効率性を通じて利

益を出すのがプライベート企業です。そして、

バランスよく２つを取っていくのが社会的企

業です。プライベート企業と社会的企業を同

時に求める調和の取れた企業が、いい企業で

あり、長寿企業になります。今後は、この２

つを同時に追求しなければなりません。 

企業社会はさまざまな企業が調和しており

ますけれども、長期的に見ていくと、工場の

機械、従業員、消費者、社会、環境を見るシステムへと、今やなりつつあります。 
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 つまり、生産や人事管理といった内部管理を扱う営業報告書と、社会責任や環境を扱う持続

経営報告書の２つがあります。ESG はその延長線上にあると思います。 

 100 年前は工場が企業の全てでしたが、従業

員が登場し、消費者が登場し、社会・環境が登

場することによって、経営者が責任を取るべ

き領域は広がってきました。そのプロセスの

中で究極的に企業の全体を扱う、その主体は

誰なのか。これがまさに市民社会の参画と選

択ではないかと思います。 

 ですので、私は、今現在は、ESG が強調さ

れていますが、今後５年以内には、市民社会が

積極的に参加して、主導権を握るようになる、

そういった社会になると考えますし、それに向けた備えというものを行うべきだと考えます。 

 以上で、終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

 

（馬）ありがとうございました。趙先生は、企業の社会的責任に関するお話をされたかと思い

ます。 

 企業の社会的責任ですが、いくつか言わせていただきたいことがございます。今回のテーマ

は素晴らしいテーマだと思います。また、優秀な良い企業に関する基準が示されました。その

中で、利益、利潤の追求ももちろん大事ですが、それと同時に社会的責任を担わなければなら

ないということ。 

 そして、この Good Company、良い企業、社会的責任を担う企業の定義に関しては、なかな

か定まった定義がないというところがあります。そして、この社会的責任については、例えば、

汚染を減らせるとか、あとは積極的に納税をするとか、質の高いサービスや製品を提供する、

あるいは、コストの高い製品を提供する、などなど、さまざまな公平な物差しが必要になって

きます。 

 一つの企業が、社会的な責任を担っていく必要があるわけですが、公益活動、慈善活動、こ

ういった事業は今後さらに議論を進める必要があります。このテーマの中にも多くの、さらに

明らかにしなければならない曖昧な問題がまだ潜んでいます。 

 ただ、本日は時間の関係もありますし、この面について、一つひとつ討論するのは難しいの

ですが、今回の、自由討論などの機会などもありますので、もしできれば、そのときにでもよ

り掘り下げてお話をしたいと思います。 

 まずは、南開大学の関信平先生、そして日本の慶應義塾大学の堀田教授、そしてソウル大学

名誉教授・趙先生のお三方から基調講演をいただきました。ありがとうございました。 
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３． 事例報告 
 

（馬）では、続きましては、国別報告のセッションに入っていきたいと思います。今回のテー

マは、ソーシャルワークのさまざまな分野における介入、そしてその効果などについてお話を

いただきたいと思います。 

 実は、12 時に終わる予定だったんですが、少し時間が 10 分ほど押しておりますので、皆さ

ま、発表に当たりましては、できるだけコンパクトに、ただし、あまり概要に差し障りのある

ようにはなさらずに、できるだけというところで、お三方にご発表をいただきたいと思います。 

 まず、お一方、北京師範大学人文社会科学高等研究所、そして私たちの当学院の先生でもい

らっしゃいます喬東平先生のほうから、お話をお願いしたいと思います。 

 

 

 中国の児童福祉サービス：ソーシャルワーカーの

介入手法と業務体制 

喬 東平（Dongping QIAO）／北京師範大学教授 

それでは、画面を共有しますので、皆さまご覧ください。 

 私はご紹介にあずかりました北京師範大学から参りました喬

と申します。今回のテーマは、児童福祉サービスということで、

ソーシャルワーカーの介入方法と業務体制についてお話をした

いと思います。 

 

 ３つのテーマがあります。まず１つ目、中

国の児童福祉サービスの担い手と内容。２つ

目、ソーシャルワークの介入手法とモデルに

ついて。３つ目、児童福祉サービスの供給体

制についてお話をしたいと思います。 

 この３つについて、よりよくお分かりいた

だくために、少し背景をお話ししたいと思い

ます。 

 日本、中国、韓国、それぞれ異なるかもし

れませんが、中国では 18 歳未満が未成年と

なります。現在は、子どものニーズに応じて、

その心身の発展のために供される制度化され

た現金以外の社会福祉リソース、これが児童

福祉となります。 

 狭義の児童福祉サービスというものは、民

政部門が提供する、例えば、孤児や障害児向

けのサービスです。そして、広義のものにつ

きましては、先ほど申し上げました制度化さ

れた現金以外のリソースということです。  
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 2016 年、民政部では、未成年留守児童保

護所という部門ができました。つまり、政府

としましても、この児童福祉の問題について

重視が深まってきているということです。 

 この狭義の児童福祉サービス、例えば、孤

児や障害児向けのサービスですが、これは政

府の政策の中で、３種類に分けています。 

 まず１つは、家庭の貧困によって、生活、

医療、就学に困難を来している。２つ目は、

自身の障害によって、リハビリ、ケア、社会参加などで困難を抱えている。３つ目のケースで

すが、ネグレクト、虐待といった家庭の問題によって子どもの安全が脅かされている。例えば、

遺棄や傷害、ハラスメント、そういった問題を抱える子どもです。ですので、このような困難

を抱える子どもとか、孤児とか、そういったさまざまな子どもたちが対象となっております。 

 ここ数年でかなり進展がありますが、先ほど、関先生のほうからもいくつか政策についてご

紹介がありました。今回は、この政策面については、簡単にお話ししたいと思います。 

 ここ数十年で大きな政策がいくつか出ました。まずは、児童発展綱要です。2011 年から 2020

年を対象とした綱要であります。そして２つ目、民政部から出されました３つの児童福祉に関

するものがあります。まずは、未成年の社会保護、そしてインクルーシブ型の児童福祉制度、

３つ目、一部地域での末端の児童福祉サービス体制の構築に関する通知、これら３つの通知が

出されています。 

 これはいずれも今回のテーマと非常に関わ

りのあるテストケースの政策であります。社

会政策の一つの特色となっています。 

 まずは、テストケースとして施行事業を進

めて、そして全国展開するというのが、中国

のやり方であります。 

 あとは民政部のほうで、両親と離れて暮ら

す子ども向けの政策でありますとか・・・。 

 ただ、児童福祉法はまだ法律としては出されていませんが、児童福祉法のサービスや事業、

さまざまにいわれるところは、政策文書として、例えば、政府や国民などから出されています。

近年は、学術界、社会、あるいは政府部門と共に、この児童福祉法の制定を進めておりまして、

近いうちに発表されると思われます。 

 そして、指導意見が出されています。19 年には、民政部などの 10 部門で、農村の両親と離

れて暮らす子ども向けの支援システムに関して、これを構築するための意見が出されました。

つまり、農村には、出稼ぎの両親と離れて暮らす子どもたちがいるわけですね。そういった方

たちを対象としています。 
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 ということで、今年の６月からその未成年

向けが出ました。そして綱要ですね、先ほど

言った 10 年間の綱要がありました。この辺

りが今回のテーマに関わってくる政策文書に

なってきます。 

 私たちは 2018 年の７月から、中国の７つ

の県と市を対象として調査をしました。福祉

の提供や、ソーシャルワーカーの介入につい

ての実地調査です。主にインタビュー形式で、広東省、江蘇省、湖北省、雲南省の７つの場所

で行いました。 

 インタビューの対象ですが、まずは、ソーシャルワーク機関の責任者、担当者です。もう一

つ、これは公立の児童福祉施設、あるいは、未成年保護センター、そして第三類としまして、

コミュニティ児童福祉主任、子どもにやさしい空間、中国語では、児童の家と言っていますが、

児童の家の担当者、そして、家庭の両親です。 
 ということで、７つの地域を対象としまして、実地調査をして、５類型の方々にインタビュ

ーをして、状況を把握したわけです。この一部について、お話をしたいと思います。 

 まず、１つ目ですが、児童福祉の担い手、

そして介入の方法、モデルといったところで、

４つあります。 

 まず、第一種ですが、公立の機関から提供

される最低保障型のサービスです。これには、

最低保障型という言葉がよく使われるんです

が、本当に最低限の必要なサービスですね。

あるいは、現金給付という形で支援をしてい

くという形です。 

 中国では民生部門の所属の児童福祉、あるいは未成年保護センター、児童福祉指導センター、

そういったところで行われています。こういった機関の一部が、併設のソーシャルワーク部門

であり、専属のソーシャルワーカーがいます。ただ、全ての公立にこのようなリソースがある

かといえば、そうではありません。ただ、かなりのところに併設されています。 

 そして、この中でさまざまな役割を担っていただいています。管理でありますとか、例えば、

困難を抱えている子ども向けの、留守児童などに対するサービス、支援を行っています。この

中で支援、保護、サービス、あるいは、紹介、リハビリなど、本当に最低限の保障サービスを

行っています。これが、担い手と内容についての１つ目の内容です。 

 ２つ目ですが、こちらは社会組織を担い手

とする発展型のサービスです。 

 この社会組織ですが、基金会、社会団体、

民営非企業という３種類があります。これは、

政府が行っている福祉サービスに対する補完

的な役割を担っています。これは、民営の非

企業として登記されている機関が提供してい

るサービスです。公的機関では、なかなかで

きないようなサービス、あるいは専門性が足
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りないというところを、うまくそこで補うような役割をしています。また、基金会、社会団体、

あるいは企業などでもこういったことをしています。 

 いくつかの内容がありますが、まずは、早期の介入です。例えば、学齢前の児童に対する支

援、あるいは、子ども向けの支援サービス、例えば、学童保育のようなサービスなどがありま

す。３つ目なんですが、児童保護サービス。４つ目、児童の能力開発サービス、そして次に、

心理的健康ケアサービス、そして家庭支援サービス。このようなサービスが今行われています。 

 続きまして、３つ目の部分ですが、コミュ

ニティの子どもにやさしい空間、いわゆる児

童の家、ここで行っている基本的な支援です。

この児童の家は非常に重要な拠点となってい

ます。さまざまな政策がありますけれども、

ただ、なかなか、現地には伝わらない、ラス

トワンマイル問題が存在します。実際に末端

ではなかなか届かないサービスがあります。

農村では、なかなかサービスが満足に行き渡

っていません。ですので、このラストワンマイル問題を解決するということが、この児童の家、

子どもにやさしい空間が担っている部分です。 

 2019 年には、全国全てのコミュニティに、これは都市、農村部にかかわらず、全てこの児

童の家をつくりなさいという指示が出ています。ここで、学童保育のようなサービスを行いま

す。例えば、課外学習、遊び、娯楽、そういった部分ですね。ですので、農村にもこういった

ところをつくります。ただ、重点が置かれているのは、やはり、特別な困難を抱えている、例

えば、留守児童や、そういった子どもになります。 

 児童主任という方がいるんですが、この児童主任が児童の家にいます。ここで、例えば、子

どもの面倒を見る人がいないような子ども、あるいは、留守児童を対象としまして、支援を行

っています。それ以外にも支援を必要とする子どもがいますので、そういった子どもたちにも

支援を行っています。 

 全てのコミュニティに１カ所つくるようにと、今指示が出ています。2020 年、昨年になり

ますが、先ほど 10 年間の綱要についてお話ししましたけれども、90％以上のコミュニティ、

あるいは農村にこれを設立するという状況です。 

 このソーシャルワーク機関が、この児童の家に対して指導を提供しています。十分に行き渡

っているわけではないのですが、取り組みは行われています。 

 こちらが児童の家の写真ですね。子どもた

ちがいます。授業が終わった後にこちらに来

ます。あるいは、幼稚園が終わった後にここ

へ来て、ここで本を読んだり、あるいは、絵

を描いたり、音楽を聴いたり、ゲームをした

り、そういったことをしています。 
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 そして、４番目ですが、学校が担い手とな

っている総合型のサービスです。学校の提供

するサービスですが、地域によってかなり違

いがあります。例えば、農村や経済の後れて

いる地域というのは、ソーシャルワーク機関

が非常に少ないということがあります。例え

ば、県のレベルになりますと、なかなかない

わけですね。そういった場合には、学校が一

つの拠点になります。ここを拠点として福祉サービスが行われています。 

 その内容ですが、教育サービスが主体となっています。例えば、生命に関する、あるいは、

心理的なケアに関する指導であったり、支援であったり、健康サービス、あるいは生活の支援、

また、基本的なサービスの他にも、娯楽とか能力開発、例えば勉強の面でのサポートなどもあ

ります。あとは、子ども意識の向上ですね。そういったところでも支援をしています。 

 あと、ソーシャルワーク機関ですが、一部学校での提供を行っております。そして、児童の

家、これを学校に置いている、そういったケースもあります。非常によくできた取り組みであ

ると思います。 

 では、２番目に入ります。中国におけるソーシャルワークの介入の手法、そしてモデルにつ

いてです。４つに分かれています。 

 まず、１つは、コミュニティ単位の、コミ

ュニティを主体とする機関組み込み式のサ

ービスです。この組み込み式という言葉です

が、中国のソーシャルワーク分野におきまし

ては、よく使われている言葉です。 

 この組み込み式のサービスは、例えば、コ

ミュニティや学校を一つの面としまして、こ

れを対象としてサービスをします。点と点が

ソーシャルワーク機関ですね。点と面の連携

であります。 

 例えば、末端の負担軽減でありますとか、サービスの普及、サービスの専門化、そういった

ことを進めていきます。 

 今回の調査では、この組み込み式に関しましては、まず２つあります。 

 １つ目としましては、コミュニティ型で、これには、ソーシャルワーク機関が子どもの家の

運用を受託するものと、ソーシャルワーク機関とコミュニティによる児童の家の共同運営とい

うものがあります。 
 もう１つですが、ソーシャルワーク機関が学校に組み込んで提供する場合で、例えば、ソー

シャルワーカーを学校に常駐させる形ですね。あとは、協定書を交わして、連携サービスを提

供する、この２つがあります。 

 または、福祉サービス機関です。こちらに組み込み型のサービスとして、ソーシャルワーク

機関から介入する形でサービスを提供するという、こういった手法もあります。ソーシャルワ

ーク機関が児童福利院のような福祉施設に介入をするという形ですね。 

 これらが１つ目のくくりです。コミュニティ主催の組み込み式のサービスです。 
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 ２つ目の種類ですが、機関を主体とする非

組み込み式、つまり組み込み式ではないサー

ビスです。サービスの対象は、特定のコミュ

ニティや学校ではありません。 

 そして、プロジェクト型の授業として進め

ていきます。ですので、そのプロジェクトに

関する協定書を交わして行うわけです。 

 例えば、一つの具体的な取り組みがあると、

その取り組みだけに特化して行うということです。例えば、娯楽サービスを提供するとか。こ

の事業が終わると、そのサービスも終わってしまいます。といいますのは、予算もそこまでし

か割かれていないということで、持続性は低いと言えます。 

 そして３つ目ですが、コミュニティの自力

運営サービスです。つまり、ソーシャルワー

ク機関がコミュニティ内の組織を育成する、

例えば、ボランティアとか、内部の担い手を、

です。こういった方々を育成するわけです。

つまり、自力でサービスを提供するという能

力、これを育成していきます。 

 まず、その中の一つとして、コミュニティ

内組織やソーシャルワーク機関の育成や、イ

ンキュベーションを行います。地元密着型の

サービスを展開します。例えば、行政機関に登記をしないといけないわけです。そして、組織

を立ち上げて、現地のサービスを提供します。 

 二つ目ですが、機関プラス家庭ボランティア型というサービスです。例えば、保護者が担い

手となるわけです。あるいは、協力者としてさまざまなサービス活動に参加します。このボラ

ンティアは、よくお母さんが参加されます。 

 そして、三つ目ですが、ボランティアです。ボランティアに対する研修です。例えば、親御

さんがボランティアになります。そして、そういった方々に研修をすることで、将来的にはそ

の機関のスタッフになっていただくということです。長期的に、このような機関の活動に参加

していただきます。最終的には、スタッフとして雇用するというような形になります。こうい

った３つの形で行われています。 

 そして、４番目ですが、通信と対面統合型

サービス、オンライン、オフライン両方でと

いうことです。 

 実際のところ、このオンラインのものは、

例えば電話ですね。一部の地域では、ホット

ライン電話などの通信を使ったサービスにな

ります。例えば、未成年保護ホットラインと

いったものがあります。こういった電話での

サービスが主体となっています。 

 ただ、実際のところは、真の意味でのオンラインで、実際のサービスを提供しているケース

は、まだ多くはありません。ただ、他にも例えば、SNS の「WeChat」というものがありますが、
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そこで公式のアカウントを作ったり、あとは、オンラインでのちょっとしたサービスなどは提

供されたりしています。現在は、コロナの影響がありますので、こういったオンラインの活用

も始まっているということですね。 

 例えば、オンラインで動画をアップロードしまして、さまざまな知識を伝えるための番組を

作ったり、配信したりといったこともあります。このコロナによって、さまざまな困難が起き

ています。ですので、オンラインで管理をするということも、さまざまな取り組みとして始ま

っています。 

 そして、３番目ですが、まずは個別の案件があります。それをまとめまして、それを分類し

ます。そして、分類別に支援をしていきます。そして、オフラインの形での支援も行うという

わけです。 

 だいたいは、困難を抱える児童や家庭に対するサービスが中心となっています。例えば、江

蘇省でも、このような取り組みが行われています。つまり、オンライン上でその案件を管理し

て、プラットフォームを通じて、現地支援を展開しているということです。 

 では、最後になりますが、供給体制です。 

 ３つあります。１つは、多部門間の協力の

ためのサービス調整体制です。18 年には、民

政部門をトップとする、留守児童、困難児童

に対する共同会議の制度をつくりました。そ

して、今年になりますと、その指導チームを

つくりました。一部のソーシャルワーク組織

とのこういった連携会議に参加しています。

そして、何か必要な問題が生じましたら、こ

の問題に関してこういった会を招集して解決

を図るということです。 

 ２つ目ですが、こちらは、類型、等級、階

層別のサービス供給体制です。これは、とり

わけ困難な状況を抱える子どもですね。これ

を分類して、深刻度を判定した上でさまざま

なサービスを提供するわけです。そのために、

児童サービスの情報管理プラットフォームを

つくっています。そして、このプラットフォ

ームを通じまして、状況を把握します。そし

て、分類をします。どれだけ困難かということを把握した上で、サービスを提供します。です

ので、精度が高くなります。一般の子どもに対しましては、例えば予防対策とか、介入モデル

について、方針が固まっています。現在は、

予防、介入、治療という３つの体制ができて

います。 

 ３つ目ですが、監督、指導、プラス評価で

す。監督評価体制です。 

 この中で監督員というものがいます。子ど

も監督員です。２つ目が、サービス機関に関

する定点的監督、そして３つ目ですが、サー
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ビス従事者に関する個別指導、これを導入していこうとしています。専門的な評価は、自己評

価と外部委託を受けた第三者による評価となります。 

 今回の調査で、ここ十数年、非常に急速に

サービスが普及しているということが分かり

ました。必要なところに必要なサービスがあ

ります。ただ、地方の格差はあります。また、

その体制については成熟しつつありますし、

成果も出つつあります。しかしながら、問題

もあります。 

 例えば、政府に対する依存が大きいという

ことがあります。また、資金でありますとか、

専門的なスタッフが少ないということもあり

ます。これも問題です。ですので、さらに改善が必要です。政府、基金会、社会団体、企業と

いうところが多いのですが、しかし、ソーシャルワーク間の間では、競合などもありまして、

なかなかうまく連携が進んでいないということがあります。 

 現在、ばらつきがあるということも問題になっています。地方の格差も大きい。ですので、

なかなか子どもや家庭のニーズに応えられていないところもあります。今後まだ向上の余地が

ありますので、コロナ後には、多くの期待がかかっています。 

 以上です。今日は、少しゆっくりめにしゃべろうと思いましたけれども、時間が足りず、失

礼いたしました。ありがとうございました。 

 

（馬）ありがとうございました。北京師範大学学院のほうで、さまざまな介入方法や業務体制

について調査をされたということですね。実地調査が行われました。そして、全般的、体系的

にまとめられました、中国のこれまでの取り組みについてご紹介がありました。児童福祉サー

ビスの介入について、そして、具体的な取り組みの方法、また、児童福祉サービスの業務体制

など、非常に系統的に、体系的にご紹介いただきました。ありがとうございました。 

 

 喬先生が 25 分となりました。既にもう 10 分以上も時間がオーバーしていますが、続きまし

ての先生については、5 分ずつ、公平を期すために、用意することといたします。各人とも 25

分ですね。 

 

 次は、日本側からの発表となります。続きまして、社会活動家、東京大学特任教授・湯浅誠

先生より、「市民によるソーシャルワーク こども食堂の事例から」と題して発表をお願いい

たします。 
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 市民によるソーシャルワーク こども食堂の事例から 

湯浅 誠（Makoto YUASA）／社会活動家・東京大学特任教授 

認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長 

 

皆さんこんにちは。東アジア市民フォーラムで発表させていただき

ます湯浅と申します。東京大学の特任教授をやりながら、認定 NPO

法人全国こども食堂支援センター・むすびえという団体の理事長もし

ています。画面共有します。 

 今日は、「市民によるソーシャルワーク こども食堂の事例から」

ということで、20 分ほどお話しさせていただきます。 

 

 まず、日本では 2010 年代に入ってから、こども食堂なる場所が全国に広がっています。年々

1,000 以上増え続けて、今 5,000 カ所まできました。こども食堂は、どういう場所かというと、

こども専用食堂ではありません。「こどももオッケー」食堂というふうに理解していただくと

いいと思いますが、子どもを真ん中においた多世代交流の地域の居場所です。子ども、そして

その保護者、そしてその地域の高齢者、こういう方たちが集う場として全国に広がってきまし

た。 

 現場の様子を少しだけ見ていただきますと。 

 ＜動画開始＞ 

  Ｑ：ここは来られて何回目ですか。 

  Ａ：え？ 

  Ｑ：初めて来られましたの？ 

  Ａ：初めて来ました。 

  Ｑ：ああ、初めて。 

 ＜動画終わり＞ 

 この方たちは鳥取県という、日本の地方ですけれども、そこで、暮らす 80 代と、90 代のお

独り暮らしの高齢者です。車でピックアップしてもらって、ここに連れて来てもらって、皆さ

んとお食事をして、終わった後に街中で買い物をして、それぞれのお宅に送り届けられるとい
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うふうにされていました。 

 そして、その同じ会場の別のテーブルはこんな感じです。 

 ＜動画開始＞ 

  Ｂ：はい、プレゼントがあります。 

  Ｃ：ああ、やったー。 

Ｑ：どうです？ 皆さんおいしいですか。お

いしい？ 

  Ｄ：ちょっと熱いな。 

  Ｑ：おうちのごはんとどっちがおいしい？ 

  Ｅ：どっちも。 

  Ｑ：どっちもおいしい。上手だな、うまい。 

 ＜動画終了＞ 

 

 子どもさんとか、乳幼児を抱えたお母さんがおられますけれども、こういう人たちが同じ会

場で食事をします。 

 このように、子ども、そしてその保護者、そして地域の高齢者の方たちが集う。そういう場

所がこども食堂の最も一般的な姿で、5,000 カ所あるうちの 78.5％は、参加条件も付けていな

い、つまり、０歳から 100 歳まで、日本国籍の方も外国籍の方も、健常者も障害者も行ける場

ということになっています。 

 ですので、こども食堂は３つの要素

からできています。 

 １つは、オープンでユニバーサルな

場というところが大きな特徴というこ

とです。大多数のこども食堂の特徴と

いうことで、「どなたでもどうぞ」です

から、公園みたいな場所だということ

です。公園に行くときに、入り口で、あ

なた何歳ですか？ 所得は幾らですか？ と聞かれない。それと同じように、こども食堂も聞

かれません。すなわち、学校や保育園は、年齢制限があり、所得によって負担が決まっており、

というふうに、いわば、人を年齢で割り、所得で割り、属性で割っていきますけれども、その

ような場所ではないということです。 

 そして２点目に、さびしくなった地域の「にぎわいづくり」として広がってきたんだという

ことです。日本はご承知のように少子高齢化が世界最先端で進んでいる国です。人口も減り始

めました。地方は、今や、約５割の自治体が過疎指定を国から受けている、そういう地区を抱

えています。商店街はシャッター通りといって、30 軒ある小規模商店のうち、やっているのは

５軒だけだというような商店街がもう全国で普通になっています。 

 そして、人と人の距離が疎遠になっている、人間関係が薄れている。そういうことを無縁社

会と日本ではいっていますが、こうした現象も 10 年ほど前から起こるようになっています。

そのような地域で、人が集まる場所が減った、子どものにぎわう声を聞かなくなった、そうい

う中で、さびしくなった地域の「にぎわいづくり」として広がってきました。 

 そして３点目ですが、運営者は、子どもの貧困問題に関心を寄せている、そういう一個人が

多いのです。このこども食堂というのは、民間のボランティアベースの非営利活動ですので、



事例報告 

53 

やっているのは全て地域の一市民の皆さんです。専門職がやっているこども食堂もあります。

お寺がやっているこども食堂もありますし、企業がやっているこども食堂もありますが、多い

のは、本当に地域の、とりわけ女性たちが担うこども食堂が多いです。 

 そして、この３つの要素ですが、こども食堂によって、この割合・配合の仕方が違うんです

ね。ミックスの度合が違います。なので、結果的に、多様なこども食堂が生まれるのですが、

基本的にこの３要素を何らかの形でミックスしてつくっている。それがこども食堂の公約数的

な姿であろうと思いますね。 

  

こういう場所、その価値の核心は、多世代交流にありというふうに私たちは考えています。

それであるがゆえに、子どもが高齢者と交わることで、高齢者について学ぶ。他方で、高齢者

は子どもと関わることで元気になる。もちろん、中には孤食の子もいるし、貧困な子もいます。

そういう子の対応もするし、親がほっとできる場所でもある。そうした全体を通じて、地域の

にぎわいをつくる場でもある。そのような意味で、こども食堂の中核的な価値は、多世代交流

にあるというふうに思っています。 

 このような取り組みは、一言で言うと、住民が住民自身の手によって、地域をよくしていこ

うという取り組みですから、日本政府の総務省の事務次官だった佐藤文俊さんという方が、こ

ども食堂は自治の原点に立ち返る動きだというふうにおっしゃっていますが、私もそのように

考えています。 

 そうした場所におけるソーシャルワ

ーク機能とは何なのかということです

けれども、ここでは４つほど挙げまし

た。「知り合う」「発見する」「対応する」

「つなげる」、これです。 

知り合うは、住民交流の場ですから、

０歳から 100 歳までいろんな人たちが

関わり出会います。そういう中で、う

ちちょっと電球が切れて困っちゃって
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るんだよね、というおばあちゃんに対して、じゃあ、それだったら自分が付け替えてやろうか、

みたいな、そういうちょっとした困り事をお互い助け合う、カバーし合うというような交流が、

知り合う中から生まれています。 

 こども食堂は食事をするところですが、来られている方たちが一番多くおっしゃるのは、「こ

こではたくさんの人と知り合える」です。ですので、何よりも人と知り合う、多くの人と知り

合い、関わり合う、そこに皆さんが価値を見いだして参加されています。 

 そして、運営者の方は、子どもの貧困問題に関心を寄せている方たちなので、時間や空間を

共有する中で、自分に気付けることがあったらやってあげたいというふうに思っています。例

えば、こども食堂でコロッケを出したことがありました。そしたら、小学校５年生の男の子が、

「これ何？」と聞いてきた。コロッケは、日本においては極めて一般的な食べ物ですが、この

子は小学校５年生、つまり 10 歳になるまでコロッケを見たことも、食べたこともない、そう

いう家庭で育ってきたんだということを、その発言を通じて知る。 

 そうすると、自分たちで出来ることを対応する。それは、そのこども食堂について言うと、

次はメンチカツという、これまた一般的な食べ物ですけれども、それを出してみようか、と話

していました。ご家庭で誕生日を祝ってもらったことがない。それならみんなで盛大に誕生会

をやろうか。家族で旅行に行ったことがない。それなら、今度みんなで海水浴に行こうか。こ

ういうふうなことをやっているのが、こども食堂の人たちの対応です。 

 一方、それだけでは手に負えない案件というのがあります。例えば、子どもの虐待に気付い

てしまうことがあります。そうしたときには、つなげるということになります。それは、行政

や、専門職につなげていく、そうした機能を持っている場だということです。 

 

 もう少し俯瞰的に見ると、例えば、日本の地方自治体においては、子どもに関してこのよう

なフローが行われています。最初は、乳幼児検診などで子どもの検診をします。この受診率は

97 とか、98％です。ですが、逆に言うと、２％とか、３％の家庭は来ない。これがハイリスク

家庭ということになります。そして、そのハイリスク家庭には、保健師さんが訪問するなどし

て、その家庭のケアをします。 

 ですが、保健師は非常にもう数が少なくなっています。日本の公務員は相当減らされていま
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すので、そういう中で、仮に 10 軒訪問しなきゃいけないうち、３軒しか訪問し続けられない

となると、あとの７軒は、そこまで今のところ大変じゃない家庭。つまり、赤信号ではなく、

黄信号の家庭なんだということで、保健師は訪問し続けなくなります。 

 赤信号家庭は、さまざまな行政サービスに結び付いていったりしますが、ここで２つの問題

が起こっています。１つは、まず支援のクローズが見えない。この３軒の赤信号家庭に保健師

が訪問し続ける。これはいったいあと何年やり続ければいいんだ。地域に受け渡したいけれど

も、地域のつながりの中に受け渡したいけれども、そうした地域の自治会とかの活動は、そう

した機能を持っていないので、支援のクローズが見えないという課題です。 

 そして、もう１つは、この３軒に行って、７軒は行かなくなる。この７軒の黄信号家庭から

事件、事故が起こっていったりします。そうすると、行政は何をやっているのかというふうに

市民、社会からお叱りを受けるわけですけれども、「カバーしきれない」というような課題が

起こります。 

  

そうしたときに、民間の活動を見ると、例えば、こども食堂のような場所は、青信号、黄信

号対応を見ています。青信号というのは何の課題もありませんよということ。黄信号というの

は、子どもや家庭というのは、そこまで大変ではない。自分で行政の窓口を訪問したり、相談

に行ったりする、その様なことはしない。だけれども、課題は持っている、こういう人たちで

すね。そうした人たちの対応に、こども食堂というのは向いています。 

 また、さまざまな地域、民間ベースのさまざまな活動があります。そうしたものが、相互に

参照し合い、人を紹介し合い、つなぎ合いということになると、例えば、保健師さんが３軒し

か行き続けられない中で、残り７軒の食材をお届けする市民活動につなげることで、パイプを

維持しておくとか。あるいは、ちょっと元気になってきた赤信号家庭を、こども食堂につなげ

ることで、そこで、いわば地域との接点が生まれて、自治会活動に参加するようになるとか。

そういうふうにして、さまざまな活動が官民含めて連携していくと、人がこぼれにくい地域と

いうことになりますので、そうしたことが、私たちは望ましいあるべき形だろうというふうに

思っています。 
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 黄信号家庭は、自

らは行政窓口に相談

には行きません。そ

ういう中で、問題が

非常にこじれて赤信

号になってしまった

ときに行政というの

は介入していくこと

になる。その意味で、

行政の介入は、事後

的、個別的、専門的な

わけですけれども、

その手前の黄信号の人たちは、青信号の顔をして行ける場所なら行けるんですね。 

 なので、こども食堂のような、公園のような場所には行けます。なぜならば、そこに行って

も、あの人行ってたねとうわさにならないからです。スティグマが付いていないからです。な

ので、そうした場所で対応できる。これは行政にはできない対応です。その意味で、予防的で、

面的で、住民が対応できる、そういうものがこども食堂の強みであるというふうに言えると思

います。 

  
 そして、もう一つは、居場所による交流ということが、入り口になっている活動だというこ

とですね。こうした分野、ソーシャルワークの分野においては、居場所による交流と、相談支

援という、相談による支援という２軸があります。こども食堂は居場所による交流から入る活

動です。こうした活動というのは、相談支援の活動に比べて、広い裾野を持てるというところ

に特徴があります。 

 先ほど、こども食堂の重要な要素の一つは、さびしくなった地域の「にぎわいづくり」だと

いうふうに言いました。地域のにぎわいをつくる輪の中に入るということであれば、例えば、

その地域にある一事業者も、交流の輪の中に入る参加者です。ところが、相談支援的なベクト

ルというのは、どうしても同心円的になります。困ったＡさんという人がいて、その人を支え

る一人にあなたもなってくれませんか、というふうにＢさんに話が行く。つまり、この人を雇

ってくれませんかとか、そういうふうに行きます。そうすると、Ｂさんとしては、どうしても、

なぜ自分がそこまでしなければならないのかというふうに発想してしまいます。 
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なので、相談支援的な、同心円的なベクトルよりも、居場所による交流という、地域の「に

ぎわいづくり」という、そこがＢさんにとっては入りやすい。こういう多中心的、無中心的、

中心がない、そういう取り組みになりますので、こども食堂は、実際に地域の事業者、農家、

商業者、さまざまな生産者、そうした人たちの非常に多くのご支援をいただけているというの

が現状です。それが、地域全体の、いわばインクルーシブな地域をつくるためのドライブエン

ジンになっているというのが現状だと思っています。 

  
 ですので、市民によるソーシャルワーク、こども食堂を通して見ると、大事なことは、住民

自治としての地域交流拠点づくりから、子どもをみんなで見守る地域にというふうに展開して

いく、この展開であろうと思います。 

 そして、日本の厚生労働省は今、地域共生社会ということをうたっていて、地域力の強化、

そして、それをもって地域の包括的な支援、子どもに対する、あるいは高齢者に対する包括的

な支援の強化をというふうに言っていますけれども、ともすると、このベクトルが逆になりや

すいんですね。そこは、こうした住民の地域交流拠点づくりから、子どもをみんなで見守る地

域づくりへというふうに発展していくこと、地域力の強化から支援の強化へと行くこと、そう

した進み行きがいいのではないか、望ましいのではないかということを、こども食堂の人たち

は示しているというふうに考えています。 
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 最後、これは 89 歳でこども食堂を始めた方が、91 歳でお亡くなりになるときまでの３枚の

写真ですけれども、この方は、子どもたちのためにということで、こども食堂を始め、結果的

には、親類の方、こども食堂のボランティアの方たちに笑顔で見送られるようなつながりをつ

くって、亡くなりました。つながりというのは、双方向的なものですから、このおばあちゃん

は、子どもたちのためにと言って、自分がみんなに笑顔で見送られるつながりをつくったんで

すね。つながりをつくる側が与えるものもあれば、つながった人たちから与えられたものもあ

る。こうしたものが、私は市民によるソーシャルワークの大切なポイント、支え合いという意

味での大切なポイントだろうと思っていまして、このこども食堂が日本で広がっていることは、

日本型の SDGs の解決モデルになり得るのではないかと思って期待しているところです。 

 20 分たちましたので、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

（馬）ありがとうございました。湯浅先生のお話、日本のこども食堂の事例についての共有あ

りがとうございます。 

共生社会の建設についての事例であり、非常にはっきりとしたご説明であり、例えばオープ

ンである、インクルーシブである、そして世代間の交流である、そういった特徴を非常に分か

りやすくご紹介いただきました。 

 また、過疎地域のにぎわいを取り戻す、さらに、他にもいろいろな価値ある経験があるとい

うふうに感じました。時間に限りがあるのでこれ以上申し上げません。 

 今の時間は北京時間で 11 時 57 分です。午前の部は残り１名、SK グループのユン・チョル

さま、「ポストコロナ時代企業の社会貢献」ということについて、お話しいただきます。 
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 ポストコロナ時代企業の社会貢献 

弔 鐵（Chul YOON）／SK SUPEX 追求協議会 SV 推進チーム 

＜動画＞ 世界のコロナ感染者数、世界のコロナの死亡者数、世界のコロナによる推定被

害額が大きくても、生きている限り、私たちには希望があります。分かち合いと

ケアで、温かいネットワークをつくっていけます。私たちにとって希望という

名のワクチンは、あなたであり、ボランティアなのです。ポストコロナ時代にお

ける市民社会とボランティアの道を探ります。 

 

 皆さんこんにちは。SK グループで社会貢献業務をしておりますユ

ン・チョルと申します。今日は、今年から、SK グループで進めてい

る社会貢献活動である食事の分かち合い「温（On）タクトプロジェク

ト」について申し上げます。 

 まず、SK グループ

の社会貢献活動を簡

単に紹介します。SK

グループの社会貢献

活動は、ステークホルダーの幸福追求という経

営哲学を根幹に据えています。SK グループは、

社会が求める環境保護、雇用創出、暮らしの質

の向上、地域社会への貢献など、さまざまな役

割を担い、社会とともに成長していこうと願っています。 

 SK 社会貢献活動は、大きく４つから構成されます。まず、第１点、1970 年代から現在まで

続く人材養成事業です。韓国高等教育財団の設立と運営、そして、韓国国内で最も歴史の長い

テレビ番組である『奨学クイズ』の後援など、社会が必要とする人材を養成するためにさまざ

まな事業を進めています。 

 第２点目に、地域社会への支援です。寄附、国内外へのボランティア、協力会社とともに成

長を図ることなど、グループレベルで、また個別の関連会社レベルでも進めています。 

 第３点目、災害救援です。国内外の災害発生時に救援基金や救援物資、ボランティアなどを

通じて、被災者の方が困難に立ち向かい、日常に早く復帰できるようにサポートをしています。 

 第４点目は、社会的企業、生態系への支援です。SK は、伝統的な社会貢献活動に比べて、

社会問題をより効率的に解決できる方法として、社会的企業に注目し、社会的企業が、持続可

能な成長ができる生態系づくりを支援しています。 

 SK はこのように、従来の社会貢献活動から、SK ならではのやり方で、持続可能な社会づく

りに貢献しています。ここまでは、SK グループの社会貢献活動について申し上げました。 

 ここからは、食事の分かち合い、温（On）タクトプロジェクトについて詳細を申し上げます。 

 コロナによって、私たちの日常は大きな変化を受けました。急激な変化によって、私たちは

日常で感じる不便も増えましたが、生計へのダメージによって大きく苦労している方が増えま

した。コロナは社会的弱者により過酷でした。冬、コロナの感染再拡大によって、全国的にソ

ーシャルディスタンスが強化されました。そして、聞こえてきたニュースのうちの一つが、無

料炊き出しをしていた施設の閉鎖でした。 

 SK では、このような状況を鑑みまして、社会的弱者に最も必要なものは温かい食事である
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と考えました。また、コロナに最も脆弱な高齢者層の食事の問題から解決したいと考えました。 

 昨年 12 月、食事を満足に召し上がれていない高齢者の方々に食事を提供するプロジェクト

企画をスタートさせました。当時最も重視しましたのが、同じ予算で一人でも多くの方々に支

援を届けられるようにすることでした。このようにして生まれたプロジェクトが、食事の分か

ち合い、温（On）タクトプロジェクトです。 

 SK は、満足に食事が取れない方々への支援、また売り上げ急減によって生活の危機に直面

している小規模な商店を同時に支援する共生プロジェクトを企画しました。 

 やり方は簡単です。ソーシャルディスタンスが続いて、廃業の危機に直面している飲食店に

お弁当の注文をし、売り上げアップを助け、またこの弁当を福祉サービスの一時中止によって、

食事に困っている方々に提供するものです。 

 １月から４月を緊急支援期間に据えまして、毎年行っている新年会の費用も全額返納しまし

て、40 万食の提供を計画しました。SK 関係会社と共にスタートをしました。３月末基準で、

全国 19 の地域で、20 の SK 関係会社が参加しまして、当初の計画を上回る 54 万食の支援を

行いました。 

 プロジェクトが進行中である１月末、SK の食事の分かち合い、温（On）タクトプロジェク

トの趣旨に賛同した POSCO グループが共に参加してくださって、POSCO の事業所があるポ

ハン、ハンヤン地域で、３カ月間で 10 万食を提供しました。 

 食事の分かち合い、温（On）タクトプロジェクトはさまざまな成果を挙げることができまし

た。最も大きな成果は、生活困窮者の食事の危機の解消と、小規模飲食店の売り上げのアップ

です。また、予想外の成果もありました。弁当を作る飲食店に納品する業者さん、また、地元

の市場の商店街にまで、温かい支援の輪が広がったということです。また、仕事が減っている

社会的な企業にも、この配達を委託することで仕事を提供しました。内外の利害関係者だけで

はなくて、言論からも、マスコミからも、よい評価を頂きました。これは、脆弱階層の食事の

問題への大きな関心につながり、大きな支援の動きが広がりました。 

 今回のプロジェクトの影響力が広がり続けていることが、非常に印象に残りました。SK は

今回のプロジェクトを皮切りに、社会と共感しながら、社会問題を見つけ出し、さまざまなパ

ートナーと共にこのような問題に直接参加するプロジェクトを今後も準備していきたいと考

えています。 

 われわれの社会をさらに幸せにするための努力を続けてまいります。ありがとうございまし

た。 

 

＜動画＞コロナは私たちの生活を根こそぎ変えました。大きな変化によって、日常で被る不便

も増えましたが、生計へのダメージで苦労する人も増えました。そして、コロナで止まったと

ころがありました。独り暮らしの高齢者、ホームレス、障害者など、社会的弱者に食事を無料

で炊き出ししていた施設です。このようにコロナは、個人の最低限の生計に責任を取る社会の

セーフティーネットまで脅威を与えました。 

 この問題を解決するために立ち上がった企業があります。SK グループです。SK グループ

は、今年１月初め、食事の分かち合いプロジェクトを始めると明らかにしました。まず、ソー

シャルディスタンスの方針によって、客足が減り苦労していた個人の飲食店からお弁当を買っ

て、無料炊き出しが閉鎖されて、食事に困っていた弱者を支援する共生プロジェクトをつくる

ことにしました。 

 毎年、恒例だった新年会を全額還元して、３カ月間、緊急支援期間と定めて 40 万食を提供
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するという計画を立てました。３月末までに全国 19 の地域で 20 の関連会社と共に、当初の計

画を上回る 54 万食のお弁当を支援しました。お弁当のパッケージについても、エコ素材の、

使い回せる容器ですとか、リサイクルがしやすいプラの使い捨てを使い、シールは思い切って

省略しました。 

 ところが、SK が食事に関心を寄せたのは今年が初めてではありません。スタートは 15 年

前にさかのぼります。2006 年、SK グループは、食事を食べられなくて困っている人たちのた

めに、幸せ弁当キャンペーンを始めました。食事を心配している子どもや高齢者に温かいお弁

当を届けて、同時に低所得者、キャリアが途絶えた女性、高齢者などに安全な雇用を提供する

という趣旨でした。 

 SK では、幸せお弁当センターや、購買サービス会社も設立しました。2020 年には、幸せお

弁当は、全国 28 のセンターで、毎日１万 2,000 個のお弁当を届ける規模に成長しました。 

 このお弁当が成長できた背景には、2013 年、幸福とお弁当社会的協同組合ができたことが

ありました。このプロジェクトが始まったことで、より体系的に食事の問題を解決できるので

はないかと考えるようになりました。そうして、28 の組合が集まって、食材の共同購買、給食

メニューの開発、衛生管理を共同で行い、さまざまな協力事業まで行う協同組合が誕生しまし

た。 

 そして、その過程において、SK グループは、より多くの企業が参加すればするほど、その

解決スピードが早くなると気付きました。この気づきに基づいて、幸せアライアンスというも

のを設立しました。 

 これは、「せめてごはんが食べられない子がいないように」を目標に、専門性と理想像を持

った主体が集まって、社会貢献のプラットフォームを作ったのです。当時は、メンバー会社 14

社しかありませんでしたが、2021 年現在、100 以上の企業と８つの自治体、そして一般市民

7,000 人が参加するプラットフォームとなりました。 

 この分かち合いプロジェクトは、単発の活動ではなく、幸せ弁当から始まって、15 年という

時間が蓄積された結果です。社会問題は非常に複雑で、利害関係が絡まっているので、一つの

企業が単独で取り組んでは解決するのが難しいものです。幸せ弁当が単発のプロジェクトにと

どまらず、長い間続けられたのは、幸せ弁当社会的協同組合を通じて、多くの人々が集まって、

幸せアライアンスを通じて、より多くの主体が力を合わせて、問題解決ができる力を育ててき

たからです。 

 では、なぜ SK グループは、食事の問題に注目するようになったのでしょうか。その背景に

は、社会的価値組織による持続可能な成長という、経営哲学というものがあります。 

 SK グループは、経済的価値、社会的価値、構成員の幸せ、この３つを追求する幸せ経営を

掲げています。多くの企業が、社会的責任を超え、社会的価値創出に関心を持つようになった

のは、社会活動がコストとして認識していた過去ではなく、さまざまな構成員が存続してこそ、

企業も成長できるという考え方が定着したからです。チェ・テウォン会長も、新年の言葉で、

SK が今のような成長をできたのは、SK が頑張ったからだけではなく、社会が与えてくれた

機会や応援のおかげであるとして、社会と共感しながら、問題解決のために共に取り組んでい

く、新たな企業家精神が必要だと述べました。 

 参加者もいろんなことを考えさせられました。田舎にいるおばあちゃんのことを思い浮かべ

たり、単なる貢献にとどまらず、元気をもらったり、次の貢献を誓う原動力にもなりました。 

 食事は大切なものです。韓国には、食事に関する言葉がたくさんあります。幸せ弁当から１

食分かち合い、温（On）タクトプロジェクトなど、SK のこのプロセスが、この歩みがずっと
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続くことを期待します。 

 

（馬）ユン・チョルさま、ありがとうございます。 

 ユン・チョルさんの話は、SK グループを中心に、企業の社会責任についてのお話でした。

SK グループの企業社会責任、この弁当お届けの事業、そして感染症、コロナの影響を受けた

子どもや世帯向けの支援、非常に素晴らしいご紹介だったと思います。 

 

 本日、午前のプログラムは、これにて全て終了しました。私も司会者として、皆さまのご協

力に感謝いたします。この第 12 回フォーラムの主催団体である中国の国際民間組織協力促進

会、日本の公益法人協会、韓国ボランティアフォーラム、そして、各組織の皆さま、また、本

日午前の部で発表した中国の関信平、日本の堀田聰子先生、韓国の趙東成先生、そして、次に

各国の事例を共有してくれた、喬東平先生、湯浅誠先生、弔鐵先生、また、通訳の皆さまのハ

イレベルなご対応、正確な通訳をしていただき、ありがとうございました。また、運営に携わ

っていただいたチームの皆さま、コーディネートサービスをしてくださった皆さまにも感謝を

いたします。 

 午後の部ですが、１時半、北京時間の１時半、日本時間の２時半から再開をいたします。午

後の部もこの３カ国にとって、実りあるものとなることを期待しております。では、これより

休憩に入ります。 
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４． パネルディスカッション 
 

（通訳）通訳回線です。皆さま聞こえておりますでしょうか。中国語、日本語、韓国語、通訳

チャンネルは全て聞こえておりますでしょうか。マイクをオープンにしていただきたいと思い

ます。 

＜パネリスト＞ 

徐月賓（Yuebin XU）／北京師範大学人文社会科学高等研究院教授（司会） 

李暁鳳（Xiaofeng LI）／深訓大学法 学院教授 

関冬生（Dongsheng GUAN）／広州北大博雅賓ソーシャルワークリソースセンター 

センター長 

堀田聰子（Satoko HOTTA）／慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授 

湯浅 誠 （Makoto YUASA）／全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長 

邦鍾和（Jeong-Hwa JEONG）／三育大学社会福祉学部 教授 

昧喜 善（Hyi-Seon JIN）／慶熙大学公共大学院 客員教授 

 

 午後の部については、北京師範大学・健康社会政策研究センター教授の徐月賓先生に司会を

いただきます。お願いいたします。 

 

（徐月賓）それでは、始めてよろしいでしょうか。 

皆さんこんにちは。私は、北京師範大学・人文社会科学高等研究院・健康

社会政策研究センターで教授をしております。 

 午後は２つのトピックがございます。まず、１つ目の部分ですが、パネル

ディスカッションです。２つのテーマを巡って、皆さまに自由に発言をいた

だきます。また、その後には総合討論がございます。 

 では、１つ目の部分で、パネルディスカッションに入らせていただきたい

と思います。 
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 テーマ１： 

ソーシャルワークの専門化に向けての発展及びチャレンジ 
 

（徐）まず、ソーシャルワーク分野における各国の異なる状況、そして、異なる状況の中で出

てくるさまざまな状況に関して、恐らく、直面している問題については、共通点もあります

し、異なる点もあると思いますが、それについて情報交換をしたいと思います。例えば、職

業化、規範化、標準化、この辺りについて、どのような問題があるか、課題があるか。これ

が１番目です。 

 中国側は李暁鳳先生、関冬生先生、

日本側は堀田先生、湯浅先生、そして、

韓国側からは郑锺和先生、陳先生、そ

れぞれの分野に応じてお話を頂くこ

とになります。 

 それでは、まずは、李先生のほうか

らお話しいただきたいと思います。 

 
 

 

（李暁鳳）皆さんこんにちは。中国のソーシャルワークの職業化、

専門化についてですが、中国のノウハウを簡単にお話ししたいと

思います。 

 ソーシャルワークの専門化については、97 年に上海の浦東地域

というところがありますが、そこで政府の調達で始まりました。

そして、2003 年には、上海で模索的な取り組みが始まりました。

つまり、職業として、例えば資格試験を行うとか、そういうこと

が上海で始まりました。 

 そして、上海でのこのような取り組みの後、2004 年から労働社会部で、一つの国家試験が

行われるようになりました。ということで、そこから整備が始まっております。 

 つまり、職業試験として、その制度が普及していくようになったのです。上海が最初の取り

組みだったのですが、こういったソーシャルワークの職業化の取り組みが行われたわけです。 

 そして、２つ目は人材育成ですが、16 期六中全会という会議がありまして、そこで取り上げ

られたのが端緒となりました。そして、大量のソーシャルワーカーを育成しようという取り組

みが始まりました。2007 年にある政策文書が出されました。その中で、指導者として、民間

でソーシャルワークに参加していただくという制度ができました。 

 そして、この制度化の取り組みを行っていくということになりまして、民政部が、深圳にお

いて交流会を開きました。そして、多くの大学生がソーシャルワークに参加するようになりま

した。それが深圳での取り組みです。そして、その深圳が先駆けとなりまして、職業化がさら

に進んでいきました。 

 この中で多くの資金も投入されております。そして、民政部のこういった取り組みを経て、

さまざまなレベル試験が行われるようになりました。2008 年には、初めてとなるソーシャル

ワーカーのレベル試験が行われました。まずは上海から始まって、このような取り組みが行わ



パネルディスカッション 

65 

れてきたわけです。 

 そして、2012 年から 2013 年に、とりわけ珠江デルタのほうで、深圳のほうで、こういった

取り組みがさらに進みました。深圳にセンターがありまして、そこでソーシャルワーカーの人

が 4,000 人ほど育成されたわけです。 

 ただ、この中で問題も出ています。例えば、このソーシャルワーカーはボランティアの性質

があります。そして、民営の機関が多く増えました。ただ、規範化、制度化が一つの課題とな

りました。そこで今度は、制度化を進めていく必要がでてきました。 

 2002 年からですが、地域でさまざまなソーシャルワークの専門化、職業化に関する文書が

出され、政策が出されました。そして、人材の育成でありますとか、あとは規制に関する文書

も出ました。この時期にソーシャルワークの専門化がより高いレベルで進むようになりました。 

 このソーシャルワークが、例えば最低保障型のサービスおいて、非常に重要な役割を果たし

ています。深圳では、こういった世帯保障サービス、福祉サービスの中で、こういったソーシ

ャルワーカーが大きな役割を果たしました。そして、特色のある職業化された仕組みが整って

いったわけです。 

 先ほどもお話ししましたが、ノウハウの面では、方向性もありますが、まずは質を高めてい

く。そして高いレベルにしていくということです。 

 そして、現地化、すなわち、現地の取り組みですね。現地ならではの取り組みを進めていく

ということも必要になります。そして、まずは、教育から着手したということが、一つの特色

であります。この中で人材が育成されていきました。 

 ただし、教育が先行してしまって、実際の職場がないということでは困ります。ですので、

政府調達の形で与えていくということも行っております。 

 ただ、このソーシャルワークの専門化もばらつきがありまして、大都市、例えば、深圳や上

海、北京といったところで進んでいます。一方で、それ以外の地域では、まだ進んでいないと

いう状況があります。こういった大都市と地方の格差問題が顕在化してきたのです。また、行

政サービスの取り組みも必要になってきます。 

 そして、３つ目の問題ですけれども、ソーシャルワークの性質が少し曖昧になっています。

深圳では昨年、ある規制措置がとられました。全てのソーシャルワークの仕事は必ず、有資格

者が就くようにという、つまり、資格がない人はこういった仕事ができないというふうなこと

になります。ただし、実際、全体的には、まだ曖昧なところがたくさんあるというわけです。

さまざまな課題がまだあります。 

 深圳では昨年、年収が 16.3 万元となりました。これは非常に高いレベルになってきました

けれども、この中で、やはりサービスの調達です。資金の問題もあります。そして、また、職

業として従事される方については、自信を持っていただくということが必要になります。 

 また、５番目ですけれども、法制化です。とりわけ、例えば仕事の場に関してです。深圳で

は進んでいます。しかし、他の地域では異なる場合があります。ただ、一般的にソーシャルワ

ーカーの報酬は低いということです。深圳などでは高いところもありますが、こういった格差

の問題もあります。 

 ソーシャルワーカーは現在、整備が進んでいます。そして、さまざまな施策が出ています。

また、さまざまな方向性が出されています。そして、専門化や現地化のサービスを進めていま

すけれども、いろいろな課題もそこには潜んでいます。 

 まずは、深圳を例にして、こういったいくつかの地域について、こういった問題があったと

いうことでした。ありがとうございました。 



66 

（徐）これまでの経緯、そして特色などをコンパクトにまとめてお話しいただきました。あり

がとうございました。 

 それは、関冬生先生のほうからもお話をお願いしたいと思います。 

 

（関冬生）私が今日お話ししたいのは、一つの事例です。ソーシャル

ワークの組織ですね。どのような運営をしていくかということでの取

り組みについてお話をしたいと思います。 

 皆さんと情報を共有したいのですが、まず１つ、簡単に背景をお話

ししたいと思います。この発展の基盤となる背景はどのようであった

かということです。 

 そして、２つ目としましては、４つの面

から組織の運営における健全な発展で、ど

のような取り組みをしたかということに

ついて、お話をしたいと思います。 

 まず、１つ目ですが、背景の部分です。

北達博雅社会工作資源センターという、

2009 年に設立されたソーシャルワークの

組織がございます。 

 まずは、政策についてですが、その政策

の下でこの組織が発展したわけですから、

政策のサポートがあったということです。 

 2004 年に国がソーシャルワークについ

て、職業の基準を設けました。そして 2007

年には、人材を育成するということで大き

な政策が動きだしました。そして 2008 年

には、試験制度が導入されました。という

ことで、職業としてのソーシャルワーカー

の基盤が整いました。 

 また、ソーシャルワーカーの人材育成、これについて具体的な措置が出ました。例えば、2010

年ですが、広東省の民政局から、公益サービスに関する社会組織を発展させるための規定とい

うものが出されました。また、政府によるソーシャルサービスの調達では、中国本土でさまざ

まな政策がありますが、例えば、広東省では、2011 年にやはり同じような規定が出されまし

た。政府調達です。中国の中でも、このような規定を省政府から出されたのは初めてのことで

す。 

 そしてまた、財政部のほうからも、この政府によるソーシャルサービスの調達に関して文書

が出されています。そして職業として、このソーシャルワーカーの仕組み、基盤が出来てきま

した。 

 そして、2014 年になりますけれども、民政部で、民営のソーシャルワークサービス機関の

発展に対して、方向性が打ち出されました。そして、2016 年になりますと、さらに政府調達

を充実させるための意見が出ました。また辨公庁のほうからも、ソーシャルワーク組織の管理

でありますとか、健全な発展に向けての意見が出されました。ですので、こういった政策的な

背景は、私たちのために素晴らしい基盤ができたということです。 
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 ソーシャルワークが国の法律に盛り込

まれた、こういった経緯がありました。た

だ、今後まだ充実の余地があります。 

 広州市では、先駆けた地方立法がありま

した。2015 年です。広州市ソーシャルワー

ク条例というものができました。こういっ

た政策的な背景がありました。 

 そして、２番目です。組織の運営につい

て、現在どのようにあり、そしてどのように秩序ある発展をしていくかということですが、ま

ずは位置付け、そしてビジョンについてです。 

 設立当初ですが、このプラットフォーム

をサービス組織として設立しました。そし

て、専門性を高めていこうということで、

こういった目的があったわけです。という

ことで、1989 年からこのような目的に沿っ

て進めてまいりました。 

 

 

 国のシステムの中で、どのような道に沿

って進むかということで、まずはプランニ

ングをするわけですね。 

 

 

 

 

 

 

 そして、内部のマクロでなくて、ミクロ

の部分での管理ということも必要になっ

てきます。ですので、その中で党の支部を

設けております。 

 また、さまざまな試験があります。一連

の仕事について、全て規範化をしてきまし

た。そして、いち早く情報を公開できるよ

うにしていました。これによって、方向性

をしっかりと、ばらつきがない、しっかり

とした、ブレない方向性を打ち出すことができました。 

 こちらが理事会、監事会のメンバーです。また、民間の専門的な分野において、専門家でい

らっしゃる教授の方もお招きして参加、ご支援をいただいております。また、党の組織のほう

でも、このようなメンバーをやっていただいております。すなわち、幅広いところから人材を

集めて組織していくということです。 
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 規範的な管理ということですが、例えば、

組織の機構でありますとか、規範化を進め

ております。 

 とりわけ人員の配置です。だいたい 200

人ほどおります。そして、そのうちの 80％

以上が有資格者です。また、４年制大学以

上が 50％となっております。こちらがその

規範です。管理の規範のほうです。 

 そして、人材の育成と専門性の向上とい

う面については、私たちは専門的なサービ

スを提供するところでありますので、連携

を取りながら進めております。 

 国の、あるいは、省や市が、そういった

業界団体との間で連携をしております。例

えば、イベントを共同で開催したり、あと

は業界の発展に関する提案を行ったりし

ております。または、政策文書の起草など

にも参画をしております。 

 また、自身のミクロのほうのところです

が、やはり産学研の連携を行っております。

実務のほうでも、例えば、現地に見合った、

地元ならではのサービスをどのように提

供していくかということで、パワーを蓄え

るためにこういったことを進めておりま

す。 

 また、内部の講師についても育成をして

おります。これも非常に効果のある措置で

あります。また同時に、仕事をしながら、

こういった内部の先生方からもいろいろ

な話を聞きます。つまり、私たちは、人材

の育成、あとは実務能力の向上に非常に力

を入れております。ですので、継続的な教

育を行っております。 

 以上です。ありがとうございました。 
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（徐）関先生ありがとうございました。 

 午前中で中国の政策については、とくに政府による調達についてご紹介がありました。皆さ

ま、よくお分かりになったかと思います。 

 先ほど、関先生のお話の中にありましたが、非常に典型的なサービスの提供方法についてご

紹介があったと思います。多くの地域でだいたい同じような取り組みがされていると思います。 

 それでは続きまして、堀田先生のほうから、日本の取り組みについてお話をいただきたいと

思います。ご発言お願いします。 

 

（堀田）よろしくお願いいたします。 

 私は、ソーシャルワーク、およびソーシャルワーク教育の専門ではないので、ソーシャルワ

ークにも関連する専門職を含む対人支援の専門職に関連する資格教育の動向についてご紹介

したいと思います。 

 まず、基礎的な情報として、日本でソーシャルワークに関連する国家資格としては、社会福

祉士というのが 1987 年に、続いて、精神保健福祉士というのが 1998 年に、国家資格として

つくられています。 

 ここからのお話は、その２つの資格も含む形で、午前中の基調講演でご紹介いたしました、

地域共生社会の実現に向けた対人支援専門職の職業資格教育のあり方についての動向という

ことでお聞きいただければと思います。 

 

 ご覧いただいていますように、この２つの資格も含んで、福祉系だけではなくて、ヘルスケ

ア、ソーシャルケアを通じて、養成課程の見直しを行おうというような動きが出て来ました。 
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 この対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程を創設しようという動きが、これは朝もご紹

介いたしましたけれども、地域共生社会の実現に向けた改革の骨格の一つにも位置付けられて

いるということになります。 
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 この動きの中で 2016 年から、私も研究班の代表としても取り組んで来ていることをざっと

ご紹介したいと思います。 

 まず、この共通基礎課程ですけれども、ソーシャルワークを含み、医療、介護、福祉全体を

見回して、地域包括ケア、あるいは、地域共生社会の推進を図っていく人材として、あらため

て社会・経済的な状況の変化、その中で人の暮らし、あるいは、支援ニーズが変化してきてい

るということを踏まえて、職業資格、その基礎教育で身に付けるべきコンピテンシーも洗い直

していく必要があるんではないかというところから始まっています。 

 もちろん、言うまでもなく、質的な観点だけではなくて、量的にこの先、担い手がどんどん

減っていく中で、いかに効果的で、効率的な人材養成をするかということも、背景の一つとし

て挙げられていました。 

 
 こういった中で、われわれ研究班の中で、まず一つは、さまざまな地域、ボトムアップで先

ほどのそれぞれの地域での状況の変化、その中での支援ニーズの変化がどのようになってきた

のかということを、地域の専門職の方々、住民団体の方々、教育機関、自治体の方々、研究者、

さまざまな立場の人たちと、対応するワークショップなどを行いました。 
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 併せて、諸外国でのそれぞれ対人支援に関わる、身に付けることが期待されるコンピテンシ

ーに関わる研究などもレビューを行って、そして、支援間の変化ということについても世界的

にいわれていることがありますので、ヘルスケア、ソーシャルケア、それぞれどのような支援

間の変化がいわれているのだろうかということで、理論的な補強を行って、対人支援職種に共

通して求められるコンピテンシーというものを整理しました。後で、そのコンピテンシーの枠

組みについてご紹介をしようと思います。 
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 では、求められるコンピテンシーを整理した、じゃあ、今の教育課程の中で、そのコンピテ

ンシーがどれだけ身に付けられているのかということを、ちょっと日本語で恐縮ですが、20 近

い職種についての 32 課程のシラバスを集めてきて、どれぐらい賄われているのかということ

のひも付けを行いました。 

 結果的に今の教育課程においても、８割ぐらいのコンピテンシーは、この地域共生社会に向

けてということの視点から洗い出した、求められるコンピテンシーに対してカバーされている

けれども、２割ぐらいのコンピテンシーは、新たに、この社会経済的な変化、そして、対人支

援ニーズの変化を踏まえると、もっと身に付けていくべきことがあるんではないかということ

も分かってきたところです。 

 現在は、この議論は、ご想像いただけるように、ステークホルダーがとてもたくさんいまし

て、だいぶ苦労していますけれども、現在は、結果的に、まずは当面、４年制の大学において、

看護師、理学療法士、作業療法士、そして介護福祉士、さらに社会福祉士、精神保健福祉士、

保育士という７つの資格を、まずは検討の対象として、共通基礎課程合計１年分程度を作って

いくという方向で整理が進められているところです。 

 先ほどお話ししました、現行では身に付けることが難しいとされているコンピテンシーをど

のように賄うのか。あるいは、今はばらばらに身に付けているものたちを、どうやって効果的、

効率的に身に付けていただくのか。さらに、このコンピテンシーということに対して、ラーニ

ングアウトカムをどうやって計っていくのか。学習者の評価をどうやっていくのか。これを各

学校別ではなくて、将来的には、学校や職種を超えた形でコンピテンシー、それに効果的な教

材のあり方、そして、教授法についても学び合いのプラットフォームが作れないかということ

も議論しているところです。 

 ではその中で、どのようなコンピテンシーについての枠組みが出てきたのか、とりわけ、ソ

ーシャルワークに関連して今議論されていることの一部をご紹介したいと思います。  
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 まず、対人支援職種に共通して求められるコンピテンシーについては、６つの柱で整理がさ

れました。１つ目は専門職の自立と職業倫理。２つ目は科学的思考とその展開。そして３つ目

は安全の確保と質の改善。４つ目が当人の理解と支援。そして５つ目がチーム、組織の理解と

共同的実践。そして６つ目が地域社会活動とソーシャルアクションということになります。こ

の６の領域に対して、ご覧いただいているように、ごめんなさい。全部日本語ですけれども。

細かくコンピテンシーというものが整理された、構造化されたということになります。 

 

 このように整理をしてみますと、あらためて今ご覧いただいている６番目の地域社会活動と

ソーシャルアクション、まさに午前中もご紹介いただいていたような、ソーシャルワーク全て

の人たちが、もともと力を持っているはずです。その力を本人、あるは、地域のさまざまなス

テークホルダーがうまく発揮しながら、そこでの暮らし、それぞれの人の暮らし、それぞれの
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持つ力を発揮しながらどうやって良いものにしていくのか、そのような力が発揮できる生態系

を専門職としてどう整えていく、あるいは、刺激することができるのかということがこれに当

たると思います。 

 
 この６の領域と、さらに戻りまして、４番の当人の理解と支援、これは改めてその本人こそ

が、自分がより良く生きる力を持っているということ。それに対する信頼に基づいて、その力

の発揮、課題のほうに着目するのではなくて、本人の強み、本人の自立性、あるいは、本人の

願いということに焦点を当てるという考え方なわけなんですけれども、この辺りのソーシャル

ワークで言うと、恐らくケースワーク、コミュニティワーク、双方の肝になるであろうことと

いうのが、あらためて対人支援専門職種全体を見てみると、とりわけ、まだまだ身に付けるこ

とに対してチャレンジが残されているということが発見されたことの一つです。 

 同時に、これは今お話ししておりますように、ソーシャルワーカーの国家資格を持つ人たち

だけではなくて、広く対人支援専門職種に、少なくとも基礎的なソーシャルワークの技能につ

いては、身に付けていただくということが広げられないかという考え方でもありますし、先ほ

ど申し上げましたように、その中にはあらためて、一人ひとりの持つ専門職か、非専門職かを

問わないソーシャルワーク力をどう発揮することができるのか、その生態系をどうつくるのか

といったコンピテンシーも含まれていて、これに対しては、大きなチャレンジがあるのではな

いかなというふうに思っております。 
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 時間になりましたので、そろそろ終わりますが、実はこれ、日本だけではなくて各国、後半

に付けている資料はオランダのものですけれども、各国で対人支援職種に関わる、求められる

コンピテンシーの見直しというのが進められていると思います。その中でも、あらためて日本

だけではなくて、本人の持つ力もどのようにして発揮を促すのか。そのためのネットワーク構

築とか、あるいは社会的スキル、コンテクスト理解、テクノロジーの活用、さらに言うなら、

専門職によるケアをどう縮小化するかということも、こちらはオランダの議論ですけれども、

明確に打ち出されているところでもあります。 

 こういった文脈の中で、ソーシャルワークの専門職だからこそ持つべき肝というものは何な

のか。広く持っていただくべき、あるいは、その発展を促すための肝は何なのかということが、

次のチャレンジかなというふうに思っています。以上です。 

 

（徐）堀田先生、ありがとうございました。 

 日本のソーシャルワーク教育のお話がありましたが、非常に詳細でありました。また共通点

もありますし、共通点ではないところもあったかと思います。ありがとうございました。 

 それでは続きまして、湯浅先生のほうにまいりたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

（湯浅）こんにちは。湯浅といいます。よろしくお願いします。 

 私は、市民のソーシャルワークというのを、一般市民のソーシャルワークというふうに理解

して、その話をレジュメで出させていただきました。 

 私自身は、東京大学に勤めながら、こども食堂という、最近日本でずいぶん広がっている市

民による活動、これは一般市民です。ほとんどの担い手は、先ほどあったような社会福祉士と

か、精神保健福祉士等の資格を持たない一般市民です。主に、地域の女性たちという方たちで

すが、その方たちがこども食堂というのを始めています。 

 これが今、この９年間の間に全国 5,000 カ所に増えておりまして、5,000 というのは、日本
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の中学校は全部で１万校なので、中学校の半分の数ということになります。毎年だいたい 1,200

から 1,300 カ所ずつ増えていっていますので、中学校の数に達するのも時間の問題だろうと思

っています。 

 こうした取り組みが、政府も一切関与していない、大企業も一切関与していない、そういう

中で、市民によって自発的に広がっているのはなぜなのか。 

 こども食堂といいながら、実際に来ているのは、子どももその親も、そして地域の高齢者も

来ているわけです。そうした人たちが、いわば、ケアされている。それは専門職によるケアで

はないですが、一般の人たちによるケアがなされている。そういう状況が日本社会で広がって

いるのはなぜなのかということを、お話しできればということで、レジュメや動画を用意させ

ていただきました。 

 既にきっと、堀田さんのほうから午前中お話があったと思いますが、日本の高齢化は、中国

や韓国に比してより深刻な状態になっています。そういう中で、地域コミュニティを維持する

ことが難しくなる地域がかなり出てきています。そして、現代化の中で無縁化というようなこ

ともいわれるようになった。これは、人と人との関係が疎遠になっていくさまを表現する日本

語ですけれども、そういうことが起こっている。 

 そういう中で、専門職の方たちは大変ご奮闘されておられるのですが、それだけだと全ての

課題、全ての人たちの課題に対処しきれなくなっている。だからこそ、厚生労働省は、地域共

生社会というようなことで、専門職連携、そしてその前提となる地域力強化というものを進め

ているわけですが、こども食堂は、その中では地域力強化に当てはまる取り組みだということ

になります。 

 地域の人たちが、お互いに交流する中で、それぞれの課題に気付き合い、専門職ではないけ

れども、相互に支え合う。そうしたことが非常に日本の地域社会、人々の暮らしの生活圏で難

しくなってきているからこそ、それを取り戻そうとする市民の動きが自発的に生まれていると

いうことなんだろうと感じています。 

 私たちは、そうした市民の取り組みが持っている強み、その強みは、ある意味では専門職と

は逆です。つまり、一般市民によるケアというのは、まず対象を限定しません。所得水準を問

いません。年齢も問わない。関わり合った人たちが、その関わり合った人たちに対して気付い

た課題に対処する。こういうやり方を採るわけですけれども、それの持っている強みと、そし

てそこだけではカバーできない側面、それが専門職の領域ということになるんだと思いますが、

そうした専門職の強みを掛け合わすことで、つまり一般市民と専門職の連携を行うことで、先

ほど堀田さんもおっしゃっておられましたが、地域のエコシステムも、よりバージョンアップ

していく必要があるだろうと思います。日本の地域と社会は、ある意味ではそこまで来ている

んだという認識を持っています。 

 その一般市民のケアと、専門職のケアが掛け合わさった理想的な姿を、厚生労働省は地域共

生社会という形で描いているわけですが、そこに至るプロセスは、まだまだ課題がたくさんあ

ります。 

 いくつも挙げると時間がなくなっちゃうので、一つだけ挙げるとすると、やはり専門職と一

般市民の間の信頼関係の構築、あるいは、民間と行政の信頼関係の構築、こうしたものがまだ

まだ足りていません。 

 日本の人たちは同じ日本語をしゃべっているわけですが、ここはほとんど外国語の世界です。

一般市民の方がしゃべる言葉と、専門職のしゃべる言葉は、ともすると、誰か通訳がいないと

通じない。民間のしゃべる言葉と行政のしゃべる言葉は、ともすると通訳がいないと通じない
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という状況になります。 

 ですので、この通訳を行う人たち、これがコーディネーターということになって、そのコー

ディネーターに求められるようなコンピテンシーということを、先ほど、堀田さんがお話しに

なられたものの一部にそれが含まれているわけですが、堀田さんもちらっとおっしゃっていた

ように、そうしたものが専門職だけのものであると、恐らく日本の地域と社会のバージョンア

ップは十分に至らないのです。 

 そういう中で一般市民が、専門職ではない市民が、そうしたコーディネーターとしての資質、

通訳者としての資質、そういうものを身に付けながら、地域のエコシステムをバージョンアッ

プしていく。そのことがこれからの課題だと思いますが、市民の中には、その力があるという

ふうに私は、こども食堂の広がりを見ていて強く確信していますので、そうしたことを起点に

これからさらにいろんな人たちとの連携を進め、日本のかなり厳しくなってしまった地域に希

望と、持続可能性を見いだしていきたいと思っているところです。ありがとうございます。 

 

（徐）湯浅先生、ありがとうございました。日本の非常に生き生きとした実際の姿ですね。リ

アルな姿を描いていただきました。 

 それでは、韓国の郑先生のほうから、韓国の状況についてお話しいただければと思います。

お願いします。 

 

（郑锺和）韓国の三育大学の郑锺和と申します。 

 制度化について発言させていただきたいと思います。社会福祉の制

度と標準化、専門化、この３つに分けて申し上げたいと思います。 

 まず、社会福祉において最も基本となるのは、社会福祉事業法、ま

ず制度化が必要となります。韓国は社会福祉システムを構築したとき

に、社会福祉事業法が 60 年度にまず制定されました。この社会福祉

事業法においては、社会福祉に関する障害者、高齢者、児童など、障

害の分野、あるいは社会福祉の分野に従って、制度化を行うことにな

りました。これは社会福祉に最も基本となる、法律の体系を整えるということでした。 

 この時に、社会福祉事業全般に影響できるものと考えたわけです。従いまして、韓国の社会

福祉事業法は、まず基本法を根幹として、そしてその基本法の実践法として、障害の分野ごと

に法律が定められております。 

 例えば、高齢者と関連するものは高齢者福祉法、障害者と関連するものは障害者福祉法、発

達障害支援に関する法律などです。児童に関するものですと、児童福祉法、児童虐待防止法な

ど、さまざまな社会福祉に関する個別法が、存在しています。 

 すなわち、社会福祉の制度化は、こうした法律的な整備がまずなされてこそ、それを基本と

して社会福祉の制度化がなされるということです。従いまして、この制度化によって、社会福

祉事業法においては、関連する標準、資格証、そういった問題も詳細が記述されております。 

 そして２点目、標準化についてです。韓国のケースですと、社会福祉の最も中心をなすのは、

２つからなります。中国側もご発言がありましたけれども、社会福祉のマンパワーに関する部

分。マンパワーは社会福祉者を養成することですけれども、韓国では 60 年代から既に社会福

祉教育協議会という社団法人が設立され、50 年以上にわたって、社会福祉教育を行ってきて

おります。全国に社会福祉の４年制大学が設立され、そして現在も運営されております。 

 今、社会福祉教育協議会は、100 余りの大学が加入しております。従いまして、こうした大
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学を中心として、社会福祉教育の全般的な標準化というものがなされていると見ることができ

ます。 

 ２点目、社会福祉の教育の過程です、プロセスです。教育協議会は、全国の社会福祉大学に

関わる団体ですけれども、社会福祉教育をそれぞれが運営しますと、標準化がなされていかな

いので、教育協議会が提示した社会福祉教科目の指針書というものを基にして、社会福祉の教

育を全国で統一した基準でもって、標準教科目を運営しています。これによって社会福祉にお

きまして、標準化制度が整えられるわけです。 

 次に、社会福祉事業法にも定められておりますけれども、社会福祉のマンパワーと施設運営

に関する部分です。施設が全国に運営されておりますが、それらの多くは、韓国では民間の施

設が中心となっています。その結果、社会福祉の施設の標準化を図るには、評価制度というも

のが必ず必要となります。そこで政府は、96 年から評価制度を社会福祉事業法に明記して、３

年ごとに評価を行うように法制化しています。 

 社会福祉の施設の評価では、入所者数、施設の専門性、従事者の専門性、施設の環境、居住

者の満足度などなど、大きく５つの領域において評価を行い、社会福祉施設の標準化を図って

きました。 

 こうした標準化を通じて、社会福祉施設が、ある程度スタンダードな基準を作り、そしてそ

の基準に合わせてサービスを提供しようという、そのような取り組みがなされてきました。 

 第３点目です。社会福祉サービスの専門化についてです。韓国は、創成期に社会福祉施設の

運営者の多くは、民間の施設長で運営されていました。そのため、資格は国の資格ではなく、

社会福祉資格が公認の認定資格からスタートしました。社会福祉の資格も、１級、２級、３級

というふうに区分されていました。しかしながら、専門化を図る課程において、１級、２級、

３級といった課程は、国家資格としての必要性が感じられ、最近では３級をなくして、１級と

２級で人材を輩出しています。 

 ２級といいますのは、社会福祉教育を履修だけで、社会福祉の国家資格証を取れるようにし

ました。そして１級は、国家資格を取った人だけが、社会福祉者としてのその資格を取得でき

るようになりました。専門化を図る、一つの大きな制度化として見ることができます。 

 社会福祉のこうした専門化の課程は、３年制大学、４年制大学、そして通信大学、また大学

院でも、教育を履修することにより、１級と２級を、国家資格を通じて取得できるようになっ

ています。 

 韓国では、全国に社会福祉者が、30 万人だったのが 20 年前ですけれども、現在は 100 万人

近い人材になり、わずか 10 年の間に、非常に大きな増加を見せています。これは恐らく、社

会福祉サービスの変化、環境の変化に起因するものではないかと思います。 

 もう一つ、ケアの人材を養成する課程についてです。養療保護士という資格を作りました。

これは直接的にダイレクトケアをする専門人材を養成するものです。現在、100 万人以上が資

格を取得しておりますけれども、現在 30％程度のみが現場に出ています。 

 最後に課題を申し上げたいと思います。現在、社会福祉の専門化、標準化、制度化が法制化

され、今、うまく機能はしておりますけれども、現場で働いている人材というのは 30％のみ

で、残りの 70％は、資格はあるけれども現場では動いていないというのが課題です。 

 第２に、現場で働いていない理由の一つというのが、現場にいる専門人材の給与が一般の人

材よりも、給与体系が低いからという理由です。また社会福祉者の業務が、非常に負荷が高い

といった評価も出ております。 

 第３の理由として、昨今韓国社会では、社会福祉について議論せず政治を語るなといったよ
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うに、韓国で社会福祉は大きな主導権を握っており、そして、社会保障、社会福祉サービスと

いうものが、それぞれの分野で政治的なイシューになっているほどです。 

 従いまして、今まで、社会福祉が民間の領域で 70 年間ありましたけれども、社会福祉サー

ビスを政府が主導していくといった動きが今起こっています。こういった政府主導において、

民間は大きな懸念を示しているのも事実です。しかしながら、この 70 年間、韓国で社会福祉

サービスの制度化、標準化に向けた取り組み、専門化に向けた専門資格証の努力というものは、

これは好意的に評価されているというのも事実です。 

 幸い、去年の 2020 年、20 年間改正できなかった社会福祉士の教科目に関する部分が改編さ

れました。それによって、管理制度が法で定められた教科目になりましたので、社会福祉士に

関連する、統合管理に関する制度、これに関する教育、また専門人材も配置されることになり

ました。 

 以上で、韓国側の社会福祉制度における、制度化、標準化、専門化に関して、報告いたしま

した。以上です。 

 

（徐）ありがとうございました、郑先生。韓国の政府のソーシャルワークに対する専門化のた

めの措置についてのご紹介でした。ありがとうございました。 

 続きましては、韓国の慶熙大学公共大学院の陳先生からお話をお願いします。 

 

（陳喜善）皆さん聞こえますでしょうか。陳喜善と申します。 

 中国のホスト団体、それから皆さま、このようなフォーラムを諦

めずに開催していただいたことについて、本当にうれしく思います。

感謝申し上げます。私からは、韓国の市民社会が成長している社会

的経済についてお話ししたいと思います。 

 韓国は、人を尊重するという伝統社会が維持されてきた歴史的な

流れから、社会福祉の関係で画期的なことは、法的な実効性を持っ

た法律が定められたことです。 

 97 年に金融危機、貧困、大規模な両極化に

よるさまざまな社会問題がありました。この

社会問題に対して、政府は国民の基本法の整

備を 2000 年から実施しました。国民生活保

障基本法は、それこそ国民に最低限の生活を

保障するというもので、大きな意味がありま

した。 

 この制度の狙いは、金融危機以降、草の根

組織や低所得者層の自活を支える、支援するために整備された法律です。 

 韓国政府は充実した社会福祉の実現のため

に、非営利団体に限らず、非営利でも営利で

もない社会的経済への支援も始めました。社

会的経済として分類されているのは、企業育

成法に基づく企業、協同組合基本法に基づく

協同組合と社会的協同組合、ソウル市等が条

例で定めている社会的企業、協同組合、社会
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的協同組合、マウル企業、自活企業などです。 

 2007 年に社会的企業育成法というものを制定し、雇用創出、社会サービスを提供するため

に、社会的企業を支援しました。社会的企業は、今、雇用や社会サービスだけではなく、地域

の再生、社会の革新にまで広がっています。 

 2011 年には、社会組織の育成指針が示され、この指針をもとにして、村の企業を支援しま

した。2017 年には協同組合を支援しました。2012 年には、国民基本法をもとにして、自活企

業を支援しました。韓国は、このように社会的企業、協同組合、自活企業、そういった社会的

経済をもとにして、社会福祉を実現しようとしています。 

 社会的経済の実現のための市民社会、営利

企業、行政による連帯、これをハイブリッド

運動と言っています。国と、市場、市民社会

が共に相互性の原理を持って協働しているわ

けです。社会的経済は、国家領域に傾いたわ

けでもなく、市場や市民社会の領域のみに限

定されるということではありません。国、市場、市民社会の全てのセクターが、社会的経済を

動かしているのです。このような社会的経済が持つ特性により、様々な人員、資産、物資など

のリソースの流れが多様化しています。社会的経済は、企業の数が増えるに従って、社会への

影響力が大きくなっています。 

 社会的企業の現況ですけれども、この図を

見ますと、青い棒が 2016 年です。この棒グラ

フを見る限り、社会的企業は増加傾向にある

ことが分かります。協同組合も、自活企業も、

村の企業も全部増えています。結論的に、経済

組織は、数字の成長とともに社会にも影響を

及ぼしています。 

 

 

 社会福祉の起源はヨーロッパですが、この

ような社会的経済のような新しい考え方は違

います。韓国では、福祉国家の始動期に、金

融危機と重なったころから、この状況を組み

込んだ社会的経済の構想が示され、結果的に

国家レベルで政策的な関心を持たれ、社会的

に関心を受けることになったのです。ヨーロッパとは違うところです。 

 社会福祉はもともと存在していましたが、韓国の場合は、政策的に、社会経済で社会福祉体

系を確立させようとしたのです。 
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 社会的経済が、一般的な市場経済と違うの

は、一般市場経済は収益を生み出すのが目的

ですけれども、これは違います。社会的な価

値を創出するということが目的です。社会的

経済において社会的価値というのは、市民の

幸福のための社会転換に影響を及ぼす活動を

することによって、創出されることを意味し

ます。すなわち、市民の生活の質を向上させるために、彼らが直面した社会問題を解決してい

く方向で、社会的状態を改善することによって、創出する価値です。社会的な価値の創出は、

疎外される階層が入り込める、そういった価値があります。最小限の生活が営めるようになり

ます。 

 これをビジネスとつなげて、社会的価値を創出して、共同体を回復することです。これは先

ほど説明された趙先生の CSC です。Civil Society Choice というそういった意味、または SK

の事例研究がありましたが、それらと同じ脈絡となります。 

 また、市民が直面した社会問題を解決する方法で社会を改善させるので、人間と自然が離れ

られない相互依存的なものを見せてくれました。社会の中の個々人のさまざまな権利をどうす

れば強化できるかということを考慮する、それが社会的価値の創出です。 

 ESG、すなわち、環境、社会、ガバナンス

の全てを含むことが社会的経済です。そうし

ますと、社会的経済において、社会的価値の

意味、これは利潤よりも人間に集中する社会 

                      をつくるということになります。 

 市場の利潤という大きな目的、この社会的

な規範をつくり、社会に含まれる全てのもの

は、市場の影響力の下に置くということを認

知し、それと反対に、経済を社会の中に引き入

れて、利潤よりも人間にもう少し集中できる

ようにすることです。 

 先ほどの図は、お金の中に社会が入ってい

たのですけれども、これは逆ですね。社会の中

にお金が入っている。 

 韓国の社会的経済は、政策の一環として成長して

いるという側面があります。でも、多くの社会経済

の組織を通して、弱者のための社会サービスが増加

して、青年の創業、地域社会の再生、環境問題など

が社会経済の広範な取り組みにより、さまざまな方

式の中で解決点を見いだしています。 

 これと一緒に、このような組織を支えている生態

系の一つとして、社会的な革新金融というのが広がっているというのも興味深いところです。

韓国政府は、社会的価値拡散のために、まず政府機関と公職者が先立たなければいけないと。

また、公共機関の価値実現のための基本法を作り、実行するようにし、その実行によってその

機関を評価しています。しかし、これはまだ国会の決議を受けていません。 
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 しかし、この社会的経済の限界点があり、それについてお話

ししますが、限界点というのは、まず２つの側面があります。 

 まず１つ、政府側からの限界点は、縦割りなので効率的では

ないという点です。政策の対決で予算の無駄遣いがあります。

社会的価値を創出する社会的経済組織を一律支援していると、

効率の面からは落ちるということですね。もうちょっと柔軟か

つ、精巧な支援が必要です。 

 それから、公務員の専門性が弱化している、持続的な連携性がないことです。公務員は、１

年間同じところで勤務すると、またそこから異動をしなければいけません。部署別の書類の簡

素化も必要です。社会経済の基本法と、公共機関の社会的価値実現のための基本法がちゃんと

通る必要があります。 

 市民社会の限界点についてもお話しします。 

 社会経済は、政府に依存しているところは脱皮する必要があります。市民と一緒のための活

動が必要です。例えば、ボランティア団体、地域、宗教、公共機関、市民団体、これが一緒に

なって動く、そういったプログラムが必要です。ビジネスとこれを連携し、社会組織と連携す

ることが必要です。社会的価値を評価するデータ、インデックス、開発のための具体的かつ、

持続的な努力が必要です。 

 最後に、雇用される人、働き手には、経済の教育をし、共同体意識を拡散する教育をする必

要があると思います。これで終わります。ありがとうございました。 

 

（徐）ありがとうございました、陳先生。韓国の民間組織の運営状況について、また、社会経

済活動への参画における特徴についてお話をいただきました。非常にヒントの多いご発表であ

りました。 
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 テーマ２：ソーシャルワーク団体の成功事例及び経験 
 

（徐）それでは、２番目のセッションに入っていきたいと思いますが、組織の運営ですね。ソ

ーシャルワーク機関の運営についてのノウハウをご紹介いただきす。６人の先生方にお話をい

ただきますが、堀田先生は他に業務がおありということで先にご発表いただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。堀田先生どうぞお願いいたします。 

 

（堀田）はい、ありがとうございます。４時過ぎに抜けさせていただきますので、先に失礼い

たします。 

 ２つ目の問いは、特に具体的な組織、ソーシャルワークを展開する組織についてということ

で、途中で抜けることもありますが、湯浅さんも長年というか、最初から伴走されると思いま

す事例をご紹介させていただきたいと思います。 

 愛知県の名古屋という大都市

に存在する「一般社団法人草の根

ささえあいプロジェクト」という

団体がつくられた資料をそのま

ま活用させていただいています。 

 特に、今日の事例の紹介につい

ては、前半の論点にも関連するか

と思いますけれども、専門職によ

るソーシャルワークと、それから

その全ての人たちが持つソーシ

ャルワーク力をどのように調和

させていくか、そして、人々の持

っている力を発揮させていくか、ということに焦点を当てた形でご紹介したいと思います。 

 この団体ですが、そもそもこの穴にはまっている人たちが、どうやって穴にはまってしまっ

ているんだろうかという問いから始まっています。 

 活動に３つの軸がありまして、

１つは現場の支援、これが確実に

軸になっていますけれども、現場

の支援、子ども、若者を中心とし

て支援をしながら、そこで浮かん

できた疑問というものを全国の

仲間たちと一緒に調査研究をし

ていく。調査研究から明らかにな

ってきたことを、後半できるだけ

ご紹介したいと思います。「でき

ることもちよりワークショップ」

と呼ばれるワークショップであ

ったりとか、講演であったりとかといった形で社会化をするという、現場支援、調査研究、社

会化という、３つの活動の軸を持っています。 
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 例えば、先ほどの現場支援に基づく調査研究から明らかにされてきたことの一つというもの

に、彼女たちが孤立の川と呼んでいらっしゃる、この図があります。 

 どういったことかというと、人々がさまざま、もう諦めてしまって、自分の人生をこの先自

分で自死を選んでしまうとか、そういったことに至るにあたっては、まずは、一人ひとりの個

人の側に理由があるわけではなくて、さまざまな環境の特性が背景にあって、そういった上で

何かちょっと難しいことがあって、人に理解をされない、あるいは、専門的な機関に相談に行

ったけれども、理解をそこでもしてもらえない。そして、そこで理解されないことによって、

自信が持てない。さらにトラブルを起こしてしまう。そして、また人から疎外されてしまうと

いったようなループに入ってしまう。そのことによって、徐々に社会とつながる力を失ってい

ってしまう。 

 こういった孤立の川と、越えると戻れない川というふうに呼んでいらっしゃるんですけれど

も、いかにこの孤立の川を越えないようにするか。あるいは、越えかかってしまったとしても、

あらためて、あなたがそこにいていいんだというような、存在の承認、それが得られるような

場づくり。そして、必要であれば、本当に困っていることについては、切り抜けるための手だ

て、その人本人が持っている力が発揮されていくまで、ずっと伴走し続けるといったような支

援をしていらっしゃいます。 
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 彼らの支援というものが、支援

事業部の中で、「なんでも相談」、

「居場所作り」、「仲間・役立ち」、

そして「はららき」という、４つ

のフェーズがあります。でも、こ

れが必ずしも相談から始まるわ

けでもなくて、もしかすると、誰

でも来られるような居場所に来

たときのちょっとしたつぶやき

から始まるかもしれないし、ある

いは、さまざまな支援を必要とし

ながらも、でも働くというところ

から相談につながるということもあるかもしれなくて、これも循環しているということになり

ます。 

 この後は、特になんでも相談、居場所、仲間づくり、働きという４つの中で、一番左側の相

談のところについて、子ども・若者総合相談センター、これは全国各地に存在しているのです

が、特に 39 歳以下の子ども・若者に関わる相談に対応するというセンターの役割も担ってい

らっしゃいますので、そのセンターのあり方についてご紹介したいと思います。 

 こちらは、少し前のものですが、年間の子

ども・若者総合相談センターへの相談者とい

うのが、1,300 人ぐらい。次の数字は、延べの

相談件数で、現在は対面、電話、メールだけで

はなくて、LINE 相談であるとか、このコロナ

禍でとりわけ SNS による相談対応などもし

ていらっしゃいます。 

 この相談への対応に当たって、連携する機

関というのは、延べでは 6,000 件近く。そし

て、訪問支援、アウトリーチが 3,000 件ぐら

い。この相談者の方々の支援に携わっているボランティアの方々というのが、600 件以上とい

うことになります。 

 こういった相談支援というの

が、どういった形で行われて、ど

ういったことを重視して行われ

ているのかということですが、２

つのことをお話ししたいと思い

ます。 

 左側は専門性です。それに加え

て関係性、ご覧いただけるように、

右側の関係性のほうが大きい文

字で書いてあります。でも、左側

の専門職による支援ももちろん

重要です。この専門職に期待され
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ることというのは、早期に生きづらさを持った子どもや若者の特性や能力をアセスメントして、

本人や周りに前向きなメッセージを伝えて、一人ひとりの持ち味を生かせる環境をつくってい

く。安心して暮らせる環境を周りにつくっていくということ。これは、本人が変わる必要があ

るんじゃなくて、周りが変わっていくという環境づくりが、専門性の発揮の肝として記載され

ています。 

 でも、それよりとても大事になってくるのは関係性。これは専門職に期待されているんじゃ

なくて、全ての人たちです。いろいろな、普通だったら当然経験するよね、というような、誕

生日だったら祝ってもらうとか、家族でごはんを食べに行こうとか、そういった経験すら疎外

されてきたような子ども・若者に対して、日常の中で経験を共にするといったような寄り添い

型の支援。つまりは、身近な大人がまさしく手応えのある存在になる。そんなことを大切にし

た支援が行われています。 

 さまざまな、ソーシャルワーカ

ーだけではない専門家、例えば、

法律の専門家とか、経済に関わる

専門家などとも連携しています

けれども、今日は特に、この非専

門職、一般の市民の方々の関わり

のうまさというところに焦点を

当てて、この後ご紹介したいと思

います。 

 

 

 

 先ほど、民間のボランティアの

稼働件数が 600 件以上と申し上

げましたが、特に、こちらの団体

は寄り添いサポーターと称して、

「友だち以上家族未満」の親密な

他者として、ボランティアの方々

を募集して、そして一定の育成を

なさって、活躍の場をつくってい

らっしゃいます。 

 このボランティアの方々は、家

庭訪問や同行支援などもなさい

ますけれども、おしゃべりや、あ

るいは、若者たちがやりたいというふうにおっしゃったこと、その活動を一緒に始めます。 
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 いわば、相談者の希望に合わせ

ていろんなグループ活動、時にア

ニメだったりとか、時にイラスト

だったり、時に野球女子の会と

か、時にモテる男子研究会とか、

一人ひとりの相談者さんの得意

とか、やりたいに合わせた個別の

活動や場をオーダーメードでつ

くっていくということを、寄り添

いサポーターさんたちの積極的

な関わりによって行っていらっ

しゃいます。これが地域活動へと

発展していくということになります。 

 併せて、これはたくさんの付箋

が貼ってあるのですが、こちらの

センターが実際につながって、支

援の中でも展開された社会資源

のマップというものを、機関の名

前ではなくて、人の名前、それも

専門職や公的な機関だけではな

くて、パン屋のおじちゃんとか、

あるいは、火起こしが得意なおば

ちゃんとかというような一市民

まで、具体的な人の名前、その人

は何をやってくれる人なのか。そ

して、センターの誰がつながっているのか。どれぐらいつながっているのかという親密度です

ね、つまり、どのようなつながり方をしていくと、その方の強みを気持ちよく生かしていただ

けるのかということを、見える化した社会資源マップなどもつくっていらっしゃいます。 

 

 そういうわけで、一人ひとりの

困り事を抱えた方々の周りにオ

ーダーメードのチームを、市民の

方々を中心につくっていくとい

うことをやっていらっしゃいま

す。 
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 最後に、こういった日々の支援

と重ねる形で、最初に少し触れま

した、「できることもちよりワーク

ショップ」というワークショップ

も開発しておられますので、ざっ

とご紹介したいと思います。 

 これは彼らの地元、愛知県のみ

ならず、全国各地でご相談に応じ

て展開されていますが、複数の困

難を抱えて孤立している方々の事

例を持ってきて、一人ひとりの

方々が、できることを文字どおり、

持ち寄るというワークショップです。 

 まず、それぞれのいろんな立場の参加者が、自分のできることを考えてみる。それぞれみん

なができることを共有する。その上で、その事例の方の思いを中心にしながら、どんな人も孤

立させない方法というのが、地域に必ずあるという手応えを体感するというワークショップに

なっています。 

 こういった形で、実際の支援、

愛知県での支援だけではなくて、

地域資源の発掘を事前に準備し

て、当日のワークショップででき

ることを持ち寄って、そこからの

リアルな連携をスタートするとい

うような、市民のキャパシティー

を広げて発揮していくというよう

なナレッジを各地に展開するとい

うことにもつなげていらっしゃる

ということで、事例とさせていた

だきました。 

 

 今の「できることもちよりワー

クショップ」については、国連でも

紹介されて、英語でも紹介されて

いますので、ご覧いただければと

思います。若干、長くなりました

が、終わりにさせていただきます。

ありがとうございます。 
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（徐）堀田先生ありがとうございました。それでは続いて、湯浅先生お願いいたします。 

 

（湯浅）ありがとうございます。まさか、ここで草の根の話を聞くとは思いませんでしたが・・。 

 ちょっと簡単におさらいすると、日本の福祉、ないしソーシャルワークは長い歴史を持って

います。主にその分野というのは、高齢と障害の分野で発展してきました。なんですが、日本

社会は非常に変化が激しくて、これはもう中国、韓国も共通していると思いますが、やはり高

度経済成長期の後に、大きな社会変容、特に、日本は 1990 年代のバブル崩壊以降、大きな社

会変容を経験してきていまして、その中で、それまでのソーシャルワークの対象であった高齢、

障害の人以外の人たち、それは子どもであり、若者であり、そして、本当に多様な日本語で「生

きづらさを抱えた人たち」なんていう言い方もしたりするんですが、そうした人たちに社会課

題が広がっていったという経緯があります。 

 では、高齢・障害のように、じゃあ、子どもソーシャルワーク、青年・若者ソーシャルワー

ク、生きづらさを抱えた人ソーシャルワークというふうに、分野を次々立ち上げていくことが

できるかという課題に直面したときに、それは費用的に考えても難しいし、問題のあり方を考

えても難しいということになったわけです。問題のあり方を考えても難しいというのは、問題

は複合的に絡み合っているからです。 

 そういう中で、2010 年代に入ってから、生活困窮者自立支援法というのが作られました。

その生活困窮者自立支援法というのは、高齢・障害にかかわらず、困難を抱える、主に低所得

者が想定されていますけれども、それだけではなく、困難な課題を抱える人たちを丸ごと全て

サポートしていこう、支援していこうという発想でできた法律です。 

 その背後にあったのは、さっき堀田さんが見せた最初のスライド。いろんな支援や制度から

どうしても漏れてしまう人がいるという現実です。制度というのは、対象を定義しない限りつ

くれないものですから、制度をつくった途端に制度外が生まれます。全ての制度は、同時に制

度外をつくっていくんですね。そういう中で、その制度外を包摂するようなものができないか

という中で、生活困窮者自立支援法というのができたという経緯があります。 

 なんですが、それだけでも、やはり課題の解決には至らないんですね。それはなぜかという

と、一つには、先ほど中国の方からだったでしょうか、お話がありましたが、ソーシャルワー

カーの待遇面が、一般労働者に比べて日本でも低いことです。そういうような課題、そして国

家財政が非常に危機的な状況にありますので、十分な制度の裏付けになる予算を確保できない。 

 そういう問題に加えて、なかなか福祉を超えられないという課題があります。この福祉を超

えられないというのは何かというと、さまざまな専門職や、そこに関与してくれる人たち、そ

うした人たちが一生懸命頑張るということは起こっているのですが、それが地域全体を巻き込

む形にはならないということなんですね。 

 例えば、ここに就労困難なＡさんがいます。この就労困難なＡさんを福祉専門職や、その周

辺の人たちが一生懸命サポートするんですが、この人の就労先を見つけようとなったときに、

事業者の方がなかなか協力してくれない。その人がやっぱり福祉の中に入って来てくれない。

逆に言うと、福祉がそこを超えられないというような課題が起こっています。 

 そういう中で、地域全体のエコシステムということを考えるときに、そこを乗り越えていく

ような仕掛けが必要で、そのための仕掛けになり得ると私自身が思っているのは、こども食堂

の話だということで、先ほどその話をさせてもらいました。 

 こういうプロセスというのは、中国のことを私はあまり詳しく存じ上げないんですが、韓国

でも同じような問題意識を持って進めてこられた、ただし、別のやり方で進めてこられたとい
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うふうに認識しています。先ほど、2000 年の国民生活基礎保障法の話がありました。そして、

2007年の社会的企業育成法の話がありました。2000年の国民生活基礎保障法を作った時には、

当時政策立案に関わっていたキム・スヒョンなどと、今、清華大学におられるようですが、彼

らとよく話をしたものです。 

 そして、そこだけでは十分カバーできない領域、国民生活基礎保障法だけではカバーできな

い領域を、どう抱えていくか。韓国では、脆弱層、生活脆弱層と呼んでいましたけれども、そ

うした人たちの課題を社会的企業という方法を通じて対処していくんだと。それが、先ほどの

社会経済の話にもつながっていくんだと思いますけれども、そういうふうな、流れを韓国は採

った。 

 日本は、生活困窮者自立支援法から地域共生社会というふうにして、さまざまな制度に支え

られない人たちのセーフティーネットを地域全体で行っていくというルートを採ろうとして

いるのですが、ただ、そこでまだ福祉が、福祉自身を超えられていない。多様な地域のアクタ

ーを巻き込めきれていないという課題があって、ここをどう乗り越えていくかというところに、

今 2021 年の私たちの、この論点に関する問題意識があるということになると思います。とり

あえず、以上です。 

 

（徐）ありがとうございました、湯浅先生。では、続きまして、中国側からお願いしたいと思

います。まずは、李先生からお願いします。 

 

（李）はい。やはり深圳を例に取ってみたいと思います。 

 ソーシャルワークについて、全面的に発展をさせるためには、政府、そして外部からの支援

が必要だということです。2007 年にこのソーシャルワークについて、政府は政策面から整備

を進め、政府以外ではガバナンス支援を行い、その結果、ガバナンスのレベルが上がりました。 

 2007 年にある政策が出されましたけれども、それを契機としまして、基本的な政策が出さ

れたわけです。そして、全国において市のレベルでも政策を整備されていきました。 
 また、深圳市に塩田区というところがありますが、そこで 2008 年からソーシャルワーカー

の賃金引上げなの待遇の大幅な改善が実現されていきました。ただ一方で、ソーシャルワーク

の組織でさまざまな問題を抱えておりまして、例えば、専門性を上げる必要があるなど、検討

を要する案件がたくさんあります。 

 先ほど申し上げましたが、より優秀な人に来ていただくために、最低賃金を年収 26 万元と

したり。ソーシャルワークの分野ごとの専門性の向上でありますとか、あとは困難地域の支援

など、さまざまな政策が出されたのです。 

 2018 年は不景気の年だったのですが、深圳の市政部で、このソーシャルワーカーに関する

新しい政策が出され、賃金引上げなどが盛り込まれていました。 

 また、政府の調達でありますとか、あとは予算の増加、あるいは、マネジメントでテコ入れ

を図るということになりました。ということで、少しずつ政策の精度がよくなってきており、

内容の強化が図られていいます。また、ソーシャルワーク組織のガバナンスのレベルも上がっ

てきております。 

 また、ソーシャルワーク組織は自力で発展していくということだけではなく、例えば、コミ

ュニティの支援も必要であります。または、企業でありますとか、あとは政府とか、さまざま

なプレーヤーが参加をするということが必要になります。つまり、その地方の共同体をつくる

ということ、これが大事になってきます。 
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 ですので、このために、中国におけるソーシャルワークのロードマップを作成して方向性を

定めています。この中には、運営でありますとか、ガバナンスをよくしていこうという動きが

含まれています。深圳においても、ソーシャルワーカーに関する政策やソーシャルワーク組織

のあり方、改善を進めております。 

 例えば、何もしないでいるわけにはいきませんので、プランニングや将来のビジョンなどを

検討するなどして、一つのモデルとしてつくっていく。また、ニーズを洗い出す。そのための

調査をする。そして投資をする。そして、成果や効果をしっかりと分析するのです。このよう

な繰り返しで、プランニングの質、そして実際の運営、サービス活動などのレベルが着実に上

がってきております。 

 また、規範化を進めることで、組織体制が整いつつあります。現在、広州のほうでもいろい

ろな取り組みがあります。また、サービスのリーダー、マネジメントのリーダー、さまざまな

仕事を担う方がいます。また、その財務・会計を担当する人もいます。こういった一つの組織

としてのさまざまな人材をそろえていくということも必要になってきます。 

 また、ソーシャルワークを支えてくださるボランティアの方々、外部の方々にも参加してい

ただくわけです。そうなりますと、マネジメントの中にこういったことを織り込んでいく必要

性も出てくるわけです。 

 また、人的資源の管理、人材の管理ですね。例えば、募集であるとか、育成であるとか、ど

のように研修をするかなど。そして、その中にもプランニングは必要です。また、一人ひとり

の人材に、どのように成長していただくかということもあります。そういったマネジメントも

必要になってきます。また、役割分担を最適化していく必要もあります。この中で財務、すな

わち、資金の管理も必要になってきます。こういうところを全て、規範化していく必要があり

ます。 

 現在、深圳ではオープンで透明性の高い仕組みをつくり、年度計画を立て、こういった情報

を全て公開しています。地域でどのようなサービスを提供し活動を行っているか、これを監督

していただくわけですね。非常に厳しく監督をする、管理をする。何か問題があれば、通報す

る、報告をすることもできるようになります。ですので、財務面でどのように透明性を確保す

るかということにも力を入れているわけです。 

 現在は、財務管理の質もよくなってきています。また、ソーシャルサービスの質や効果をど

のようにして担保していくかということもあります。例えば、認証制度、あとは基準、そうい

ったものを整えていく必要があるのです。 

 また、さまざまなプロジェクトを広報していく必要があるのですが、この広報、広告、宣伝、

などにも力を入れていかなければなりません。ですので、この中でソーシャルワークの影響力

や知名度を高めていくということも必要になってくるわけです。一般の方々や政府などにソー

シャルワークによる成果や効果などをアピールする必要もありますが、その辺りも整えられて

いっています。 

 また、イノベーション、革新ですね。ソーシャルワーク組織が何をしているかが分からない

と困りますね。やはりブランド力を高めていく、知名度を高めていくということも必要です。

どのようなサービスを提供しているか、そのサービスはどのような内容なのか。そして、専門

性の向上、制度環境の充実、さらにはサービスの細分化など、こういったことも大事になって

きます。こういったイノベーションも必要なのです。 

 また、持続可能な組織運営、企業等からのサポートでありますとか、さまざまなサービスを

提供するための商品開発も必要になっていきます。また、サービス提供による成果や効果を評
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価することも重要です。例えば、子どもの安全を守るためのサービスを提供した結果について

分析するということですね。そして、国の重大なプロジェクトに貢献することも大事であり、

いろいろなところにイノベーションの機会があります。 

 例えば、湖南省の貧困地域では、ソーシャルワークの一つのプロジェクトとして、草の根と

して支援をしました。また、広西自治区や新疆ウイグル自治区の貧困地域などでも、このよう

な支援活動を行ってきました。これは貧困扶助という角度で支援を行っているわけなのですが、

サービスステーションを設けまして、多くの人を送りました。50 万ほどが対象となる政府の

貧困対策にも資金を送りしており、また、社会的なインフラ構築への支援も行ってきました。 

 さまざまなリスクもあります。例えば、資金の調達源があまり豊富ではないという点ですが、

なかなかプレッシャーの多い部分ですね。また、大きな組織になっていきますと、さまざまな

課題が出てくるわけですが、そうすると改善が必要な部分がたくさん出てくるわけです。 

 あとは、サービスのリストを作り、すみ分けをしていく。つまり、民間が担う専門的なサー

ビスと、行政によるサービスとで、すみ分けを行う必要があります。 

 また、大きな改革の流れというものをしっかりと明らかにしていく必要があります。この大

きな背景の中で、ソーシャルワークの支援をどのように果たしていくか。この中でやはり人材

の育成、そして専門性の向上、またバランスをどう図るか。政府の調達がありますけれども、

民政のサービスとの二重体制のバランスを取っていくということが必要になります。こういっ

たところが課題になってきています。新しい時代に合わせて、サービスの内容を変え、専門性

を高めていくわけですけれども、こうやって組織基盤の増強を図っていく必要があります。 

 例えば、世の中には困っている子どもたちがたくさんいます。それぞれの組織でそういった

子どもを救うためにさまざまな対策を採られていると思います。あとは、高齢者向けの支援サ

ービス、家庭向けのサービス、あるいは弱者に対する最低保障型のサービスなどを提供するた

めの、さまざまな支援センターが設置されています。 

 そういった支援センターは、他には代替することのできないような専門性を持っていて、一

番難しい問題、大きな課題をソーシャルワークの取り組みで解決する。そのような高度な取り

組みを行っている優秀な機関が多くみられます。 

 活動資金の問題も大きいのですが、例えば、慈善会や基金会から資金を調達する方法もある

と思います。また、人材育成のための資金も必要になります。資金調達が、単一のルートでは

なく、複数のルートを確保しておくと効果的な資金調達ができるということもあります。その

ために地域の強みを生かしていく。例えば、どのような基金会による慈善活動など様々なもの

を、子どもの生存空間、社会のイノベーションなどにどう生かしていくか。 

 また、高齢者向けのサービスに関しては、制度が整備されていない地域もありますが、ある

拠点では、現在、努力しているところです。 

 また、ソーシャルワークには、多くの従事者が必要です。人材には政府、人民代表などもお

り、そういったところから吸い上げていただいて、政府の調達などにもさらに力を入れていた

だく。そうなりますと、事業として成り立つようになってくるわけですね。以上が深圳の現在

の状況であります。 

 

（徐）李先生ありがとうございました。それでは、関先生のほうからもお願いしたいと思いま

す。 
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（関）はい、ありがとうございます。 

 先ほどは組織づくりについてお話をしましたけれども、ここからは、実際の中で、ソーシャ

ルワークの事業をどのように進めてきたかについてお話しします。 

 先ほど、李先生からもご紹介がありましたが、私たちは広州のほうで事業を展開しておりま

す。広州のソーシャルワーク組織の数はどんどん増えており、現在は約 400 近くになっており

ます。このような状況下で多くの課題も生まれております。 

 もちろん公益サービスではありますが、相互の競争関係も存在します。ですので、この組織

を増やしていくだけでは、なかなか課題は解決できません。どのように整理をするかというこ

とです。今後どのように進めていくか、いくつかの角度があります。次のような取り組みがあ

ります。 

 非常に効果的だと思う解決策の一つとして、ソーシャルワークを担う組織と他の業界や組織

との連携があります。あとは、政府調達ですとか、この辺りはうまくいっているところであり

ます。とりわけ、広州市においては、医療関係のソーシャルワークでは、基金会と病院の連携

がとてもうまくいっており、素晴らしい協力関係が築かれており、数千人に対して支援が行わ

れています。家族向けのサービスについても、慈善活動とソーシャルワークの連携により、非

常に大きな役割を果たしています。 

 ２つ目ですが、ソーシャルワークには 10 余りの分野があります。この分野の中で、ソーシ

ャルワーク組織でコアコンピタンスをどのように養っていくかということも課題となってお

ります。つまり、専門化を図る、そして精度を上げる、細分化をするということですね。 

 例えば、医療機関には専門的な部門があります。つまり、実際に専門的なサービスを提供す

るための体制を整えているわけです。ここ数年のことなんですが、全体の中においても、この

ようなソーシャルワーク組織が、さまざまな分野において、例えば、ヘルスケアでありますと

か、あるいは高齢者向け、若者向けサービスなど、さまざまな分野に重点化した、つまり専門

分野に特化した事業を行っています。こういった点で非常にレベルアップをしていると思いま

す。 

 ３つ目ですが、先ほど、李先生のほうからも言及されましたが、発展モデルの変化のところ

で深圳と広州は似たところがあります。ソーシャルワークの面で、さまざまな発展モデルが示

されており、イノベーション、改革が行われてきています。モデルや取り組みがどんどん変わ

ってきており、改善されてきているわけです。 

 例えば、自閉症の子ども向けの支援ですが、そういったサービスの専門機関があります。ま

た、収入が低い家庭、つまり都市部の平均収入に達していない、例えば、１万元に達していな

いところが、数千から１万世帯ほどあるといわれています。政府からの支援は受けられないと

いった方がいます。ですので、政府の支援を受けていない家庭に対して、ここ数年にわたり支

援を続けてきました。つまり、市町村単位の政府と慈善団体とで連携をしまして、社会的企業

の形態で事業を試みました。 

 ４つ目は標準化です。地元のソーシャルワークには、十数年のちょっとした歴史がありまし

て、さまざまな事例やノウハウなどが蓄積されています。 

 それに加えまして、現地化も必要な要素となっており、この部分においては、さまざまな努

力をしてきています。例えば、サービスごとの、専門分野ごとの基準をつくってきました。現

在、検討していることとしましては、組織としての基準ですが、規範化、専門化、標準化とい

ったところを今後進めていきたいと考えています。これが４番目になります。 

 そして、５番目ですが、政策との連携をさらに進めていきます。政府との協力、より細かく、
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そしてよりスムーズな役割分担が必要になってきます。そして、政府調達のところの協力関係

を円滑にしていく努力も並行して進め、一つのモデルをつくりました。 

 もう一つですが、政府との連携において、例えば、人民代表大会などの場で政策提言をして

いくということです。そういった政策討論の場に声を吸い上げていただくということです。こ

こ数年、政策提言の面でも非常に努力をしてきました。 

 そして現在、直面しているいくつかの課題についてもお話ししたいと思います。簡単に３つ

お話しします。 

 まずは、トップダウンモデルです。トップダウンデザインについては、まだ、制約がありま

す。先ほどもお話をしましたが、国レベルの政策があります。しかし、ミクロになりますと、

例えばいくつかの分野では、政策がまだ十分ではなかったりします。ですので、政策面ではさ

らなる強化が必要になってくるので、そこで政府がイニシアチブをとっていただく必要性が出

てきます。 

 ２つ目は、現在直面している資金の問題です。活動資金の確保が難しいということで、社会

的企業の取り組みも必要になってきます。とはいえ、やはり資金源が広がらないということが

実際問題としてあります。これが２つ目の課題となっています。 

 そして３つ目はソーシャルワーカーとしての人材の確保とそのレベルです。人材のレベルは、

なかなか上がってきていません。といいますのは、まず待遇が低いということがあります。先

ほど李先生からもお話がありましたけれども、深圳は、かなりこの辺は頑張っており、平均年

収 26 万元となっています。そうなりますと、深圳は非常に進んでいますが、広州市のほうで

も今検討しているところです。ただ、そのコストをどうするかという問題もあり、そこは政府

調達によって、そのコストを賄えるのか。ということで、今検討を進めています。 

 また社会的企業ですね。こういった取り組みも必要になります。こういったさまざまな機関

との連携の中で、ソーシャルワーカーに、例えばキャリアアップのためのチャンス、あるいは、

待遇の向上といったことを提供していかないといけません。こういったところが、現在の課題

となっているのです。ありがとうございました。 

 

（徐）ありがとうございました、関先生。 

 それでは続きまして、韓国のお二方にお願いしたいと思います。まずは、鄭先生お願いいた

します。鄭先生、いらっしゃいますでしょうか。 

 

（郑锺）はい。韓国の郑锺和です。 

 テーマ２についてお話し申し上げます。韓国には、民間団体と関連した支援、そして社会福

祉サービスと関連したさまざまな制度と法律があります。全体的に見ますと、３つに分けてお

話しすることができると思います。 

 まず１つ目、民間団体を支援するときに、民間団体支援についての法律がありますけれども、

民間団体支援に関する法律は、政府が基本的な法律を制定し、各地方自治体の団体が民間団体

を支援するようにしています。 

 この３つの範ちゅうは次の通りです。１つ目は NGO 団体、そして NPO 団体、それから法

定団体というふうに区分することはできます。NGO は非営利政府機構で、政府に代わって民

間団体が、海外に開発援助に関連した業務を実質的に行う団体です。NGO 団体は各法律に基

づいて、社団法人または財団法人があります。NGO 団体である非営利組織は、ほとんど海外

の援助というのを基本としておりますが、海外援助だけではなく、地域社会の児童だとか、老
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人のための団体もあります。 

 法定団体は、社会福祉の団体です。社会福祉団体は、代表的な社会福祉協議会のような公益

性を帯びた団体となります。これは社会福祉を、法的な活動として行い、公共の目的のために

推進している団体、全国的な団体ということを指します。つまり、韓国においては、社会福祉

協議会を民間の法定団体として規定しております。公益団体として、認めています。 

 ３つ目、民間 NPO と関連したものです。この NPO と関連したものは、韓国では多くの部

分を占めています。Nonprofit Organization という非営利民間団体となります。法律だとか、

規制だとかにこだわらず、自由な非営利民間活動を推進できるという利点があります。韓国の

社会において NPO 団体を支援するときに、中央政府の支援よりは、地方自治体の団体が条例

だとか、独自的な支援、そういった方法で支援をするということを前提としています。 

 NGO、NPO、法定団体はさまざまな法律において規定されており、関連法規の中では、基

本法だとか、個別法、社会福祉と関連した対象別に法律が規定されています。 

 例えば、障害者と関連した団体においての障害者関連の部分は、障害者福祉法に関する法律

で規定しており、老人は老人福祉法において規定しております。児童に関した団体については、

児童福祉法で支援をしています。その他、さまざまな分野のさまざまな規定で民間団体を支援

しています。 

 民間団体を支援するときに、人件費、事業費を全国単位で支援しているんですけれども、人

件費、事業費は政府の基準なので、全国的な事業を遂行するときにこのような基準に当てはま

ることになります。このような基準は、全国的な団体の場合にのみ当たります。NPO のよう

に初期の場合は、自発的かつ、自由な活動を行うときは、地方自治体団体の条例だとか、地方

自治体団体の民間団体支援に関連する支援金によって支援されております。 

 社会福祉のモデルとして、先ほど先生がお話しされましたけれども、韓国の社会において社

会福祉協議会は、民・官の公共の目的のために組織された団体です。また、韓国には社会保障

協議会という団体があります。社会保障協議会の方は、民・官の協力団体ではありますが、政

府主導の性格が強く、民間による社会福祉の活動を促進し、支援し、育成するために設立され

ました。社会福祉協議会の方は、民間主導の役割を担っている全国団体です。 

 また、民間活動を支援するために、どのような制度があるかについてお話しします。韓国は

社会福祉サービスと関連したさまざまな機関、団体、施設、そして社会福祉と関連した NGO

団体等、多くの組織、種々の活動があります。このような社会福祉関連の民間活動を支援する

ために、社会福祉士教育のための補習計画が定期的にあります。社会福祉の専門性に対する民

間支援、民間レベルの支援で、補習計画というのと関連した制度、支援金をこちらから支援し

ています。 

 政府の民間団体の育成において、とても大事な部分が、社会福祉専門の人材・マンパワーと

なります。それからボランティアと関連した部分として、ボランティアの活動基本法第７条は、

ボランティア活動の範囲を 15 で分けています。15 番目が公益活動についての支援です。ボラ

ンティア活動の促進基本法は、ボランティア活動と関連した活動を、民間と協力して、民間の

レベルで政府はこれを促進し、支援できるようにしています。 

 ここで大事なことは、社会福祉とボランティア、市民団体の協力です。民間活動を促進する

ためには、市民活動の自主的な活動を支援し、福祉サービス分野のみならず、民間と協力する

協力モデルを共生できるようにすること、これが大事だと思っています。 

 ボランティアの範囲が最近になっては、政治の分野を除く、ほとんど民間活動の軸となりま

す。制度化する前には、ボランティア活動なしでは、社会福祉の活動は不可能であるといわれ
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ましたけれども、最近、社会福祉が制度化し、社会福祉がきめ細かいネットワークを構築し、

政府がこのサービスを支援しているため、ボランティアの活動は少しずつ萎縮しているという

ことも事実です。すなわち、無料ボランティア活動を継続していた市民は、有料ボランティア

という新しい概念をつくりだしました。こういった風潮は、韓国に新たなトレンドとして拡大

している状況です。 

 このような状況において、民間活動を支援するために、政府の活動、民間の活動をどのよう

にコーディネートし、また、民間の活動を支援するかということ、これはとても重要な部分で

す。 

 最後に民間の活動の支援においての問題点について、いくつかお話し申し上げます。韓国は

2000 年代まで民間活動に対して、さまざまな支援を行い、さまざまな民間活動の範囲が広が

っていったということも事実です。民間活動の範囲の判断が問題となって、民間活動の登録に

ついての資格審査を強化してきたりもしました。 

 代表的な事例としては、ソウル市の場合、民間活動、つまり NPO を登録するために、一定

期間活動実績を要求しています。一定期間、一定活動の実績を要求しているというのが一般化

しています。 

 ソウル市の事例を今お話申し上げたのですが、ソウル市の場合は、法人格を持っている団体、

法人格を持っていない場合は、民間活動の支援に対しての登録を公的にその市に登録し、活動

の審査、評価の制度を導入して、これを支援している状況です。登録さえすれば、民間活動団

体としての活動ができるという既存の制度から少しずつ規制を強化している理由は、民間活動

についての地方自治体の支援、予算の支援がなされているからです。 

 国庫の補助金を支援していますが、民間活動を支援するためには、公益活動がまず前提とな

らなければなりません。市民社会活動を積極的に支援するという原則には、政府の見解に違い

はないのですが、民間活動の目的に見合った活動をし、民間活動が市民と共に公益の目的を果

たすときにこれを支援する、これが統一性があるということです。ここで大事なことは、公共

の目的を追求するというのが民間活動だということです。 

 また、課題として現れるのは、民間活動の問題において、財政的な支援、人件費だとか事業

費についての部分的な支援、これが安定的かつ、持続的に支援されなければならないのですが、

実質的には政府の、または地方自治体の団体の評価によって左右されてしまうということです。

つまり、市民活動をより積極的かつ究極的にするためには、民間活動が国家と地方自治体団体

との共生するためには、ボランティア・民間活動を促進し、支援できる市民レベルの努力、制

度の改善が必要かと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、社会福祉の制度標準化と、基本的な社会福祉の制度にお

いての民間活動をどのように促進し、支援するかということについては、国の社会福祉につい

ての全体的な国の方向性とも密接な関係があります。つまり、これから中国、韓国、日本がこ

のような市民レベルの民間活動、制度化された情報、また標準化過程、それを一緒に考えなが

ら共生できる方法を見つけることがとても大事だと思います。以上で終わります。 

 

（徐）ありがとうございました、郑先生。それでは、陳先生のほうからもお願いします。 

 

（陳）私は先ほど、社会的経済について申し上げました。続きまして、社会的経済の組織がど

のように社会的価値を創出するのかについて、プロセスとの関連を共有したいと思います。 

 社会的経済組織が、その価値を創出するプロセスは５つございます。 
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 まず１つ目は、社会組織が社会で解決すべきイシューにまずぶち当たります。高齢化の問題、

環境問題、ケアの問題等々、イシューの何か一つにぶつかり、そして、そのイシューを解決す

るためにミッションを設定する。そのミッションは、社会的経済組織が定めたミッションとい

うのは、何か外部の環境、内部で問題があったとしても、変化をしない、そういったものです。 

 その次のプロセスとしては、組織の中には、民主的な意思疎通、民主的な構造を持っていま

す。非常に垂直的な関係の中で物事に早く対処したり、あるいは、スピード転換をしたりする

のは難しいのですけれども、社会的経済組織というのは、意思決定の構造が非常に水平な構造

を持っているという特徴があります。 

 そして、ネットワークやパートナーシップが、極めて豊かになされていることです。社会的

経済は、市場、国と一緒にインボルブされたものですので、地域社会や企業と連携して、非常

にさまざまなネットワークが形成されています。 

 先ほど、中国の趙先生が、中国の児童福祉について、業務メカニズムについて言及された際

に、社会一体という表現を使われました。社会と地域、家庭が、つながりをもって児童を見る

ように、社会的経済も、非常に多様なネットワークやパートナーシップをつくりあげて、そし

て社会的価値をつくりあげています。 

 そしてまた、こうした組織は、人間の正義によって、あるいは持続可能な環境のための活動

によって、そちらの方向性で活動を展開していきます。もし、社会的企業が労働者を搾取した

ら、それは社会的企業ではありません。あるいは、何か村の事業をつくったんだけれども、住

民を差別していれば、それは社会的企業とは言いません。人間の正義や持続可能な環境をケア

してこそ、その展開を通じて、社会的価値を創出するということです。 

 よって、このように５つの社会的イシュー、そしてミッションを設定して、意思疎通の構造

であるとか、民主的な意思決定を持っているネットワークやパートナーシップをなせば、人間

の正義や持続可能な環境のほうに活動を展開していくことで、社会的価値を創出するという方

向を見てきましたので、私が共有したこのプロセスについて、皆さまに共有をさせていただき

ました。私の時間はこの程度にさせていただきたいと思います。以上です。 

 

（徐）ありがとうございました、陳先生。 
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 質疑応答・総合討論 
 

（徐）それでは、次のセッションに入りたいと思います。総合討論と質疑の部分です。今回、

ご参加いただいています皆さまで、午後の討論に関しまして、何かご質問等ございましたらご

発言をいただきたいと思います。 

 

（LIU XiaoHe）徐先生、ありがとうございました。 

 本日ご参加の皆さま、何かご質問がありましたら、チャットのほうにお寄せいただけますで

しょうか。こちらで読み上げさせていただきます。 

 

 まず、１つ目の質問をご紹介します。これは韓国側への質問です。 

 お話は、非常に参考になりました。そこでもう少し詳しくお聞きしたいのですが、中国、韓

国のソーシャルワーカー、そして、先ほど堀田先生からも日本の状況についてお話がありまし

たが、やはり専門家の供給や規範化といったことが話題となりました。 

 その中で、多くの方々からも言及がありましたが、資格試験や専門的な研修が必要になって

きます。学校や研修では理論を学びますが、実際の実務に入ったときに、やはり現実は違うな

ということがあります。ですので、一流の大学で、基礎の理論を教えているのですが、実践の

基盤がないという問題があります。実際に実務に入ったところでギャップが生じるということ

ですね。 

 ですので、この理論の基盤に加えて実際の現場では、実践の経験のある方が望まれるわけで

すね。こういったところは、他の労働市場ではあまり起きないことですが、このソーシャルワ

ークには、こういった問題があります。 

 韓国の大学では、実際の実務と理論の距離を縮めるためにどういったことをされているかお

聞きしたいのですが。 

 

（郑）韓国においては、今ご指摘くださった部分、私も 100 パーセント同意します。韓国が 70

年間こうした制度、そして社会福祉教育の課程、そして現場においての問題点を考えてきた問

題を今ご指摘くださいました。 

 アメリカの社会福祉の教育課程を見ますと、ほぼ 600 時間の実習をしています。そして、隣

国のシンガポールも 400 時間ほどの実習時間があります。ところが、韓国と日本はそれに比べ

ますと、非常に少ない実習時間になっています。時間で言いますと、160 時間程度、これも 2020

年に改正されたもので、その前は 120 時間のみ実習するというふうになっていました。これは

１カ月程度の時間になります。 

 従いまして、アメリカやシンガポール、そういったさまざまな国のように、実習中心の、実

技中心の教育課程がなされていないということについて、私は非常に反省をいたしました。私

が韓国の社会福祉教育協議会の会長として５年間在籍しておりましたけれども、この問題を改

善するために 360 時間ほどにしなければならないということで努力しましたが、そうやって

決めたにもかかわらず、現場では既得権の勢力が非常に強いので、その壁を破ることができず、

まず、120 から 160 時間にいったん増やすということにとどまりました。これは日本の制度も

同じような歩みを歩んでいるというふうに理解しています。 

 現在、日本もシンガポールに比べると非常に短い実習時間になっていまして、韓国よりは多

いのですが、非常に少ない状況です。そうした課題を日本と韓国が同じように抱えていると思
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います。よって、われわれが実質的に、現場中心の社会福祉教育課程を運営することが必要で

す。 

 資格制度の厳格性、オンライン教育であるとか、単位制によって、社会福祉士の資格を与え

ることもあるでしょう。中国は１級から９級まであるというお話でしたけれども、韓国では１

級から３級まで。日本の場合は、１つの国家試験に受かった人だけに資格が与えられるという

ことになっております。 

 日本とアメリカの場合は、アメリカはまた制度が違いますけれども、実習ですとか、理論教

育においても非常に充実していますし、日本の資格制度では、社会福祉士の資格は１種類のみ

ですので、韓国よりもはるかに国家試験が難しいですし、韓国も１年で３万人ほどが受験して

おりますけれども、合格率は 20％から 30％の間となっております。 

 しかし、社会福祉サービスを受ける人が急増しているこの現状において、実習をより充実さ

せたほうが、クオリティー面でも、現状の問題でも解決できると思っています。ご指摘いただ

いた点、私も共感しております。ありがとうございました。 

 

（LIU XiaoHe）ありがとうございました。郑先生からお答えいただきました。 

 チャットのほうに他にも質問が来ております。 

 中国側からの質問です。専門家の先生にお答えいただきたいということです。どなたからお

答えいただきましょうか。 

 質問です。現在、中国のソーシャルワークは、政府の調達が多いです。そして、サービスは、

政府のほうでやってもらいたいようなサービスが多いのです。ただ、これは解決にはつながら

ないということがあります。 

 サービスが政府にやって貰いたいところに偏っているので、実際にこのガバナンスや、社会

問題を解決するために、ソーシャルワーク組織はどのように協力するべきなのでしょうか。 

 日本のシステムにおいては、非常に偏りが多いということですけれども、日韓のお三方から

お答えいただきたいと思いますが。 

 

（郑鄭）はい。では、私が追加で申し上げます。 

 先ほど、私が発表でも討論でも申し上げましたように、民間と政府、地方自治体の協力が非

常に重要ですが、最近では２つの協力モデルを見ることができます。 

 １つは、社会保障協議体に関する部分です。こちらは、社会保障基本法が改正されまして、

各道という非常に小さな自治体ですね、一番小さな単位の自治体になりますが、そういった行

政機構において、社会保障協議体が社会福祉に関する業務をしていて、その道という一番小さ

な単位における協議体が、いわば民間活動の中心的な部分を占めています。ですので、大半は、

民間の人たち・市民が参加をしていて、委員として活動しています。 

 例えば、政府ではできない、地方自治体ではできない、支援、後援、低所得者層へのサポー

ト、あるいは、食事が十分に取れない子どもたちにお弁当を配達するなどを行っています。社

会福祉機関でもありますけれども、その小さな自治体レベル、町内会といってもいいかもしれ

ません。そういったところのサービスもなされています。 

 次は事例に関する部分です。中国でも制度化されたとおっしゃいましたけれども、ケースマ

ネジメント、ケアマネジメントというものがあります。こちらは統合事例というものですが、

制度化された後に、民と官が協力をして、民間の福祉館の管理士・事例管理士の職員や、ある

いは、町内会のような小さな単位で働いている社会福祉の公務員・社会福祉公務員が協業して、
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コラボをして、地域社会の住民の困り事を一緒に協力共生モデルとしてやっている。この２つ

を申し上げることができると思います。 

 

（陳）はい、私も補足の説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 今回は、高齢化の問題、若者の問題、環境の問題をはじめとして、相次ぐ災害ですとか、そ

れに加えて、非常に急速度で進む技術革新等によって、今われわれの社会は非常に大きな転換

の岐路に立っています。 

 こうした複雑な社会の現場において、国だけで社会問題を解決することはできず、市場だけ

が解決できるわけでもなく、市民社会だけで解決できるわけでもないので、社会、国、そして

企業もお互いが協力をし合う、そういった方向性へと流れています。 

 特に今、韓国社会では、どのようにすれば地域を活用できるのか、生かすことができるのか。

政府において代案を考えたり、代替案を出したりしていますが、近接する小さな都市、農村を

連結する、つなぐ、そして発達をさせるといったアイデアを持っています。ですので、言い換

えますと、中国はその特徴上、国で社会福祉を担っていると思いますが、中国もまた複雑な、

同じような世代を生きる国として、韓国や日本のように、非常に複合的で、そして多次元的な、

さまざまな協業モデルというものをつくってこそ、社会問題を解決することができるのではな

いか。そのように考えます。 

 

（湯浅）じゃあ、続いて日本からも。 

 本来、行政がやるべきことを民間にやらされているというような批判は、日本でもあります。

日本にも、福祉分野におけるアクターは、社会福祉法人。これは社会福祉法というものに根拠

を持つ法人で、そこが例えば高齢者の施設や、障害者の施設などを中心的に運営している主体

です。そして、もう一つ、NPO。福祉分野における NPO というものがあります。 

 まず、社会福祉法人においては、やはり高齢の制度、あるいは、障害の制度に基づいた施設

運営、サービス運営をしている関係で、制度の限界が自分たちの限界ということになりやすい

のです。そうであるがゆえに、そこにはまらない課題、そこに収まりきらない課題に対して、

十分にリーチできないという課題があります。 

 NPO に関しては、行政からの委託という形で、行政のサービスを、悪く言うと下請け、行

政のアウトソーシングに使われているというような側面があります。 

 こうした課題について、今、どんなことが行われているかということですが、一つは、制度

そのものを変えていくということが一つです。2019 年に社会福祉法が改正されまして、制度

の狭間にあるような課題を、社会福祉法人等ができるように制度的に改正されました。現場は、

じゃあ、これに即応して、ものすごく今動いているかというと、まだ２年しかたっていません

ので、これからという感じですけれども、制度的な改定が一定行われているというところが一

つ。 

 あと、もう一つは、先ほども韓国の方から出ていましたけれども、やはり資金面における財

源調達の多様化、これが社会福祉法人においても、NPO においても、重要な課題ということ

で認識されています。 

 行政からの資金だけに依存していると、やはり行政の制度の限界が自分たちの限界になって

しまいますから、そうではなく、民間資金の調達。これは本当にクラウドファンディングとか、

最近とみに多様化されています。 

 日本においては、日本はもう既に多死社会に入っていますので、遺贈ですね。亡くなる方の
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遺産が寄附に回るというものを遺贈というんですけれども、そうした分野などで資金調達の多

様化ということが課題視されています。 

 一般的にいわれる理想としては、３分の１が会費などによるメンバーシップからの収入、３

分の１が民間からのさまざまな資金調達、３分の１が委託事業による行政からのお金、これぐ

らいのバランスでないと、健全でかつ、自立的な運営はできないんじゃないか、みたいなこと

をいわれていますし、私もそう思うところはあります。 

 私も今、NPO を主催していますが、やはり 95％は民間からの寄附等で回していまして、や

はりそういうところがあって、行政に対しても自立的、かつ対等に関われる、関係が持てると

いうような意識はやっぱりあるなというふうに感じます。以上です。 

 

（LIU XiaoHe）韓国、日本のお三方のお答え、ありがとうございます。 

 先ほどの説明不足で、１人にお答えいただく予定でしたが、３名が全員お答えいただいたの

で、ちょっと時間がいっぱいになりました。なので、次のパートに入らせていただきたいと思

います。 

 

（李）中国から参加の先生から、先ほどの問題について、どうしても補足をしたいということ

でした。 

 これは、質問の中で、中国では、政府が調達をするために政府が問題を発見して、つまり、

社会組織が問題を発見して解決するのではなく、政府の指示によって行動しているのではない

かということについて、この先生は、実際はそうではなく、各社会団体が調査報告書を提出し、

そこにどのような問題点があるのかということを指摘して、政府が、では、この問題を解決し

ましょうということで調達をするわけです。なので、完全に政府が上から決めているというわ

けではありません。 

 ただ、もちろん、政府の調達ということで、完全に行政に附属されるサービスになってしま

ったというものもありますが、しかし、やはり大多数は、問題を調査してから政府からの要請

で、このサービスを提供していると思います。 

 また、深圳についての事例ですが、政府の調達の対象となったソーシャル活動は、全て第三

者機関からの監査を受けることになっています。なので、このような形で、中国の制度も少し

ずつ改善されているということを補足させていただければと思います。 

 これはチャットの画面にも書いてあったご質問のところで、少し理解に食い違いがあるので

はないかというところで、私が深圳の事例を基に補足をさせていただいたわけです。 

 繰り返しますが、今の中国の政府調達というのは、監査をすることが必要ですので、制度的

にも改善されつつあるということです。補足は以上です。 

 

（馬）すいません。じゃあ、李先生からの補足がありましたので、私からさらにご質問します。

李先生に伺います。 

 現在の政府、企業と社会、この三者の協力関係、あるいは、この距離感、このことについて、

ぜひとも理論的な面からご確認したいと思います。このソーシャルワークというのは、果たし

て、政府の権限のほうが大きいのでしょうか。それとも、民間のほうに重心を置くべきでしょ

うか。今、中国では、報告があるとしても、大多数は政府の調達によって行われており、その

結果、これによって実質、政府の支出の増加、さらに行政のポストが増えているということに

もなっていますが、これについていかがお考えでしょうか。 
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（李）それについでですが、確かに一部そうなっているところもあります。政府が調達した結

果、行政のポストが増えてしまっている。しかし、深圳においては、政府の調達後、あるいは、

監査した後に、やはりこれは民間に任せたほうがよいと、この辺りは全部、NPO や専門団体

に委託して、もともとここを担当していた公務員のポストを撤廃するというようなこともあり

ます。なので、私としては、ポストが増えている一部の事例もありますが、やはりポストを撤

廃した、なくしたというのも多数ありますので、これは政府の調達によって、行政の範囲がむ

しろ広がったというわけではないと、私は思います。 

 そして、深圳市の調達ですけれども、通常、２種類に分けてあります。１種類は、どうして

も、行政の運営上必要なサービス。こういったものを行政の延長、公務員の延長というような

ポストになります。しかし、もう一つが、いわゆるこのソーシャルワーカーについて、また社

会福祉にかかる支援なんですね。 

 なので、中国は今、行政の簡略化を進めておりますので、むしろ、こうした政府調達を増や

すことで、逆に行政のほうは、ポストが減り、そして組織もシンプルになってきたという状況

だと思います。 

 

（関）分かりました。ありがとうございます。 

 

（LIU XiaoHe）李先生、そして馬先生の補足、ありがとうございました。 

 

  



104 

５． 感謝状授与 
 

（徐）では、これより次のパート、謝辞の読み上げに入りたいと思います。謝辞は馬先生より

お願いいたします。 

 

（馬）この東アジア市民社会フォーラムというのは、中国国際民間組織協力促進会、韓国のボ

ランティアフォーラム、そして、日本の公益財団法人公益法人協会が主催したものです。 

 今回は、３機関、５名の個人の方に特別感謝状を授与したいと思います。 

 まず、１人目、青木利元さま。

青木さまは、2008 年に中国民間

組織協力促進会、韓国ボランテ

ィアフォーラムと共に東アジア

市民社会フォーラムの開催につ

いて合意し、2009 年に第１回東

アジア市民社会フォーラムを成

功裏に開催しました。青木さま

が中日韓三カ国をつなぎ、彼こ

そがこのフォーラムの日本側の

発起人であります。ここで、三国を代表し、青木さまに感謝を申し上げます。 

 

 次に日本の庭野平和財団で

す。庭野平和財団は、東アジア市

民社会フォーラム実行委員会の

メンバーとして、日本でのフォ

ーラムの開催のために、長年に

渡り、資金助成をしてください

ました。ここでも、フォーラムの

主催者を代表し、庭野平和財団

に心より感謝申し上げます。 

 

 

 そして韓国の SK グループで

す。SK グループは毎年、東アジ

ア市民社会フォーラムに対し、

資金援助を行い、SK グループが

行った社会貢献に対し、この場

を借りて、再度、心から感謝を申

し上げます。 

 

 

 



感謝状授与 

105 

 続きまして、韓国社会福祉協

議会です。同協会は、東アジア

市民社会フォーラムのために

技術支援を提供してください

ました。韓国社会福祉協議会の

貢献に対し、主催者を代表し、

ここに心より感謝申し上げま

す。 

 

 

 

 そして５人目、韓国の崔日燮

さま。崔さまは、ソウル国立大

学社会福祉学部を定年退職さ

れた教授です。彼は、中国、日

本と共に東アジア市民社会フ

ォーラムを立ち上げ、３カ国の

民間社会の対話と協力へと重

要な道筋をつくってください

ました。感謝を申し上げます。 

 

 ６人目、黄浩明さま。黄さま

は、東アジア市民社会フォーラ

ムの中国側の発起人です。黄さ

まは民間社会のコミュニケーシ

ョン、そして、三カ国のフォー

ラムの立ち上げのために、開拓

者の役割を果たしてくださいま

した。黄さまに感謝を申し上げ

ます。 

 

 

 ７人目、石忠誠さま。石忠誠

さまは、東アジア市民社会フォ

ーラムの開催を当初から、見守

ってくださいました。石忠誠さ

まの長年にわたる貢献に感謝

申し上げます。 
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 ８人目、黄弘椿さま。東アジ

ア市民社会フォーラムは、中国

の江南大学で２回開催したこと

があり、いずれも同大学の黄弘

椿先生のご尽力あってのもので

した。そのため、ここで黄弘椿

先生に感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 謝辞の読み上げは、これにて終了いたします。 
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６． 閉会挨拶 
 

（馬）それでは、本日最終のセッションに入りたいと思います。総括スピーチということで、

４人の先生方にお願いしたいと思います。 

 まずは、今回、この会議の運営に当たっていただきました、北京師範大学の徐先生。そして、

お二方目は、中国国際民間組織合作促進会の黄浩明さま。そして、お三方目、公益法人協会理

事長の雨宮孝子さま。そして、四方目は、韓国ボランティアフォーラムの会長、南英燦さまで

す。では、徐月賓先生から、まずはお願いしたいと思います。 

■ 徐 月賓（Yuebin XU）／北京師範大学人文社会科学高等研究院教授 

 尊敬する先生方、ご列席の皆さま。北京師範大学人文社会科学高

等研究所および中国国際民間組織合作促進会が主催する、2021 年

東アジア市民社会フォーラムが、一日にわたる非常に活発な討論を

経て、そろそろ終わりを迎えようとしています。 

 まずは、今回の主催者の一部である北京師範大学人文社会科学高

等研究所を代表いたしまして感謝いたします。今回は、非常に素晴

らしい効果についての共有がありました。 

 私たちのソーシャルワークという事業は、三カ国において、さま

ざまな違いはありますが、例えば中国では、ここ十数年、経済の改革に伴って、例えば、人口

の流動が多くなったり、社会の変容が起きたりしました。また、多くの高齢者が、子どもが家

を離れてしまって寂しくなってしまった方々もいらっしゃいます。さまざまな弱者の方が出て

きています。 

 ソーシャルワーカーは、こういった中で、もちろん日本と韓国に比べるとスタートは遅かっ

たのですが、ただ、このような弱者グループに着目をして、どのようにして支援をしようか、

例えば体制、あるいはリソース等、さまざまなやり方を模索してきました。 

 今回のフォーラムを通して、今後、人材の育成などで、より多くのなすべきことがあると思

います。例えば、大学による教育への参画、あとは将来的に一つの仕組みをつくるということ

など。また、三カ国の学生との間で、相互訪問を行い、交流を行う。そして、そういった場で、

プロジェクトへの協力をするということ。そして、この事業の成果を具体的な形で、実際に実

務に生かしていくということ。 

 そういった面で引き続き、進めていきたいと思います。あらためて、今回のフォーラムに感

謝いたします。ありがとうございました。 

 

（馬）徐先生ありがとうございました。 

 続きましては、中国国際民間組織合作促進会の、また、深圳大学のほうからお越しいただき

ました、黄浩明先生、お願いいたします。 
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■ 黄浩明（Haoming HUANG）／深圳国際公益学院副院長 

 まずは、馬先生にも感謝申し上げたいと思います。今回一日の会

議となりましたが、運営に当たっていただきましてありがとうござ

いました。また、ご参加いただきました専門家の皆さま方、また、

本日、ご参加の皆さま方、あらためてこんにちは。 

 今回は、北京師範大学、そして中国の民間組織合作促進会、また

日本側からは、公益法人協会など、さまざまなご協力を得まして、

この東アジア市民社会フォーラムが開催されました。この会議は一

日の会議でありましたが、非常に多くの収穫があったと思います。この場をお借りしまして、

感謝いたします。 

 日本のボランティア活動国際研究会の青木先生、また、このフォーラムで活躍をされました

山岡義典先生、また、日本の公益法人協会の太田前理事長、並びに多くの日本の方々に感謝し

たいと思います。 

 また、韓国側の、先ほどもご紹介ありましたが、韓国のボランティアフォーラム会長キムケ

イト先生。また、モトセキフク会長のアンリョウコ先生。そして、キムイン先生、あと中国側

の皆さま、馬先生、徐先生、お忙しいところ、このフォーラムを開催いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 また、中国の先ほどの関信平先生。日本でも長く研究をされてきました。また、ミンソク会

の顧問でもいらっしゃいます。また、黄弘椿教授、チョウコウ教授、そしてリカイエイ先生等々、

いろいろな先生。そして先ほど、李先生のご挨拶も非常に素晴らしかったですが、この他にも

多くの古き友人がご参加いただいています。ありがとうございます。 

 このソーシャルワークという分野での変化が起きていますけれども、皆さまもご存じのとお

り、2008 年、中国では、四川の汶川的地震が起きました。この中で民間の組織が復旧活動や

支援活動に参加しました。ですので、中国では、公益活動元年というふうにいわれています。

この中で、日本の多くの組織の皆さま方、あとは韓国の民間の団体ですね、この汶川における

災害支援に非常にご尽力をいただきました。 

 中国のソーシャルワーカーの試験制度も 2008 年に始まりました。ですので、やはり２つの

意味で元年といえます。そして、これまで 13.78 万人が受験をしています。また、ソーシャル

ワーカーを 24,840 人輩出しています。これは 2008 年のことです。 

 ということで、現在、中国では初めてとなる「資格を持ったソーシャルワーカー」が既に誕

生しています。民政部の発表によりますと、2020 年の時点で、この資格を持っているソーシ

ャルワーカーは既に 66.9 万人となりました。全国で働くソーシャルワーカー全体で 157.3 万

人ですが、このうちの 43.5％が有資格者だということになります。ですので、ソーシャルワー

カーは中国の社会の専門的なサービスの一つの大きな主力となりつつあるということです。 

 また、中日韓のこのフォーラムでありますけれども、民間の市民社会フォーラム、もともと

はボランティアについての規制・制度が話題でありました。例えば、経済救済でありますとか、

ボランティア活動、または企業の社会的責任などですね。あとは、市民社会と社会のイノベー

ション、またボランティア活動、特に緊急の部分ですね。あとは、コロナにおける市民団体の

役割や責任、そして慈善事業。今回は、ソーシャルワーカーについて、また経済や社会におけ

る役割が話題となりました。 

 ですので、今後を展望しますと、日中韓三カ国におきまして、先ほど、徐先生からもありま

したけれども、このソーシャルワークに関する協力について、今後さらに討論を煮詰めていく
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必要があると思います。 

 中国は現在、何百もの大学がこのソーシャルワークの専攻を設けています。ただ、卒業した

けれども仕事がないといった状況もあります。ですので、中には、専攻を廃止したところもあ

るということです。問題があるんですね。 

 一方では人材が不足しています。ただ、仕事が見つからないという矛盾もあるわけです。こ

ういった課題を解決する必要があります。民政部が設定した次の 14 次五カ年計画ですが、５

年後の 2025 年までに社会組織の就業者を 1,250 万人にしようということです。その中で、ソ

ーシャルワーカーは、５％から８％、あるいは 10％になると見込まれています。その中でさま

ざまな課題があります。そして、韓国や日本からもいろいろ学びたいと思っております。 

 中日韓のこのフォーラムですが、多くの古い友だち、新しい友だちとの交流がありました。

そして、お互い力を合わせてこの東アジア地域における市民の、民間の交流、相互の助け合い、

相互の協力、こういったことを進めていきたいと思います。これを永遠に続けていきたいと思

います。 

 また、コロナが収まった後には、東京でお会いできると、韓国でお会いできると思います。

ありがとうございました。馬先生もありがとうございました。 

 

（馬）ありがとうございました。 

 黄先生には、先ほど感謝の辞を贈らせていただきました。中国国際民間組織合作促進会でい

らっしゃいまして、このフォーラムにおいても発起人でいらっしゃいます。また、深圳大学の

社会工作においても副院長でいらっしゃいました。三カ国の対話のメカニズムを作られました。

そして、このことをよく熟知されています。多くの関係リソースなどをお持ちであります。日

本、中国、韓国との話し合いだけではなく、80 年以降の中国の民間社会、国際社会のための対

話、交流の、そして協力のための仕組みをつくってこられました。非常に素晴らしいプラット

フォームづくりの功績者でいらっしゃいます。あらためて、黄先生に感謝を申し上げます。 

 では、雨宮さま、お願いいたします。 

■ 雨宮孝子（Takako AMEMIYA）／公益財団法人公益法人協会理事長 

 本日は、中国主催の第 12 回東アジア市民社会フォーラム開催本

当におめでとうございます。私たちの友人である CANGO、韓国

ボランティアフォーラムの皆様、場所を提供してくださった北京

師範大学の皆様にも感謝いたします。ここまでおまとめになるに

は、大変なご苦労があったと思われます。そのご努力に心からの敬

意を表させていただきます。 

さて、中国、韓国、日本の３か国にとって、国でもなく、営利目

的の企業でもない民間非営利組織が行う公益活動の存在意義は、

それぞれの国の歴史や文化等によって、異なるのは当然のことです。この 12 年の間、東アジ

アに存在する３か国は、その地域の差を乗り越えて、協同して、市民社会に関する様々な問題

を議論してまいりました。本年は、「各国のソーシャルワークにおける市民社会参画の政策と

その実践」というテーマで行われました。 

 ソーシャルワークは、日本では広く社会福祉事業と訳されていますが、それぞれの国により

その政策も実践も異なると思います。ただし共通して言えることは、生活困窮者への支援、児

童福祉、障害者福祉、高齢者福祉など様々な分野で、国や企業、民間非営利組織が生活に困っ
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ている人々に手を差し伸べて、より良い生活ができるよう支援する仕組みやそれに必要な財源

の支援などについて、各国が知恵を出し合って社会問題を解決することが最も大事なことだと

考えます。 

 本日の中国の基調講演、実践例のご講演では、国が行うこと、官民連携で行うこと、民間非

営利組織や地方自治体で共同して行うことなどについて、時代の変遷を抑えながらお話しして

くださいました。子供のケアについて具体的な例を挙げてご説明いただいたことは、わが国に

も大変興味深いものでありました。 

 韓国の企業の社会貢献については、CSR、CSV、ESG 等については、わが国でも大いに議

論がなされています。ESG 投資については、企業だけでなく、非営利組織の資産運用において

も議論がなされています。そもそも気候変動危機については、様々な個人、事業体が我々の地

球の存続をかけて克服していかなければならないものです。CSC という新語が近い将来浸透

しますことを期待しています。 

 また、企業による食糧支援は、重要なことです。日本側の発表における事例報告の災害やコ

ロナ禍で影響を受けた弱者である子ども食堂は、地域とのつながりや、発展に大いに役立つこ

とを本当にわかりやすくお話しいただきました。また日本側の基調講演では、社会福祉の実践

と理論について、国だけでは効率的な事業ができない中、住民主体の地域共生社会の実現を目

指す民間非営利組織による市民活動を詳細に論じています。 

 住民主体の地域共生社会というのがこれからのキーワードです。それぞれの国の発表は、ど

こから見るかで、相違しているように見えますが、目指す方向は一致しておりました。今後と

も中国、韓国、日本の３か国は、より良い市民社会組織の発展のために、ともに努力していき

ましょう。ありがとうございました。 

 

（馬）雨宮さま、ありがとうございました。 

 では最後に、韓国ボランティアサービスフォーラム会長の、南英燦会長、お願いいたします。 

■ 崔日燮（Il-sub CHOI）／韓国社会福祉協議会副会長 

 皆さんこんにちは。南英燦会長が私の横にいらっしゃるんですけれ

ども、私に一言発言の機会をくださいましたので、私が南会長に代わ

りまして、閉会を兼ねて、皆さんに感謝の言葉を申し上げたいと思い

ます。 

 私は、ソウル大学社会福祉学部を 12 年前に定年退職をしまして、

現在はソウル大学の名誉教授として在籍しつつ、韓国社会福祉協議会

で副会長を務めております。 

 韓国ボランティアフォーラムは、私が 26 年前に、アメリカとヨー

ロッパのボランティアを視察して帰国し、そして共に訪問していた政府の指導者、民間の社会

福祉界のリーダー、そしてボランティアの代表者が一堂に会して、われわれが初めて韓国のボ

ランティアフォーラムを設立して、私が初代会長を歴任させていただきました。 

 本日、第 12 回ということで、ここまで東アジアの市民社会フォーラムを開催することがで

きましたが、皆さまご存じのとおり、われわれ三カ国は、全世界の中で、他の国もそうですけ

れども、特に東アジアにありながら、政治的に、経済的に、外向的に、さまざまな、少し疎遠

な関係があったのも事実です。そして、最近もさまざまな軋轢が薄まることもなく続いている

ということは、個人的に非常に残念に思っております。 
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 われわれボランティアの世界がまず協力をして、日本、韓国、中国、この三カ国が共に成長

して、経済発展をして、市民社会、そしてボランティアの世界で成そうとする、人類の平和を

われわれ自らが提示する先駆者になることを、皆さんと約束したいと思います。 

 本日は、三カ国が政治、経済、社会において、理念的にさまざまな違いはありますけれども、

専門の社会福祉の制度に違いがあるということもある程度分かりましたが、また一方で、共通

点も多く分かりました。 

 ですので、私の理解では、学会はもちろんのこと、社会福祉の団体、そして、ボランティア、

市民ボランティアに至るまで、われわれが持っている類似したフォーラム、セミナー、シンポ

ジウムなどがかなり多く開かれているということも聞いております。 

 ですので、こうした機会が今後も続くでしょうし、われわれボランティア界、市民社会、そ

ういった団体が先陣を切って、この三カ国、あるいは、引いては全世界の人類の平和、幸福の

ために、われわれが貢献していく機会が広がっていけばと思います。 

 来年は日本の東京で、この会議が続くと思われます。コロナのパンデミックによって、今回

は対面ではできず、この Zoom で会議をすることが非常に残念でありました。 

 皆さん、本当に今回感じられたと思いますけれども、ウィズコロナの時代に韓国も入りまし

たけれども、どうか、来年はこの三カ国が東京に集まって、そして親睦を深めながら、さまざ

まなイシューについて取り扱う、そのような機会が訪れればと思います。 

 皆さま本当に健康にご留意していただきまして、次にお会いできるまで元気にお過ごしくだ

さい。ありがとうございました。 

 

（馬）ありがとうございます。 

 では、以上４名、主催の三カ国の代表と、今回の主催者である北京師範大学の代表が発言し

ました。徐月賓先生、黄浩明先生、雨宮孝子さま、南英燦さまです。 

 では、これにてこの総括のパートを終了させていただきます。間もなく、フォーラムが終了

しますが、最後にオンラインではありますが、記念撮影をしたいと思います。 

 まず、本日の会議において、合わせて中国からは９名、日本からは４名、そして韓国からは

６名が発言をされました。その方々の言葉は、私たちのこのフォーラムにおいて、私たちの認

識を深め、そして、考えを豊かにしてくださいました。このことについて、主催者を代表しま

して、この合わせて 19 名に対し、再度心より感謝申し上げます。 

 特に、また、本日一日中、通訳をしてくださった皆さまに対しても、感謝を申し上げます。

非常に流暢な、正確な通訳でした。ありがとうございます。 

 また、今日の会議の運営に携わった、特にテクニカル支援をしたスタッフの皆さま、また、

三カ国それぞれにサポートしてくださった方がいらっしゃるかと思います。今回のフォーラム

のために、行ってきた貢献、恐らく、半年前から準備に携わってこられたかと思います。これ

に対し、感謝を申し上げます。 

 私の司会はこれで終了します。ありがとうございました。 
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７． 記念撮影 
 

（中国スタッフ）馬先生、ありがとうございました。 

 最後の記念撮影ですが、スクリーンショットの形で撮ります。どうぞ関係者のみ皆様、カメ

ラをオンにして下さい。 

 はい、うまく撮れたようです。ありがとうございます。 

 

 

（馬）では、会議はこれにて終了いたします。また次回、ぜひ東京でお会いしましょう。 

 ごきげんよう。 
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